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道
路
局
長

谷
口

博
昭

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
平
成

一
七
年
の
年
頭
に
あ
た
り
、
謹
ん

で
新
年
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
皆
様
に
は
平
素
よ
り
道
路
行
政
の
推
進
に
つ
き
ま
し
て
、
格
別
の
ご
支
援
、

ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
は
、
観
測
史
上
最
多
の
上
陸
数
を
記
録
し
ま
し
た
台
風
や
、
新
潟
県
中
越
地



震
な
ど
大
規
模
な
自
然
災
害
が
連
続
し
て
発
生
し
、
多
数
の
道
路
関
係
施
設
が
被
災

し
た
の
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
と
し
て
の
道
路
の
重
要
性

が
改
め
て
認
識
さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
着
実
に
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
道
路

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
そ
の
効
果
を
発
揮
し
、
迂
回
ル
ー
ト
の
利
用
や
脱
線
事
故
を
起
こ

し
た
新
幹
線
の
機
能
の
一
部
を
代
替
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被
災
地
の
復
旧
･
支
援
に

大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
今
後
と
も
、
防
震
災
対
策
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

安
全
で
信
頼
性
の
高
い
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
に
努
め
て
ま
い
る
所
存
で
す
。

ま
た
、
こ
こ
数
年
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
し
た
道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
に

つ
き
ま
し
て
は
、
昨
年
関
係
法
律
が
成
立
し
、
民
営
化
の
目
標
時
期
を
本
年
一
〇
月

と
い
た
し
ま
し
て
、
そ
の
準
備
を
着
実
に
進
め
て
い
く
所
存
で
あ
り
ま
す
。

道
路
は
、
社
会
経
済
活
動
の
活
性
化
、
安
全
で
快
適
な
暮
ら
し
の
実
現
に
大
き
く

貢
献
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
役
割
は
引
き
続
き
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す

が
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
、
国
民
の
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
に
対
応
し
、
既
成
概
念
に

と
ら
わ
れ
な
い
積
極
的
な
取
組
み
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

新
年
を
迎
え
、
よ
り
効
果
的
、
効
率
的
に
透
明
度
の
高
い
メ
リ
ハ
リ
の
効
い
た
施

策
を
展
開
し
、
新
し
い
世
紀
の
活
力
に
満
ち
た
生
活
を
支
え
て
い
く
道
路
行
政
を
進

め
て
ま
い
る
所
存
で
す
。
引
き
続
き
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
皆
様
の
一
層
の
御
健
勝
、
御
活
躍
を
心
よ
り
祈
念
い
た

し
ま
し
て
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。



週

特
舵
騙
灘
制
鷹
に
つ
い
て

㈱
道
路
特
定
財
源
制
鷹
の
概
嚢
焉
そ
の
意
義

道
路
特
定
財
源
制
度
は
、
我
が
国
の
道
路
を
緊
急
か
つ

計
画
的
に
整
備
す
る
た
め
、
受
益
者
負
担
の
考
え
方
に
基

づ
き
自
動
車
利
用
者
に
課
税
し
た
税
収
を
道
路
整
備
の
財

源
と
し
て
充
当
す
る
制
度
で
あ
り
、
昭
和
二
八
年
に
揮
発

油
税
が
道
路
整
備
の
特
定
財
源
と
さ
れ
た
こ
と
に
は
じ
ま

る
も
の
で
あ
る
。

昭
和
二
九
年
に
第
1
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
が
策
定

さ
れ
て
以
来
、
我
が
国
の
道
路
整
備
は
物
次
に
わ
た
る
道

路
整
備
五
箇
年
計
画
及
び
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
に
基

づ
き
着
実
に
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
道
路
特
定
財
源
諸
税

に
つ
い
て
も
、
道
路
投
資
の
伸
び
に
対
応
し
、
新
税
の
創

設
と
税
率
の
引
上
げ
に
よ
っ
て
そ
の
充
実
が
図
ら
れ
て
き

て
い
る
。

道
路
局
総
務
課
道
路
資
金
企
画
室

ぷ軸
薑丸

宣
ハニ

自動車利用者

道路ネットワークの
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道
路
特
定
財
源
に
充
て
ら
れ
る
諸
税
は
、燃
料
の
使
用
、

車
両
の
取
得
及
び
保
有
の
各
段
階
で
自
動
車
利
用
者
に
課

さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
自
動
車
の
取
得
に
際
し
、
そ
の
取
得
に
担
税
力
を

見
出
す
と
い
う
趣
旨
で
、
自
家
用
車
の
場
合
は
取
得
価
額

の
五
%
･
営
業
用
車
の
場
合
は
取
得
価
額
の
三
%
の
自
動

車
取
得
税
が
課
さ
れ
、
自
動
車
の
新
規
登
録
又
は
移
転
登

録
の
際
に
納
税
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
自
動
車
の

走
行
に
際
し
て
は
、
燃
料
の
種
別
に
応
じ
、
ガ
ソ
リ
ン
の

場
合
に
は
揮
発
油
税
及
び
地
方
道
路
税
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
の

場
合
に
は
軽
油
引
取
税
、
L
P
G
の
場
合
に
は
石
油
ガ
ス

税
が
課
さ
れ
て
い
る

(ガ
ソ
リ
ン
の
場
合
は
、

一
リ
ッ
ト

ル
当
た
り
五
三
･
八
円
)。
こ
れ
ら
の
燃
料
税
は
、
い
ず

れ
も
従
量
税
方
式
を
採
用
し
、
走
行
距
離
に
応
じ
て
費
用

を
負
担
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
車
検
に
際
し
て
は
、

L 税収は平成l7年度当初予算 (案) 及び平成17年度地方財政計画 (案) による。 なお、 ( )書
きは決算調整額 (税収の平成15年度決算額と平成15年度予算額との差 揮 発油税及び石油ガス
税については 2年後の道路整備費で調整することとされている。) を含んだ額である。

2 . 自動車重量税の税収は、 収入額の国分 (2 / 3 ) の約 8割 (775 % ) 相当額である。
3 . 暫定税率の適用期限は平成20年 3月末 (自動車重量税については平成20年 4月末)。
4 . 四捨五入の関係で、 合計が一致しないところがある。
5 . 地方公共団体の一般財源である自動車税の平成17年度税収は17,713億円、 軽自動車税の平成17
年度税収は1,519億円 (いずれも平成17年度地方財政計画 (案) による)。
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車
検
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
道

′

路
を
走
行
す
る
こ
と
が
可
能
に

の

な
る
と
い
う
法
的
な
地
位
に
着

税動

目
し
て
、
自
動
車
の
重
量
に
応

軽

じ
た
自
動
車
重
量
税
が
納
付
さ

轢

れ
て
い
る

貸
家
用
乗
用
自
動

刎は
車
の
場
合
は
、
0

･
五
ト
ン
当

憶
剰
た
り
年
間
六
･

三
0
0
円
)。

な
お
、
自
動
車
の
保
有
に
際

　　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

　　　　
　
　　
　　　

　　
　　　　　　　　　　　　

　　
　　　　　　　　　　　　

　

　

　　　
　

道
路
特
定
財
源
制
度
の
下
で

臥獄轢
は
、
自
動
車
利
用
者
が
支
払
っ
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た
揮
発
油
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等
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に
道
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表 l 道路特定財源諸税一覧

税 目 道 路 整 備 充 当 分 税 率 平成17年度税収
(億円)

国

凝鰤
繃

税
斜
符

油
和
和
源

発
昭
昭
財

揮 鐵 隧 臘⑳石油ガス税
昭和41年創 翻･しと競

)
譲

o

ス
る

ガ

れ

“
油
き

ー
石
与

の
は
譲

額
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に
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方
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昭和46年創設

で
縞

は

割

源
経
額

8

財
の
当
)
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0
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一
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)
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)
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%
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国
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き
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2
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設

刀
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(
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創
(

さ
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税
割
と

国
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8
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%
額
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財

額
5
入
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ら
路

入

刀
収

あ
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遺

収
(
(

,べ穣

)
撫

讓鰡 蛔
計 3 5

,
1 3 9

( 3 5
.

6 3 3 )

地

方

地方道路譲与税
昭和30年創設

謝
額
)
ぴ

鯰
矯
贓

額
さ
府
村

入
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道
町

収
併
都
市

の
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菱

･

税
税
鱒
勾

路
油
ハ
ハ

道
発
琵
俊

蠣
皹 灘 繊

石油ガス譲与税
昭和41年創設 謝

裟
郊拗

綿
臥
瀦

胸
:

敷硼 参を
｣郊ガ油石

照
1 4 7

自動車重量譲与税
昭和46年創設

熊耕微細彗騨
存
じ羸韓鋤

飜 篇軽油引取税
昭和31年創設 瀞嗽礬錢 嚇鰔自動車取得税
昭和43年創設 獅嗽府村需潴

額
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全

詠癒榔計

芻合 計

彌彌注

整
備
が
実
施
さ
れ
、
自
動
車
利

用
者
が
便
益
を
受
け
る
こ
と
に



な
る
。
こ
れ
は
、
鉄
道
利
用
者
が
運
賃
を
支
払
い
鉄
道
整

備
、
鉄
道
利
用
に
よ
る
便
益
を
受
け
る
の
と
同
様
の
考
え

方
で
あ
る

(図
1
)。
こ
の
よ
う
な
受
益
者
負
担
の
考
え

方
に
は
、
次
の
よ
う
な
長
所
が
あ
る
。

①
公
平
性
"利
用
者
が
便
益
に
応
じ
た
費
用
を
負
担
し
、

費
用
を
負
担
せ
ず
に
自
動
車
を
利
用
す
る
こ

と
を
排
除
で
き
る

②
安
定
性
亘
泉気
対
策
や
財
政
状
況
の
影
響
を
受
け
に
く

く
、
安
定
的
な
財
源
を
確
保
し
た
上
で
長
期

的
視
点
か
ら
計
画
的
に
道
路
整
備
を
進
め
る

こ
と
が
で
き
る

③
合
理
性
"
利
用
者
の
負
担
が
す
べ
て
道
路
整
備
に
充
当

さ
れ
る
と
い
う
明
快
な
制
度
で
あ
る
た
め
納

税
者
の
理
解
を
得
ら
れ
や
す
い

現
在
、
道
路
特
定
財
源
諸
税
は
、
国
の
財
源
と
し
て
揮

発
油
税
、
石
油
ガ
ス
税
、
自
動
車
重
量
税
の
三
税
が
、
地

方
の
財
源
と
し
て
地
方
道
路
譲
与
税

(国
税
と
し
て
徴
収

さ
れ
た
地
方
道
路
譲
与
税
を
都
道
府
県
、
指
定
市
及
び
市

町
村
に
譲
与
す
る
も
の
)、
石
油
ガ
ス
譲
与
税

(国
税
と

し
て
徴
収
さ
れ
た
石
油
ガ
ス
税
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る

額
を
都
道
府
県
及
び
指
定
市
に
譲
与
す
る
も
の
)、
自
動

車
重
量
譲
与
税

(国
税
と
し
て
徴
収
さ
れ
た
自
動
車
重
量

税
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
市
町
村
に
譲
与
す
る
も

の
)、
軽
油
引
取
税
、
自
動
車
取
得
税
の
五
税
が
充
て
ら

れ
て
お
り
、
税
収
の
総
額
は
約
五
兆
八
、
0
0
0
億
円

(平
成
一
七
年
度
予
算

(案
))
と
な
っ
て
い
る

(表
1
)。

二

道
路
特
定
財
源
制
度
の
沿
革

戦
後
、
我
が
国
の
復
興
が
進
み
、
自
動
車
が
普
及
す
る

に
つ
れ
、
道
路
交
通
量
が
次
第
に
増
加
し
て
き
た
。
し
か

し
、
当
時
の
道
路
整
備
は
劣
悪
で
あ
り
、
道
路
予
算
も
わ

ず
か
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
道
路
整
備
推
進
の
た
め
の

新
た
な
制
度
の
確
立
と
、
そ
の
財
源
を
確
保
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
認
識
は
高
ま
っ
て
い
た
。
昭
和
二
七
年

に
は
道
路
法
が
改
正
さ
れ
る
と
と
も
に
、
有
料
道
路
制
度

が
確
立
さ
れ
、
借
入
金
に
よ
り
道
路
整
備
を
実
施
で
き
る

道
が
開
け
た
が
、
な
お
も
拡
大
す
る
道
路
交
通
需
要
に
応

じ
き
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

昭
和
一
八
年
に
廃
止
さ
れ
て
い
た
揮
発
油
税
が
昭
和
二

四
年
に
復
活
さ
れ
る
と
、
自
動
車
利
用
者
に
対
し
課
せ
ら

れ
る
負
担
は
自
動
車
利
用
者
に
還
元
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
欧
米
諸
国
に
な
ら
い
揮
発
油
税
を
道
路
整
備
費
に
充

当
す
べ
き
で
あ
る
と
の
世
論
が
高
ま
っ
て
き
た
。

こ
う
し
た
世
論
に
応
え
、
衆
議
院
建
設
委
員
会
の
二
五

名
の
議
員
に
よ
り

｢道
路
整
備
費
の
財
源
等
に
関
す
る
臨

時
措
置
法
案
｣
が
昭
和
二
七
年
三
一月
に
第
一
五
回
国
会

に
提
出
さ
れ
た
。
同
法
案
は
、
衆
議
院
解
散
で
不
成
立
に

終
わ
っ
た
が
、
第
一
六
回
国
会
に
再
度
提
出
さ
れ
、
昭
和

二
人
年
七
月
に
成
立
し
、
昭
和
二
人
年
七
月
二
三
日
法
律

第
七
三
号
と
し
て
公
布
さ
れ
た
。
同
法
に
よ
り
、
道
路
を

緊
急
か
つ
計
画
的
に
整
備
す
る
た
め
昭
和
二
九
年
度
を
初

年
度
と
す
る
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
を
策
定
し
、
こ
れ
に

基
づ
い
て
道
路
整
備
を
推
進
し
、
そ
の
財
源
と
し
て
揮
発

油
税
収
入
額
に
相
当
す
る
金
額
を
道
路
整
備
に
充
て
る
こ

と
と
さ
れ
た

(同
法
は
昭
和
三
三
年
度
よ
り
道
路
整
備
緊

急
措
置
法
に
引
き
継
が
れ
た
)。

第
1
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
発
足
に
伴
い
、
地
方

負
担
分
と
し
て
の
地
方
の
道
路
整
備
所
要
額
も
増
加
す
る

こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
昭
和
二
九
年
度
に
は
揮
発
油
譲
与

税
の
制
度
が
設
け
ら
れ
、
揮
発
油
税
収
の
三
分
の
一
の
額

が
都
道
府
県
及
び
指
定
市
の
道
路
財
源
と
し
て
譲
与
す
る

こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
の
揮
発
油
譲
与
税
は
昭
和
三
〇
年
に

な
っ
て
地
方
道
路
譲
与
税
に
引
き
継
が
れ
、
揮
発
油
税
と

あ
わ
せ
て
徴
収
さ
れ
る
地
方
道
路
税
が
一
定
の
譲
与
基
準

に
基
づ
き
都
道
府
県
及
び
指
定
市
に
道
路
財
源
と
し
て
譲

与
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

(昭
和
五
一
年
度
以
降
は
市
町

村
に
も
譲
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
)。

そ
の
後
、
同
じ
自
動
車
燃
料
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
揮

発
油
税
と
の
均
衡
を
図
る
観
点
、
か
ら
昭
和
三
一
年
に
は

軽
油
引
取
税

(地
方
税
)、
昭
和
四
一
年
に
は
石
油
ガ
ス

税

(国
税
)
が
創
設
さ
れ
た
。
軽
油
引
取
税
は
目
的
税
と

し
て
地
方
の
道
路
整
備
財
源
に
充
て
ら
れ
、
他
方
、
石
油

ガ
ス
税
は
、
そ
の
税
収
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
を

石
油
ガ
ス
譲
与
税
法
に
よ
り
地
方
の
道
路
整
備
財
源
に
、

他
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
を
国
の
道
路
整
備
財
源

に
充
て
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
四
三
年
に
は
、
主
に
市
町
村
の
道
路
財
源
を
拡
充

す
る
た
め
、
自
動
車
取
得
税

(地
方
税
)
が
道
路
整
備
の

道行セ 2005.1 5



表 2 道路特定財源諸税の税率の推移

年 揮発油税 地方道路税 軽油引取税 石油ガス税 自動車取得税自動車重量税
道路整 備五箇 年計画等 ･ (鎖捻れ譲与) ^ Q /2を地方欄弱 震灸 ＼ くゞり鮭鰯楓幼 ,

度 (国税) (国税) (地方税) . (国税) ･ (地方税滋/′‘国税) ･
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※ 地方単独事業を含まない額
注) 上 に÷÷÷｢ は租税特別措置法または地方税法附則による暫定税率、 0は暫定税率の延長が行われた年である。

2 . 自動車重量税の地方への譲与割合は、 平成14年度まで 1 / 4。



た
め
の
目
的
税
と
し
て
設
け
ら
れ
た
。
自
動
車
取
得
税
は

都
道
府
県
税
で
あ
る
が
、
そ
の
収
入
額
の
三
割
を
都
道
府

県
に
、七
割
を
市
町
村
に
配
分
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
四
六
年
に
は
、
第
六
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に

必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
た
め
に
、
自
動
車
新
税
の
創
設

が
議
論
さ
れ
、
同
年
一
二
月
に
自
動
車
重
量
税
と
し
て
結

実
し
た
。
自
動
車
重
量
税
の
収
入
額
の
四
分
の
一
の
額
は

自
動
車
重
量
譲
与
税
と
し
て
市
町
村
の
道
路
整
備
財
源
に

充
て
ら
れ
、
四
分
の
三
は
国
の
財
源
と
さ
れ
た
。
国
の
財

源
に
つ
い
て
は
、
そ
の
約
八
割
相
当
額
が
税
創
設
及
び
運

用
の
経
緯
か
ら
道
路
整
備
費
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ

て
た

(平
成
一
五
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
自
動
車
重

量
譲
与
税
の
譲
与
割
合
が
従
前
の
四
分
の
一
か
ら
三
分
の

一
と
さ
れ
、
残
り
三
分
の
二
が
国
の
一
般
財
源
と
な
り
、

国
分
の
約
八
割

(七
･
五
%
)
が
道
路
整
備
財
源
に
充
て

ら
れ
て
い
る
。
)
。

こ
れ
ら
の
税
は
、
こ
れ
ま
で
に
道
路
整
備
五
箇
年
計
画

の
拡
充
と
と
も
に
数
度
に
渡
り
増
徴
さ
れ
て
現
在
に
至
っ

て
い
る

(表
2
)。

亘

社
会
資
本
離
備
重
点
計
画
と
平
成
=
五
年

鷹
税
制
改
正

道
路
特
定
財
源
制
度
に
つ
い
て
は
、
一
昨
年
の
第
一
五
六

回
国
会
に
お
け
る
所
要
の
法
改
正
に
よ
り
平
成
一
五
年
度

か
ら
平
成
一
九
年
度
ま
で
の
五
ヵ
年
の
あ
り
方
が
決
め
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、現
在
は
そ
の
中
間
年
に
あ
た
る
。

平
成
一
五
年
に
は
、
こ
れ
ま
で
各
事
業
分
野
別
に
策
定

さ
れ
て
い
た
長
期
計
画
を
統
合
し
た

｢社
会
資
本
整
備
重
点

計
画
｣
が
策
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
従
前
の

｢道
路
整
備

五
箇
年
計
画
｣
は
他
の
分
野
の
長
期
計
画
と
合
わ
せ
て

｢社

会
資
本
整
備
重
点
計
画
｣
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
た
め
、
第
一
五
六
回
国
会
に
お
い
て
、
｢道
路
整

備
緊
急
措
置
法
｣
の
名
称
を

｢道
路
整
備
費
の
財
源
等
の

特
例
に
関
す
る
法
律
｣
に
改
め
、
道
路
整
備
五
箇
年
計
画

に
関
す
る
規
定
を
削
除
し
た
。
他
方
、
｢社
会
資
本
整
備

重
点
計
画
｣
に
即
し
て
道
路
整
備
を
推
進
し
て
い
く
た
め

に
、
平
成
一
五
年
度
以
降
の
五
ヵ
年
間
も
引
き
続
き
揮
発

油
税
等
を
道
路
整
備
費
の
財
源
に
充
て
る
な
ど
の
措
置
を

講
ず
る
こ
と
と
し
、
当
該
措
置
を
講
じ
て
当
該
期
間
に
行

う
べ
き
道
路
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
量
を
閣
議
決
定
す

る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
こ
の
改
正
に
お
い
て
は
、
道
路
整
備
費
の
使
途

に
、
道
路
の
新
築
、
改
築
、
維
持
、
修
繕
に
関
す
る
事
業

に
密
接
に
関
連
す
る
環
境
対
策
事
業
等
を
含
め
、
納
税
者

の
理
解
の
得
ら
れ
る
範
囲
で
道
路
特
定
財
源
の
使
途
の
多

様
化
を
図
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
法
改
正
と
併
せ
て
、
｢道

路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
ムこ

の

一
部
改
正
を
行
い
、
同
施
行
令
第
一
条
第
二
項
に

｢自
動

車
へ
の
粒
子
状
物
質
の
排
出
を
抑
制
す
る
装
置
の
装
着
に

対
し
て
助
成
を
行
う
事
業
｣
｢有
料
道
路
の
料
金
の
自
動

収
受
シ
ス
テ
ム
の
高
度
化
に
関
す
る
調
査
を
行
う
事
業
｣

が
追
加
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
事
業
へ
の
使
途
の
多
様
化
が
図

ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

｢道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
｣
の

改
正
に
並
行
し
て
、
平
成
一
五
年
度
税
制
改
正
で
は
、
道

路
特
定
財
源
諸
税
で
あ
る
揮
発
油
税
、
地
方
道
路
税
、
自

動
車
重
量
税
、
軽
油
引
取
税
、
自
動
車
取
得
税
の
暫
定
税

率
の
適
用
期
限
を
平
成
一
四
年
度
末
に
控
え
、
①
持
続
可

能
な
経
済
社
会
の
構
築
、
安
心
で
き
る
暮
ら
し
の
実
現
の

た
め
、
今
後
五
ヵ
年
間
の
道
路
整
備
を
重
点
的
、
計
画
的

に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
、
②
今
後
五
ヵ
年
間
の
道
路
整

備
計
画
に
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
た
め
に
は
引
き
続
き

受
益
者
で
あ
る
自
動
車
利
用
者
に
相
応
の
負
担
を
求
め
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
道
路
特
定

財
源
諸
税
の
暫
定
税
率
の
延
長
の
要
望
が
行
わ
れ
た
。

ま
た
、
①
道
路
特
定
財
源
は
受
益
者
負
担
の
原
則
に
基

づ
き
、
道
路
整
備
費
を
ま
か
な
う
た
め
に
本
則
の
二
倍
以

上
の
暫
定
税
率
を
設
定
し
て
い
る
、
②
自
動
車
利
用
者
の

受
益
の
な
い
よ
う
な
使
途
に
充
当
す
る
こ
と
は
納
税
者
の

理
解
が
得
ら
れ
な
い
、
こ
と
な
ど
を
理
由
に
引
き
続
き
道

路
特
定
財
源
の
道
路
整
備
へ
全
額
充
当
す
る
こ
と
の
要
望

も
行
わ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
税
制
改
正
要
望
に
対
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
審
議

が
行
わ
れ
た
結
果
、
道
路
特
定
財
源
諸
税
の
暫
定
税
率
の

五
年
延
長
と
道
路
整
備
へ
の
全
額
充
当
が
決
定
さ
れ
た
。

こ
れ
を
受
け
、
第
一
五
六
回
国
会
に
お
い
て
、
暫
定
税
率

の
根
拠
法
と
な
っ
て
い
る
租
税
特
別
措
置
法
及
び
地
方
税

法
の
改
正
法
案
が
提
出
さ
れ
、衆
参
両
院
の
審
議
を
経
て
、



前
者
は
平
成
一
五
年
三
月
二
人
日
、
後
者
は
同
月
二
四
日

に
可
決
、
成
立
し
、
と
も
に
平
成
一
五
年
四
月
一
日
よ
り

施
行
さ
れ
、
暫
定
税
率
が
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日

(自

動
車
重
量
税
は
平
成
二
〇
年
四
月
三
〇
日
)
ま
で
の
五
年

間
延
長
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

◆ 道路整備の費用を自動車利用者が負担することについて…

　　　　　　のはやむ、を得ない

聡
回

　
　

　

　

道路に関する世論調査(内閣府 平成13年1月)より

今 道路特定財源諸税を道路整備以外に使うなら…

ま
た
、
日
本
道
路
公
団
等
道
路
関
係
四
公
団
の
民
営
化

に
伴
い
、
国
と
地
方
の
負
担

(国

"
地
方
=
三
"
-
)
に

よ
る
高
速
道
路
整
備
へ
の
直
轄
方
式
の
導
入
が
決
定
さ

れ
、
市
町
村
道
補
助
の
採
択
基
準
の
引
き
上
げ
に
よ
る
補

助
削
減
に
よ
り
、
地
方
の
負
担
が
増
加
す
る
こ
と
と
な
っ
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自動車の税金に関するアンケート(日本自動車連盟(JA F)13年6月)より

参考 1 道路特定財源諸税に関する国民の意見

霧
粉

　
　

た
。
こ
れ
ら
に
伴
い
、
新
た
に
必
要
と
な
る
地
方
負
担
な

ど
を
考
慮
し
て
、
次
の
よ
う
に
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に

財
源
移
譲
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
。

①

自
動
車
重
量
税
の
譲
与
割
合
を
、
四
分
の
一
か
ら

三
分
の
一
に
弓
き
上
げ
た
。

②

地
方
道
路
譲
与
税
の
都
道
府
県
、
市
町
村
間
の
配

分
割
合
を
見
直
し
、
都
道
府
県
分
を
従
前
の
四
三
/

一
〇
〇
か
ら
五
八
/
-
0
0
に
増
加
さ
せ
た
。

①
に
よ
り
、
市
町
村
の
自
動
車
重
量
譲
与
税
は
約
九
三

〇
億
円
(平
成
一
五
年
度
当
初
予
算
ベ
ー
ス
、
以
下
同
じ
)

の
増
加
と
な
る
。
他
方
、
②
に
よ
り
、
都
道
府
県
の
地
方

譲
与
税
は
約
四
五
〇
億
円
の
増
加
、
市
町
村
の
地
方
道
路

譲
与
税
は
約
四
五
〇
億
円
の
減
少
と
な
る
。
こ
の
結
果
、

財
源
移
譲
額
は
、
都
道
府
県
で
は
約
四
五
〇
億
円
、
市
町

村
で
は
約
四
八
〇
億
円
と
な
る
。

團

道
路
特
定
財
源
制
鷹
を
巡
る
議
論

道
路
特
定
財
源
に
対
す
る
批
判
の
一
つ
に
、
道
路
特
定

財
源
を
一
般
財
源
化
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が

あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
説
明
し
て
き
た
よ
う
に
受
益
者

負
担
の
考
え
方
に
基
づ
き
自
動
車
利
用
者
に
道
路
整
備
費

の
負
担
を
し
て
頂
く
と
い
う
こ
と
が
道
路
特
定
財
源
制
度

を
支
え
る
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
り
、
一
般
財
源
化
は
納

税
者
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い

(参
考
-
)。

資
源
配
分
の
効
率
性
に
つ
い
て
は
、特
定
財
源
制
度
は
、
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半分以上のユーザーが 『減税すべき』。

を下げるべき』、
備関連に限定すべき園という意見も多撒。

『高速道路料金を下げるべき』、
　

　

　

　

路

…

直

一　
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行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
益
者
の
負
担
に
連
関
さ
せ
る

に
つ
い
て
は
、
受
益
と
負
担
の
観
点
か
ら
納
税
者
の
理

も
の
で
あ
り
、
提
供
さ
れ
る
サ
1
ビ
ス
に
対
す
る
国
民
の

解

･
納
得
を
得
つ
つ
、
環
境
や
都
市
交
通
等
使
途
の
多
様

支
払
意
思
の
大
き
さ
が
税
収
の
規
模
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

化
を
検
討
す
る
。｣
と
さ
れ
、
与
党

(自
由
民
主
党
、
公

量
に
反
映
さ
れ
る
点
で
、
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
擬
似
的
な

明
党
、
保
守
党
)
の
平
成
一
五
年
度
税
制
改
正
大
綱
に
お

市
場
機
構
と
し
て
機
能
し
、
資
源
配
分
の
効
率
化
に
寄
与

い
て
は
、
道
路
特
定
財
源
諸
税
の
暫
定
税
率
の
適
用
期
限

し
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

の
五
年
延
長
と
と
も
に
、
｢揮
発
油
税
、
自
動
車
重
量
税

ま
た
、
税
負
担
と
受
益
の
バ
ラ
ン
ス
を
求
め
ら
れ
る
こ
と

等
の
道
路
特
定
財
源
は
受
益
者
負
担
の
原
則
に
よ
り
、
目

か
ら
、
特
定
の
者
に
大
き
な
負
担
を
負
わ
せ
る
よ
う
な
こ
と

動
車
利
用
者
等
に
負
担
を
求
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し

が
起
き
に
く
く
な
る
と
い
う
長
所
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
が
っ
て
納
税
者
で
あ
る
自
動
車
利
用
者
等
の
理
解
･
納

こ
う
し
た
道
路
特
定
財
源
制
度
に
お
け
る
受
益
者
負
担

得
を
得
る
べ
く
道
路
整
備
に
充
て
る
こ
と
を
原
則
と
す

の
考
え
方
は
、
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
が
改
定
さ
れ
、
税

る
。｣
と
さ
れ
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
平
成
一
五
年
度
か

率
が
改
正
さ
れ
る
毎
に
、
国
会
の
審
議
を
経
て
、
納
税
者

ら
五
ヵ
年
の
あ
り
方
が
決
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

に
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
道
路
特
定

道
路
整
備
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
道
路
整

財
源
諸
税
を
一
般
財
源
化
し
、
自
動
車
利
用
者
と
は
関
係

備
の
状
況
は
、
環
状
道
路
の
整
備
、
地
域
に
お
け
る
生
活

の
な
い
施
策
に
用
い
る
こ
と
は
、
現
在
の
制
度
の
考
え
方

道
路
の
確
保
等
の
面
で
未
だ
に
十
分
な
水
準
に
あ
る
と
は

と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

言
え
な
い
。
ま
た
、
社
会
経
済
の
変
化
に
あ
わ
せ
て
、
情

近
年
に
お
け
る
道
路
特
定
財
源
の
あ
り
方
の
見
直
し
の

報
社
会
、
少
子
高
齢
化
、
環
境
問
題
、
都
市
再
生
等
の
謀

議
論
に
お
い
て
も
、
｢骨
太
の
方
針
2
0
0
1
｣
(平
成
一

題
に
道
路
施
策
に
お
い
て
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な

三
年
六
月
二
六
日
)
で
は

｢道
路
等
の
特
定
財
源
は
資
源

ら
な
い
。
こ
う
し
た
諸
課
題
に
着
実
に
取
り
組
ん
で
い
く

の
適
正
な
配
分
を
歪
め
、
財
政
の
硬
直
化
を
招
く
傾
向
が

た
め
に
も
、
今
後
と
も
道
路
特
定
財
源
の
果
た
す
べ
き
役

あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
あ
り
方
を
見
直
す
｣
と
さ
れ
た
も

割
は
大
き
い
と
考
え
る
。

支
払
意
思
の
大
き
さ
が
税
収
の
規
模
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

量
に
反
映
さ
れ
る
点
で
、
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
擬
似
的
な

市
場
機
構
と
し
て
機
能
し
、
資
源
配
分
の
効
率
化
に
寄
与

し
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

ま
た
、
税
負
担
と
受
益
の
バ
ラ
ン
ス
を
求
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
特
定
の
者
に
大
き
な
負
担
を
負
わ
せ
る
よ
う
な
こ
と

が
起
き
に
く
く
な
る
と
い
う
長
所
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
道
路
特
定
財
源
制
度
に
お
け
る
受
益
者
負
担

の
考
え
方
は
、
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
が
改
定
さ
れ
、
税

率
が
改
正
さ
れ
る
毎
に
、
国
会
の
審
議
を
経
て
、
納
税
者

に
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
道
路
特
定

財
源
諸
税
を
一
般
財
源
化
し
、
自
動
車
利
用
者
と
は
関
係

の
な
い
施
策
に
用
い
る
こ
と
は
、
現
在
の
制
度
の
考
え
方

と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

近
年
に
お
け
る
道
路
特
定
財
源
の
あ
り
方
の
見
直
し
の

議
論
に
お
い
て
も
、
｢骨
太
の
方
針
2
0
0
1
｣
(平
成
一

三
年
六
月
二
六
日
)
で
は

｢道
路
等
の
特
定
財
源
は
資
源

の
適
正
な
配
分
を
歪
め
、
財
政
の
硬
直
化
を
招
く
傾
向
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
あ
り
方
を
見
直
す
｣
と
さ
れ
た
も

の
の
、
前
述
の
よ
う
な
特
定
財
源
制
度
の
趣
旨
が
確
認
さ

れ
、
受
益
者
負
担
に
基
づ
く
道
路
特
定
財
源
を
今
後
と
も

道
路
整
備
に
充
て
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
｢平
成
一
五
年
度
予
算
編
成
の
基
本
方
針
｣

(平
成
一
四
月
三

月
二
九
日
)
で
は

｢道
路
特
定
財
源

玉

道
路
特
定
財
源
に
関
す
る
最
近
の
話
題

(平
成
一
七
年
度
税
制
改
正
)

1

自
動
車
グ
リ
ー
ン
税
制

与
党

(自
由
民
主
党
、
公
明
党
)
の
平
成
一
七
年
度
税

制
改
正
大
綱

(平
成
一
六
年
三
一月
一
五
日
)
に
お
い
て
、

自
動
車
取
得
税
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
、
制

度
の
延
長
等
が
決
定
さ
れ
た
。

①

低
公
害
車
特
例
の
二
年
間
の
延
長

(平
成
一
九
年

三
月
三
一
日
ま
で
)

電
気
自
動
車
、
天
然
ガ
ス
自
動
車
、
メ
タ
ノ
ー
ル
自

動
車
及
び
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
(バ
ス
･
ト
ラ
ッ
ク
)

…
二
･
七
%
軽
減
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ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車

(乗
用
車
)…

二
･
二
%
軽
減

②

平
成
一
七
年
自
動
車
排
出
ガ
ス
規
制
適
合
車

(デ

ィ
ー
ゼ
ル
車
)
の
う
ち
、
乗
用
車
を
除
く
自
動
車
に

つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
の
取
得
が
平
成
一
七
年
一

〇
月
一
日
か
ら
平
成
一
人
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
間

に
行
わ
れ
た
と
き
は
一
･
0
%
軽
減

こ
の
う
ち
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
車
に
対
し
て
特
例
措
置
を

存
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
昨
今
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
車

販
売
が
好
調
な
た
め
普
及
促
進
の
目
的
は
達
成
さ
れ
た
と

し
て
減
税
圧
縮
を
す
べ
き
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
が
、
低

公
害
車
全
体
の
普
及
促
進
の
た
め
に
は
、
引
き
続
き
税
制

面
で
の
支
援
が
必
要
と
の
こ
と
か
ら
現
行
特
例
の
二
年
間

の
延
長
が
行
わ
れ
た
。

低
公
害
車
普
及
促
進
と
い
う
グ
リ
ー
ン
税
制
の
政
策
目

的
は
、
一
定
の
理
解
が
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

自
動
車
取
得
税
は
、
道
路
整
備
の
た
め
に
受
益
者
負
担
の

原
則
に
基
づ
き
課
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
低
公
害
車



か
否
か
で
税
額
が
異
な
る
の
は
本
来
の
課
税
趣
旨
に
は
沿

わ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
軽
減
対
象
車
の
普
及

に
よ
り
自
動
車
取
得
税
額
の
大
幅
減
収
を
招
き
、
地
方
の

道
路
整
備
の
円
滑
な
推
進
に
支
障
の
き
た
す
こ
と
の
な
い

よ
う
今
後
と
も
十
分
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

参考 2 自由民主党環境部会 ･農林水産部会の環境税案の骨子

旨趣

源
の

賊
憔

ボ

楜
襁

じ応

犠纖

ご瞳

策
な

E

対
的

打

制
期

飼

抑
長

に

雛

素

ス
ど

炭

ガ
な繊嚢卿讓

燧課税対象 全ての化石燃料と電気

課税段階

撚ツ“れ

G

気
貯
電

油
放

滅
都

軽
ス

以
翁

漉
沃

･･
澁
開

囃
蕊

し
炭石礬

ら
段

か
費

所
消

製
終

精
最

鰹
こ川繃

鴬
飜

鯏
“
発

賜嬬媛礎褥鞠
饗

孃鰯
嚢

箋
詫

税収額 6
,
0 0 0億円

軽減措置

ス

は

ガ
た

然
ま

放
の

天
減

然

率

夫

税

0油
還

(

鯨
運
船

熱
滅

は
礒
淹
)

鬘
滌

鰭
死
顔
物

繃
第

賞
讃
湖
潴

斑
紋

和
用
淋
瀦

鰓
鵯
繧

歓

綴
漁
鎌
勤

鰄
説
反
榔

瀦
農
郊
減

疑

を
嗣

油

増蜘
蛛歌嬬
螂
増
竈
靭螂薪
に
癩

途使

鰡鞠欲獺暖難淺鯰讓*実施時期
-つ行嵯直ての饑卿税滌糺賤勃

涓
眺

鋒
筏

虜
斑

平
※

果効 C 02 削減量 6
,
5 0 0万トン(基準年比約5 % )

2

環
境
税

自
由
民
主
党
環
境
部
会
と
農
林
水
産
部
会
が
協
同
し
て

環
境
税
創
設
を
要
望
し
た
が

(参
考
2
)、
議
論
の
結
果
、

与
党
の
平
成
一
七
年
度
税
制
改
正
大
綱
で
は
、
環
境
税
に

つ
い
て
は
、
｢あ
ら
ゆ
る
政
策
的
手
法
を
総
合
的
に
検
討

し
た
結
果
を
受
け
て
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
あ
る
べ
き
姿

に
つ
い
て
早
急
に
検
討
す
る
こ

と
さ
れ
、
今
後
の
検
討
課

題
と
な
っ
た
o

本
年
は
、
二
月
に
京
都
議
定
書
が
発
効
し
、
三
月
ま
で

に
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
大
綱
の
見
直
し

(京
都
議
定
書

に
よ
る
削
減
目
標
達
成
計
画
の
策
定
)
が
行
わ
れ
る
こ
と

か
ら
、
環
境
税
の
議
論
が
本
格
的
に
な
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

環
境
税
に
つ
い
て
は
、
税
の
排
出
抑
制
効
果
、
経
済
や

産
業
界
へ
の
影
響
、
税
収
の
使
途
、
税
収
が
地
球
温
暖
化

対
策
に
も
使
わ
れ
て
お
り
使
途
が
重
複
し
て
い
る
石
油
石

炭
税
と
の
調
整
等
、
様
々
な
論
点
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
論

点
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
を
尽
く
す
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
環
境
税
を
導
入
す
る
場
合
に
は
揮
発
油
税
等
の

税
率
と
調
整
を
す
べ
き
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
、
道
路
特

定
財
源
諸
税
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
バ
イ
パ
ス
の
整
備

や
連
続
立
体
交
差
事
業
等
の
道
路
整
備
が
、
交
通
の
円
滑

化
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
削
減
効
果
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
体

重
要
な
温
暖
化
対
策
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
。

ま
た
、
税
負
担
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
揮
発
油
税
等
の
既

存
燃
料
税
を
環
境
税
に
切
り
替
え
た
場
合
、
納
税
者
の
理

解
が
得
ら
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
燃
料
の
価
格
水
準
に
変

化
が
な
い
た
め
、
燃
料
消
費
の
抑
制
効
果
が
な
く
、
多
く
の

国
民
が
課
税
の
趣
旨
を
理
解
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

" 道行セ 2005.1
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有
榊
週
鷺
事
業
◎
財
源
に
つ
い
て

道
路
局
有
料
道
路
課

竹
林

秀
基

金
の
増
加
が
規
定
さ
れ
、
以
後
道
路
整
備
特
別
会
計
か
ら

出
資
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
平
成
一
五
年
度
末
に
お

け
る
出
資
累
計

(資
本
金
)
は
、
二
兆
二
、
八
四
九
億
円

と
な
る
。
平
成
一
三
年
度
ま
で
の
道
路
整
備
特
別
会
計
か

ら
の
出
資
金
は
、
借
入
金
の
調
達
コ
ス
ト
を
低
め
る
機
能

を
果
た
し
て
い
る
。

2

政
府
補
助
金

国
か
ら
公
団
に
対
し
て
支
出
さ
れ
る
補
助
金
で
あ
り
、

料
金
収
入
等
に
よ
る
償
還
の
対
象
と
は
な
ら
な
い

(特
措

法
施
行
令

一
条
の
六
②
項
)。
現
在
ま
で
国
庫
か
ら
支
出

さ
れ
た
補
助
金
に
は
三
種
類
の
も
の
が
あ
る
。
第
一
は
、

昭
和
三
一
年
度
か
ら
昭
和
三
四
年
度
ま
で
に
国
の
一
般
会

計
及
び
道
路
整
備
特
別
会
計
か
ら
支
出
さ
れ
た
も
の
で
、

公
団
の
発
足
と
共
に
地
方
公
共
団
体
か
ら
引
き
継
い
だ
有

有
料
道
路
制
度
は
、
一
般
自
動
車
道
等
の
道
路
法
の
対

象
と
な
ら
な
い
も
の
を
除
き
、
本
来
公
共
事
業
に
よ
っ
て

建
設
し
無
料
で
公
開
す
べ
き
道
路
に
つ
い
て
、
財
源
不
足

に
よ
る
建
設
の
遅
延
を
さ
け
緊
急
に
整
備
す
る
た
め
に
採

用
さ
れ
て
い
る
特
別
の
措
置
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
建
設
に

要
す
る
費
用
の
財
源
は
、
ほ
と
ん
ど
借
入
金
に
頼
っ
て
い

る
。
こ
の
借
入
金
は
、
完
成
後
通
行
す
る
車
両
か
ら
徴
収

す
る
料
金
に
よ
り
償
還
さ
れ
る
。
借
入
金
と
し
て
は
、
財

投
資
金
、
財
投
機
関
債
、
民
間
借
入
金
、
縁
故
債
等
が
あ

る
。
以
下
に
は
各
事
業
主
体
ご
と
の
財
源
に
つ
い
て
述
べ

る
。

靴

圓
本
道
路
総
圃

平
成
エ
ハ年
度
の
予
算
は
図
1
の
と
お
り
で
あ
る
。
予

算
規
模
は
五
兆
五
五
一
億
円
で
財
源
の
五
人
%
が
財
投
資

金
、
財
投
機
関
債
、
民
間
借
入
金
の
借
入
金
で
あ
り
、
残

り
の
四
二
%
が
業
務
収
入
等
で
あ
る
。
な
お
、
｢特
殊
法

人
等
整
理
合
理
化
計
画
｣
(平
成
一
三
年
一
二
月
一
九
日

閣
議
決
定
)
に
お
い
て
、
日
本
道
路
公
団
に
つ
い
て
は
、

｢国
費
は
、
平
成
一
四
年
度
以
降
、
投
入
し
な
い
。｣
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。

1

政
府
出
資
金

公
団
の
資
本
金
に
組
み
込
ま
れ
る
資
金
で

(日
本
道
路

公
団
法
四
条
)
料
金
収
入
に
よ
る
償
還
の
対
象
と
な
る
。

昭
和
三
一
年
公
団
設
立
時
に
特
定
道
路
整
備
事
業
特
別
会

計
の
資
産
総
額
か
ら
負
債
額
を
控
除
し
た
額

(公
団
法
附

則
九
条
二
項
)
一
〇
億
円
を
政
府
か
ら
出
資
が
あ
っ
た
も

の
と
し
て
受
け
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
そ
の
後
昭
和
三
四

年
四
月
、
日
本
道
路
公
団
法
の
改
正
に
よ
り
新
た
に
資
本



　

　　

　　

　
　

　

　　　

五
箇
年
計
画
対
象
額

俗　

資金計画事業計画

費
8

設
3

建
a

金
ゆ

資

惚
投
る

財
2

費良
打

改
寂

織
る

小 建設利息 亀136

等鸚

鍵

覊
3

癈
債関

ゆ
機
叙

投
与

財

民間借入金 名1 42

造
花瑯

計 :50,55 1

図 1 平成16年度日本道路公団予算
(単位 :億円)

債
が
あ
る
。
な
お
、
平
成
一
六
年
度
に
お
い
て
、
発
行
を

予
定
し
て
い
る
も
の
は
政
府
保
証
国
内
債
、
政
府
保
証
外

債
、
政
府
引
受
債
及
び
財
投
機
関
債
の
四
種
で
あ
る
。

印

財
政
投
融
資
計
画
に
よ
る
も
の

政
府
保
証
国
内
債
は
、
公
共
法
人
で
あ
る
公
団
の
発
行

す
る
債
券
の
元
利
払
い
を
政
府
が
保
証
し
公
募
に
よ
り
資

金
調
達
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
公
団
の
設
立
さ
れ
た
主

な
理
由
は
民
間
資
金
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
機
動
力
を

も
っ
て
緊
急
に
道
路
を
整
備
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
政
府
保
証
国
内
債
は
こ
の
意
味
で
極
め
て
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
政
府
保
証
国
内
債
は
ま
た
準

国
債
と
し
て
起
債
市
場
に
お
い
て
は
優
先
度
が
高
く
、
金

融
機
関
及
び
証
券
会
社
か
ら
な
る
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
団
に
よ

る
引
受
募
集
形
式
で
発
行
さ
れ
て
い
る
。
平
成
一
五
年
度

末
に
お
け
る
政
府
保
証
国
内
債
の
発
行
残
高
は
二
兆
一
、

0
四
九
億
円
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
政
府
引
受
債
は
、

財
政
融
資
資
金
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
て
い
る
債
券
で

あ
る
。
平
成
一
五
年
度
末
に
お
け
る
政
府
引
受
債
の
発
行

残
高
は
一
二
兆
八
、
五
二
七
億
円
で
あ
る
。

道
路
債
券
は
、
公
団
設
立
当
初
、
政
府
保
証
の
市
中
公

募
債
し
か
発
行
さ
れ
ず
、
財
投
資
金
か
ら
は
通
常
の
資
金

運
用
部
資
金
借
入
金
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
昭
和
三
六
年

度
か
ら
は
倍
入
れ
に
代
わ
っ
て
資
金
運
用
部
資
金
及
び
簡

保
資
金
に
よ
る
道
路
債
券
の
引
受
け
が
開
始
さ
れ
た

(政

府
引
受
債
)。
な
お
、
財
政
投
融
資
改
革
に
よ
り
、
資
金

運
用
部
資
金
引
受
債
は
平
成
一
〇
年
度
ま
で
、
簡
保
資
金

料
道
路
に
つ
い
て
そ
の
建
設
費
の
一
部
を
補
助
し
た
も

の
、第
二
は
昭
和
四
九
年
度
よ
り
は
じ
め
ら
れ
た
も
の
で
、

出
資
金
と
併
せ
て
借
入
金
の
調
達
コ
ス
ト
を
=
疋
水
準
に

維
持
す
る
た
め
に
、
道
路
整
備
特
別
会
計
か
ら
補
助
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
政
府
補
給
金
、
利
子
補
給
金
と

も
呼
ば
れ
て
い
る
。
第
三
は
、
平
成
六
年
度
か
ら
平
成
八

年
度
ま
で
と
、
平
成
三
一年
度
及
び
平
成
一
三
年
度
に
お

い
て
災
害
復
旧
事
業
費
と
し
て
一
般
会
計
か
ら
補
助
さ
れ

た
も
の
で
、
阪
神
･
淡
路
大
震
災
や
有
珠
山
噴
火
に
よ
り

羅
災
し
た
料
金
所
施
設
等
の
復
旧
財
源
と
し
て
充
当
さ
れ

た
。

3

道
路
債
券

道
路
債
券
の
発
行
に
よ
る
資
金
調
達
に
は
、
財
政
投
融

資
計
画
に
よ
る
政
府
保
証
国
内
債
、
政
府
保
証
外
債
及
び

政
府
引
受
債
と
自
主
調
達
に
よ
る
財
投
機
関
債
及
び
縁
故



引
受
債
は
平
成
一
二
年
度
ま
で
発
行
さ
れ
、
平
成
三

年

度
か
ら
平
成
一
四
年
度
に
か
け
て
は
倍
入
れ
方
式
が
再
度

導
入
さ
れ
た
が
、
平
成
一
五
年
度
は
財
政
融
資
資
金
に
よ

る
引
受
債
が
発
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
、
昭
和
五
人
年
度
か
ら
政
府
保
証
付
き
の
外
貨
建

て
道
路
債
券

(外
債
)
の
発
行
を
導
入
し
て
お
り
、
平
成

一
五
年
度
末
に
お
け
る
発
行
残
高
は
四
、
八
二
二
億
円
、

平
成
一
六
年
度
に
は
七
〇
〇
億
円
の
発
行
を
予
定
し
て
い

る
。
な
お
、
財
政
投
融
資
改
革
後
は
、
政
府
の
信
用
供
与

の
態
様
に
着
目
し
、
平
成
一
三
年
度
よ
り
財
政
投
融
資
計

画
の
対
象
と
さ
れ
た
た
め
、
財
政
投
融
資
と
し
て
整
理
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

②

自
主
調
達
に
よ
る
も
の

平
成
九
年
度
の
閣
議
決
定
及
び
財
政
投
融
資
改
革
の
趣

旨
を
踏
ま
え
、
平
成
一
三
年
度
よ
り
財
投
機
関
債

(公
団

等
の
政
府
機
関
が
個
別
に
発
行
す
る
政
府
保
証
の
な
い
公

募
債
券
)
を
発
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
平
成
一
六
年
度

は
五
、
三
〇
〇
億
円
の
発
行
を
予
定
し
て
い
る
。

縁
故
債
は
、
既
に
道
路
事
業
の
財
源
の
と
こ
ろ
で
述
べ

た
よ
う
に
、
道
路
で
は
公
団

(又
は
公
社
)
が
法
人
と
し

て
発
行
す
る
全
て
の
私
募
債
券
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
お

り

(以
下
、
首
都
高
速
道
路
公
団
等
の
場
合
も
同
様
)
、

昭
和
四
六
年
度
か
ら
金
融
機
関
を
対
象
と
し
て
縁
故
債
を

発
行
し
た
。平
成
一
五
年
度
末
に
お
け
る
発
行
残
高
は
七
、

三
ニ
八
億
円
で
あ
る
。
な
お
、
財
投
機
関
債
の
発
行
を
優

先
す
る
こ
と
と
し
た
た
め
、
平
成
一
三
年
度
以
降
に
お
い

て
は
縁
故
債
は
発
行
し
て
い
な
い
。

4

債
券
発
行
に
よ
ら
な
い
借
入
金

公
団
が
道
路
債
券
を
発
行
し
な
い
で
行
う
通
常
の
借
入

れ
に
は
、
財
政
融
資
資
金
特
別
会
計

(旧
資
金
運
用
部
資

金
)
か
ら
の
借
入
れ
、
産
業
投
資
特
別
会
計
か
ら
の
借
入

れ
、
国
際
復
興
開
発
銀
行

(世
界
銀
行
)
か
ら
の
借
入
れ

が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
借
入
れ
は
い
ず
れ
も
財
政
投
融
資
計

画
に
含
ま
れ
て
い
る
。
資
金
運
用
部
資
金
か
ら
の
借
入
れ

は
公
団
発
足
初
年
度
の
昭
和
三
一
年
度
か
ら
昭
和
三
五
年

度
の
五
年
間
行
わ
れ
、
そ
れ
以
降
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ

た
が
、
平
成
一
一
年
度
か
ら
平
成
一
五
年
度
ま
で
の
間
に

再
導
入
さ
れ
、
平
成
一
五
年
度
末
の
残
高
は
、
六
兆
一
、

四
一
九
億
円
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
財
政
投
融
資
改
革

に
伴
い
、
平
成
一
三
年
度
か
ら
は
国
が
財
投
債

(財
政
融

資
資
金
特
別
会
計
に
お
い
て
発
行
さ
れ
る
公
募
債
)
に
よ

っ
て
調
達
し
た
資
金
を
公
団
が
借
り
入
れ
る
形
式
と
な
っ

て
い
る
。
産
業
投
資
特
別
会
計
か
ら
の
借
入
れ
は
昭
和
三

八
年
度
と
昭
和
三
九
年
度
の
二
年
間
行
わ
れ
、
昭
和
五
四

年
度
で
償
還
を
終
え
た
。
国
際
復
興
開
発
銀
行
か
ら
の
倍

入
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
世
銀
借
款
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、

日
本
国
政
府
の
保
証
の
も
と
に
名
神
高
速
道
路
及
び
東
名

高
速
道
路
を
対
象
事
業
と
し
て
六
次
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ

た
。
国
際
復
興
開
発
銀
行
と
の
借
入
契
約
は
第
一
次
は
昭

和
三
五
年
度
、
第
二
次
は
昭
和
三
六
年
度
、
第
三
次
は
昭

和
三
八
年
度
、
第
四
次
は
昭
和
三
九
年
度
、
第
五
次
は
昭

和
四
〇
年
度
、
第
六
次
は
昭
和
四
一
年
度
に
そ
れ
ぞ
れ
契

約
し
た
。
こ
れ
ら
の
借
入
れ
総
額
は
三
億
八
、
0
0
0
万

米
ド
ル

(
一
、
三
六
八
億
円
)
に
及
び
、
平
成
二
年
度
で

償
還
を
終
え
た
。

ま
た
、
昭
和
五
三
年
度
か
ら
は
、
財
政
投
融
資
計
画
の

枠
外
と
し
て
新
た
に
民
間
資
金
借
入
制
度
が
導
入
さ
れ
て

い
る
。
平
成
一
五
年
度
末
の
残
高
は
三
兆
五
、
0
四
〇
億

円
で
あ
る
。

5

業
務
収
入
等

以
上
の
道
路
債
券
及
び
借
入
金
の
他
の
公
団
の
収
入
と

し
て
は
業
務
収
入
等
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
公
団
が
建
設
し

た
道
路
等
の
利
用
者
か
ら
の
通
行
料
金
等
を
徴
収
す
る
業

務
収
入
、
公
団
の
業
務
に
よ
る
以
外
の
収
入
で
あ
る
業
務

外
収
入
な
ど
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。

業
務
収
入
は
高
速
道
路
料
金
収
入
、
一
般
有
料
道
路
料

金
収
入
、
駐
車
場
使
用
料
収
入
、
附
帯
事
業
収
入
、
高
速

道
路
関
連
施
設
貸
付
料
収
入
、
業
務
雑
収
入
で
構
成
さ
れ

て
お
り
、
一
番
割
合
の
大
き
い
の
は
高
速
道
路
及
び
一
般

有
料
道
路
の
料
金
収
入
で
あ
る
。
平
成
一
六
年
度
に
は
、

二
兆
九
一
七
億
円
の
業
務
収
入
が
予
定
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
う
ち
九
九
%
に
当
た
る
二
兆
八
〇
八
億
円
は
こ
れ
ら

の
料
金
収
入
で
あ
る
。

･

業
務
外
収
入
は
利
息
収
入
及
び
雑
収
入
に
よ
り
構
成
さ

れ
て
い
る
。
利
息
収
入
は
公
団
の
業
務
上
発
生
す
る
現
金

に
つ
い
て
の
利
息
分
で
あ
る
。
例
え
ば
、
料
金
を
徴
収
し



た
後
、
債
券
の
償
還
等
の
支
出
に
当
該
徴
収
金
を
使
用
す

る
ま
で
の
間
、
当
該
料
金
収
入
額
が
銀
行
に
預
け
ら
れ
て

い
れ
ば
、
当
然
利
息
が
つ
く
。
こ
れ
を
利
息
収
入
と
い
う
。

雑
収
入
は
、
不
用
物
品
の
売
却
等
公
団
の
事
業
を
行
う
に

当
た
っ
て
の
分
類
が
不
可
能
な
収
入
の
合
算
額
で
あ
る
。

盡

首
都
高
速
道
路
箋
圃

平
成
エ
ハ年
度
の
予
算
は
図
2
の
と
お
り
で
あ
る
。
予

算
規
模
は
九
、
0
三
七
億
円
で
財
源
の
六
一
%
は
政
府
引

受
債
、民
間
借
入
金
等
に
よ
る
債
券
及
び
借
入
金
で
あ
る
。

1

政
府
出
資
金

性
格
は
日
本
道
路
公
団
の
箇
所
で
述
べ
た
も
の
と
同
じ

資
本
金
を
構
成
す
る
。
設
立
の
際
、
国
の
出
資
は
一
〇
億

円
で
あ
っ
た
が
、
以
後
年
々
政
府
の
道
路
整
備
特
別
会
計

か
ら
出
資
が
な
さ
れ

(首
都
高
速
道
路
公
団
法
四
条
)、

平
成
エ
ハ年
度
当
初
予
算
で
三
、七
九
五
億
円
に
達
す
る
。

~

　
　《

3

五
箇
年
計
画
対
象
額

42　

資金計画事業計画

高速道路建設費 603

政府出資金 188
地方公共団体出資金 188

勲轆機纖欝褥機

難
78

殿
犢

高速道路改築費 371

維持修繕費 336

建設利息 440

環境事業費 47
A

m鯰
ー
分

鷲
I

街

迩
614

恥

鑓
朝

5

業

鑪

搬調

財投機関債 700

撮掬倍 1 00

民間借入金 205

等入
お

収
錠

務
之

業

者 :9,0 3 7

図 2 平成16年度首都高速道路公団予算
(単位 :億円)

2

地
方
公
共
団
体
出
資
金

首
都
高
速
道
路
公
団
は
、
日
本
道
路
公
団
の
建
設
す
る

高
速
道
路
が
全
国
に
わ
た
る
高
速
自
動
車
国
道
網
を
形
成

す
る
の
に
対
し
、
東
京
二
三
区
及
び
そ
の
周
辺
地
域
に
お

け
る
自
動
車
専
用
道
路
を
形
成
す
る
こ
と
等
か
ら
し
て
、

関
連
の
地
方
公
共
団
体
も
出
資
金
を
支
出
す
る
こ
と
に
し

て
い
る
。
出
資
を
行
う
地
方
公
共
団
体
は
公
団
設
立
時
に

お
い
て
は
東
京
都
の
み
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
三
九
年
度
よ

り
神
奈
川
県
及
び
横
浜
市
、昭
和
四
五
年
度
よ
り
埼
玉
県
、

昭
和
四
人
年
度
よ
り
千
葉
県
、
昭
和
五
人
年
度
よ
り
川
崎

市
が
加
え
ら
れ
た
。
平
成
一
六
年
度
当
初
予
算
に
お
け
る

こ
れ
ら
の
地
方
公
共
団
体
の
出
資
金
累
計
は
政
府
出
資
金

累
計
と
同
じ
く
三
、
七
九
五
億
円
で
、
両
方
を
合
わ
せ
た

首
都
公
団
の
資
本
金
は
七
、
五
九
一
億
円
で
あ
る
。
こ
れ

は
勿
論
料
金
収
入
に
よ
る
償
還
の
対
象
と
な
る
。

3

政
府
貸
付
金

平
成
一
六
年
度
に
お
い
て
は
、
N
T
T
株
式
売
払
収
入

を
活
用
し
た
社
会
資
本
整
備
事
業
に
よ
り
、
二
七
一
億
円

の
無
利
子
資
金
の
借
り
入
れ
を
行
う
と
と
も
に
、
関
連
の

地
方
公
共
団
体
か
ら
も
二
七
一
億
円
の
無
利
子
資
金
の
借

り
入
れ
を
予
定
し
て
い
る
。



4

道
路
債
券

道
路
債
券
の
発
行
に
よ
る
資
金
調
達
に
は
、
政
府
保
証

債
、
政
府
引
受
債
、
財
投
機
関
債
及
び
縁
故
債
の
四
種
類

が
あ
り
、
各
債
券
の
平
成
一
五
年
度
末
に
お
け
る
発
行
残

高
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
、
五
人
五
億
円
、
二
兆
一
、
八
八
三

億
円
、
九
〇
〇
億
円
及
び
一
、
二
五
二
億
円
と
な
っ
て
い

る
。

5

債
券
発
行
に
よ
ら
な
い
借
入
金

道
路
債
券
を
発
行
し
な
い
で
行
う
倍
入
れ
に
は
、
財
政

融
資
資
金
か
ら
の
倍
入
れ
、
国
際
復
興
開
発
銀
行

(世
界

銀
行
)
か
ら
の
倍
入
れ
等
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
倍
入
れ
は

い
ず
れ
も
財
政
投
融
資
計
画
に
含
ま
れ
て
い
る
。
日
本
道

路
公
団
の
場
合
と
異
な
り
、
産
業
投
資
特
別
会
計
か
ら
の

借
入
は
行
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
平
成

=
年
度
か
ら
平

成
三
一年
度
ま
で
は
、
資
金
運
用
部
資
金
、
簡
保
積
立
金

か
ら
の
借
入
れ
を
行
っ
て
い
た
が
、
財
政
投
融
資
制
度
の

抜
本
的
改
革
を
受
け
、
平
成
一
三
年
度
か
ら
は
資
金
運
用

部
資
金
に
代
わ
り
、
国
が
財
投
債
の
発
行
に
よ
っ
て
調
達

し
た
資
金

(財
政
融
資
資
金
)
か
ら
借
入
れ
を
行
っ
て
お

り
、簡
保
積
立
金
か
ら
の
新
規
借
入
れ
は
行
っ
て
い
な
い
。

な
お
、
平
成
一
五
年
度
予
算
か
ら
は
、
財
政
融
資
金
の
借

入
れ
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

平
成
一
五
年
度
末
に
お
け
る
借
入
残
高
は
、
財
政
融
資

資
金
借
入
分

(旧
資
金
運
用
部
資
金
分
を
含
む
。)
が
一

兆
三
、
三
三
二
億
円
、
簡
保
積
立
金
借
入
分
が
二
、
五
九

五
億
円
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
世
界
銀
行
か
ら
昭
和
三
九

年
度
~
四
三
年
度
に
九
〇
億
円
、
市
中
銀
行
か
ら
昭
和
四

三
年
度
に
一
億
円
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
昭
和
四
六
年
度

に
一
六
億
円
の
借
入
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
た
。
な
お
、

世
界
銀
行
か
ら
の
借
入
金
に
つ
い
て
は
昭
和
六
三
年
度

に
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
借
入
金
に
つ
い
て
は
平
成
人

年
度
に
全
額
償
還
し
た
。

ま
た
、
昭
和
五
三
年
度
か
ら
は
、
財
政
投
融
資
計
画
の

枠
外
と
し
て
新
た
に
民
間
資
金
借
入
制
度
が
導
入
さ
れ
て

お
り
、
平
成
一
五
年
度
末
に
お
け
る
借
入
残
高
は
一
、
七

一
三
億
円
で
あ
る
。

亘

阪
神
高
速
道
路
箋
圏

平
成
一
六
年
度
の
予
算
は
図
3
の
と
お
り
で
あ
る
。
予

算
規
模
は
、
五
、
五
三
二
億
円
で
財
源
の
六
三
%
が
政
府

引
受
債
、
民
間
借
入
金
等
に
よ
る
債
券
及
び
借
入
金
で
あ

る
。

五
箇
年
計
画
対
象
額
14

資金計画

政府出資金 川 8

地方公共団体出資金 門8

事業計画

高速道路建設費 549

政府出資金 川8

地方公共団体出資金 門 8

給
莅

殿
豹

高速道路改築費 243

維持修繕費 2 06

建設利息 1 46

･

等

藩

5

業

費
孚
潴

504
,

債投財

の債縁

郷饒馴

等総驚
亀

計 5,532

図 3 平成16年度阪神高速道路公団予算
(単位 :億円)



1

政
府
出
資
金

資
本
金
を
構
成
し
て
お
り

(阪
神
高
速
道
路
公
団
法
四

条
)、
平
成
一
六
年
度
当
初
予
算
に
お
け
る
政
府
出
資
金

累
計
は
二
、
八
七
九
億
円
で
あ
る
。

2

地
方
公
共
団
体
出
資
金

出
資
を
行
う
地
方
公
共
団
体
は
、
公
団
設
立
時
に
お
い

て
は
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
大
阪
市
及
び
神
戸
市
で
あ
っ

た
が
、
平
成
五
年
度
よ
り
阪
神
高
速
道
路
公
団
の
目
的
･

業
務
地
域
の
範
囲
に
京
都
市
の
区
域
を
追
加
し
た
こ
と
に

伴
い
、出
資
団
体
に
京
都
府
及
び
京
都
市
が
加
え
ら
れ
た
。

平
成
一
六
年
度
当
初
予
算
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
地
方
公

共
団
体
の
出
資
金
累
計
は
政
府
出
資
金
累
計
と
同
じ
く
、

二
、
八
七
九
億
円
で
あ
り
、
政
府
出
資
金
と
地
方
公
共
団

体
出
資
金
を
合
わ
せ
た
出
資
金
合
計
、
す
な
わ
ち
公
団
の

資
本
金
は
五
、
七
五
八
億
円
で
あ
る
。

3

道
路
債
券

道
路
債
券
の
発
行
に
よ
る
資
金
調
達
に
は
、
政
府
保
証

債
、
政
府
引
受
債
、
財
投
機
関
債
及
び
縁
故
債
の
四
種
類

が
あ
り
、
各
債
券
の
平
成
一
五
年
度
末
に
お
け
る
発
行
残

高
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
、
0
0
七
億
円
、
一
人
、
二
四
七
億

円
、
六
五
〇
億
円
及
び
一
、
0
七
一
億
円
と
な
っ
て
い
る
。

4

債
券
発
行
に
よ
ら
な
い
借
入
金

道
路
債
券
を
発
行
し
な
い
で
行
う
倍
入
れ
に
は
、
財
政

融
資
資
金
か
ら
の
倍
入
れ
、
国
際
復
興
開
発
銀
行

(世
界

銀
行
)
か
ら
の
借
入
れ
等
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
倍
入
れ
は

い
ず
れ
も
財
政
投
融
資
計
画
に
含
ま
れ
て
い
る
。
首
都
高

速
道
路
公
団
と
同
様
、
産
業
投
資
特
別
会
計
か
ら
の
借
入

は
行
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
平
成

=

年
度
か
ら
平
成
一

二
年
度
ま
で
は
、
資
金
運
用
部
資
金
、
簡
保
積
立
金
か
ら

の
借
入
れ
を
行
っ
て
い
た
が
、
財
政
投
融
資
制
度
の
抜
本

的
改
革
を
受
け
、
平
成
一
三
年
度
か
ら
は
資
金
運
用
部
資

金
に
代
わ
り
、
国
が
財
投
債
の
発
行
に
よ
っ
て
調
達
し
た

資
金

(財
政
融
資
資
金
)
か
ら
借
入
れ
を
行
っ
て
お
り
、

簡
保
積
立
金
か
ら
の
新
規
借
入
れ
は
行
っ
て
い
な
い
。
な

お
、
平
成
一
六
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
財
政
融
資
資
金

の
借
入
れ
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

平
成
一
五
年
度
末
に
お
け
る
借
入
残
高
は
、
財
政
融
資

資
金
借
入
分

(旧
資
金
運
用
部
資
金
分
を
含
む
。)
が
一

兆
ベ

ー
九
三
億
円
、
簡
保
積
立
金
借
入
分
が
二
、
三
五

六
億
円
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
市
中
銀
行
か
ら
昭
和
三
七

年
度
に
五
億
円
、
昭
和
五
九
年
度
~
六
一
年
度
に
六
八
二

億
円
、
世
界
銀
行
か
ら
昭
和
四
○
年
度
~
四
四
年
度
に
九

〇
億
円
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
昭
和
四
六
年
度
に
九
億
円

の
借
入
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
た
。
な
お
、
世
界
銀
行
か

ら
の
借
入
金
に
つ
い
て
は
平
成
元
年
に
、
地
方
公
共
団
体

の
借
入
金
に
つ
い
て
は
平
成
人
年
度
に
全
額
償
還
し
た
。

ま
た
、
昭
和
五
三
年
度
か
ら
は
、
財
政
投
融
資
計
画
の

枠
外
と
し
て
新
た
に
民
間
資
金
借
入
制
度
が
導
入
さ
れ
て

お
り
、
平
成
一
五
年
度
末
に
お
け
る
借
入
残
高
は
二
、
0

三
九
億
円
で
あ
る
。

四

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
は
昭
和
四
五
年
度
に
設
立
さ
れ

た
比
較
的
新
し
い
公
団
で
あ
り
、
資
金
計
画
等
も
他
の
公

団
と
や
や
異
な
っ
て
い
る
。
平
成
一
六
年
度
予
算

(道
路

分
)
は
図
4
の
と
お
り
で
あ
る
。
予
算
規
模
は
二
、
九
〇

三
億
円

(道
路
分
)
で
財
源
の
四
六
%
が
本
州
四
国
連
絡

橋
債
券
等
の
借
入
金
等
で
あ
る
。

ー

政
府
出
資
金

政
府
出
資
金
は
本
四
公
団
の
資
本
金
を
構
成
し
、
道
路

公
団
、
首
都
公
団
、
阪
神
公
団
の
場
合
と
性
格
は
同
じ
も

の
で
あ
る
。

平
成
一
五
年
度
末
に
お
け
る
政
府
出
資
金
累
計
は
六
、

五
六
〇
億
円

(道
路
分
)
で
あ
る
。
政
府
出
資
金
の
う
ち

道
路
分
は
道
路
整
備
特
別
会
計
よ
り
支
出
さ
れ
る
。

2

地
方
公
共
団
体
出
資
金

本
州
四
国
連
絡
道
路
は
、
直
接
に
は
、
本
州
と
四
国
の

連
絡
と
い
う
地
域
的
な
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
目
的
と

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
関
連
す
る
地
方
公
共
団
体

か
ら
も
出
資
を
受
け
て
い
る
。
出
資
地
方
公
共
団
体
は
政

令
で
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
岡
山
県
、
広
島
県
、
徳
島
県
、

香
川
県
、
愛
媛
県
、
高
知
県
、
大
阪
市
及
び
神
戸
市
の
計

一
○
団
体
と
さ
れ
て
い
る

(本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
法
第



四
条
第
一
項
の
地
方
公
共
団
体
を
定
め
る
政
令
)。
地
方

公
共
団
体
か
ら
の
出
資
は
全
額
道
路
分
に
該
当
す
る
。
平

成
一
五
年
度
末
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体
出
資
金
の
累
計

は
三
、
二
八
六
億
円
で
あ
り
政
府
出
資
金
同
様
本
四
公
団

の
資
本
金
を
構
成
す
る
。

3

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
借
入
金
等

の

財
政
投
融
資
計
画
に
よ
る
も
の

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
平
成
一
六
年
度
予
算
の
借
入

(単位 :億円)

金
に
お
い
て
、
財
政
融
資
資
金
と
縁
故
債
及
び
民
間
借
入

金
の
比
率
は
ほ
ぼ
二
…
一
と
な
っ
て
お
り
、
財
政
投
融
資

資
金
は
政
府
保
証
債
及
び
政
府
引
受
債
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
て
い
る
。

②

財
投
機
関
債

財
政
投
融
資
改
革
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
財
投
機
関
債
の

早
期
発
行
に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
有
利
子
負
債
の
一
部

(約
一
･
三
四
兆
円
)
を
一
般

会
計
に
承
継
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
起
債
環
境
が
良
化
し

た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
一
五
年
度
か
ら
発
行
を
開
始
し
て

お
り
、
平
成
一
六
年
度
当
初
予
算
に
お
い
て
は
借
入
金
等

の
約
八
%
を
占
め
て
い
る
。

③

縁
故
引
受
け
に
よ
る
債
券

平
成
一
六
年
度
当
初
予
算
に
お
い
て
は
縁
故
債
が
借
入

金
等
の
約
一
五
%
を
占
め
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
主
に
瀬
戸

内
地
方
の
金
融
機
関
に
よ
っ
て
リ
受
け
ら
れ
て
い
る
。

@

民
間
借
入
金

昭
和
五
七
年
度
か
ら
財
政
投
融
資
計
画
の
枠
外
と
し

て
、
新
た
に
民
間
資
金
借
入
を
開
始
し
て
お
り
、
平
成
一

六
年
度
当
初
予
算
に
お
い
て
は
借
入
金
等
の
約
三
一%
を

占
め
て
い
る
。

4

業
務
収
入
等

以
上
の
政
府
及
び
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
出
資
金
、
本

州
四
国
連
絡
橋
債
券
等
に
よ
る
借
入
金
の
他
に
公
団
の
収

入
と
し
て
は
業
務
収
入
等
が
あ
る
。
こ
れ
は
道
路
料
金
収

入
や
サ
ー
ビ
ス
施
設
の
占
用
料
収
入
等
の
業
務
収
入
、
受

取
利
息
等
の
業
務
外
収
入
等
か
ら
な
っ
て
い
る
。

な
お
業
務
収
入
は
昭
和
五
四
年
五
月
に
大
三
島
橋
が
供

用
開
始
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
五
四
年
度
か
ら
計
上
さ
れ

た
。五

指
定
都
市
高
速
道
路
公
社

指
定
都
市
高
速
道
路
公
社
と
し
て
は
、
現
在
、
名
古
屋

高
速
道
路
公
社
と
福
岡
北
九
州
高
速
道
路
公
社
及
び
広
島

五
箇
年
計
画
対
象
額

ね

建設費 2

計 :2,90 3

図 4 平成t6年度本州四国連絡橋公団予算



高
速
道
路
公
社
の
三
公
社
が
設
立
さ
れ
、
昭
和
四
五
年
、

四
六
年
及
び
平
成
九
年
に
そ
れ
ぞ
れ
事
業
に
着
手
し
て
い

る
。
平
成
一
六
年
度
予
算
は
総
額
一
、
四
一
四
億
円

(N

T
T
ー
A
型
事
業
九
二
八
億
円
を
含
む
)
で
あ
る
。
こ
の

う
ち
、
名
古
屋
高
速
道
路
公
社
の
平
成
一
六
年
度
予
算
は

図
5
の
と
お
り
で
あ
る

(五
箇
年
計
画
対
象
額
)。

1

政
府
貸
付
金

国
は
指
定
都
市
高
速
道
路
公
社
に
対
し
、道
路
の
新
設
、

改
築
費
用
の
一
部
を
無
利
子
で
貸
付
け
て
い
る

(特
措
法

八
条
の
三
)。

昭
和
五
六
、
五
七
年
度
に
お
い
て
厳
し
い
財
政
事
情
の

中
で
暫
定
措
置
と
し
て
、
貸
付
け
額
を
基
本
額
の
二
0
%

か
ら
五
%
に
改
定
し
、
減
額
さ
れ
た
一
五
%
分
を
特
別
転

貸
債
に
振
り
替
え
、
こ
れ
に
対
し
て
国
が
利
子
補
給
を
行

う
こ
と
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。昭
和
五
八
年
度
は
、

順
次
、
本
来
の
貸
付
率
二
0
%
に
戻
す
た
め
、
ま
ず
政
府

貸
付
金
を
一
0
%
に
す
る
等
の
改
定
を
行
っ
た
が
、
昭
和

五
九
年
度
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
さ
ら
に
改
定
し
、
政
府

貸
付
金
を
一
五
%
に
、
特
別
転
貸
債
を
四
0
%
に
変
更
す

る
と
と
も
に
、
公
営
企
業
金
融
公
庫
か
ら
五
%
を
調
達
す

る
こ
と
と
し
、
国
は
公
営
企
業
金
融
公
庫
借
入
金
五
%
に

対
し
て
利
子
補
給
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
本
来
の
政
府
貸

付
金
の
貸
付
率
二
0
%
と
同
等
の
効
果
を
保
証
す
る
こ
と

と
し
た
。
償
還
期
間
は
二
〇
年

(う
ち
据
置
五
年
)
で
あ

る
。
な
お
、
六
〇
年
度
に
本
来
の
貸
付
率
二
0
%
に
も
ど

さ
れ
て
お
り
、
六
三
年
度
に
は
福
岡
北
九
州
高
速
道
路
に

お
い
て
は
貸
付
率
を
二
五
%
に
改
定
し
た
。
さ
ら
に
、
平

成
元
年
度
か
ら
一
部
区
間
に
N
T
T
-
A
型
総
合
有
料
道

路
事
業

(貸
付
率
三
五
%
)
を
導
入
す
る
と
と
も
に
平
成

三
年
度
か
ら
平
成
五
年
度
ま
で
貸
付
率
三
0
%
の
特
例
貸

付
を
適
用
し
た
。
現
在
は
貸
付
率
二
五
%
若
し
く
は
三

五
%
と
な
っ
て
い
る
。
(特
措
法
附
則
第
八
条
、
施
行
令

附
則
七
項
)。

事業計画 資金計画

講鞠鵺
譲

酸證
I
↓
■

難鰤醗

鯰襁
0

姻
脇鹸

債壽糊

1 36

礬贓
一般管理費 23
建設利息 27

維持改良費 67 “鍬、t1

図 5 平成T6年度名古屋高速道路公社予算
(単位 :億円)

計

2

地
方
公
共
団
体
出
資
金

公
社
に
出
資
金
を
支
出
で
き
る
の
は
地
方
公
共
団
体
の

み
で
あ
り
、
設
立
団
体
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
は
公
社
の

基
本
財
産
の
二
分
の
一
以
上
の
財
産
を
出
資
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

(地
方
道
路
公
社
法
四
条
)。
こ
れ
は
公
社
の

資
本
金
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

出
資
額
は
、
一
六
年
度
に
お
い
て
は
支
出
額

(五
箇
年

計
画
対
象
額
か
ら
、
維
持
改
良
費
、
利
子
補
給
金
を
ひ
い

た
も
の
、
以
下
基
本
額
と
い
う
)
の
一
五
%
若
し
く
は
二

五
%
(N
T
T
ー
A
型
事
業
の
場
合
は
二
五
%
)
で
あ
る
。



3

特
別
転
貸
債

ら
の
無
利
子
貸
付
金
で
、
約
三
三
%
に
当
た
る
三
一四
億

式
で
集
め
ら
れ
る
。
地
方
債
計
画
中
の
公
営
企
業
債
と
し

指
定
都
市
高
速
道
路
公
社
に
つ
い
て
の
み
認
め
ら
れ
て

円
は
関
係
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
支
出
さ
れ
る
出
資
金
で

て
総
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
発
行
さ
れ
、
市
中
銀
行
及

い
る
も
の
で
、
財
投
引
受
け
に
よ
る
特
殊
な
地
方
債
で
あ

あ
り
、
残
り
は
民
間
借
入
金
等
と
な
っ
て
い
る
。

び
公
営
企
業
金
融
公
庫
が
消
化
先
と
な
っ
て
い
る
。

る
。
都
市
高
速
道
路
は
事
業
費
規
模
が
大
き
く
、
ま
た
償

八

一般
自
動
車
道

還
に
も
長
年
月
を
要
す
る
の
で
、
比
較
的
低
利
な
財
投
引

1

政
府
貸
寸
金

受
け
に
よ
る
地
方
債
発
行
の
途
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
地
方
債
は
関
係
地
方
公
共
団
体
が
発
行
し
、
同
一
条

件
で
発
行
額
だ
け
公
社
に
貸
付
け
ら
れ
る
。
平
成
一
六
年

度
に
お
い
て
は
基
本
額
の
三
五
%
若
し
く
は
二
五
%

(N

T
T
ー
A
型
事
業
の
場
合
は
二
五
%
)
が
こ
れ
に
よ
り
ま

か
な
わ
れ
る
。

4

縁
故
債

地
方
道
路
公
社
を
設
立
す
る
大
き
な
目
的
は
、
地
方
に

存
在
す
る
民
間
資
金
を
活
用
す
る
こ
と
で
あ
り
、
民
間
資

金
は
縁
故
債
の
形
式
で
集
め
ら
れ
る
。
平
成
一
六
年
度
に

お
い
て
は
、
基
本
額
の
二
五
%
若
し
く
は
一
五
%

(N
T

T
-
A
型
事
業
の
場
合
は
一
五
%
)
が
縁
故
債
発
行
に
よ

っ
て
ま
か
な
わ
れ
る
。

1

政
府
貸
付
金

特
措
法
八
条
の
三
に
基
づ
く
無
利
子
貸
付
金
で
あ
る
。

都
市
高
速
道
路
の
場
合
は
無
条
件
に
貸
付
対
象
事
業
と
な

る
が
、
一
般
有
料
道
路
の
場
合
に
は
一
定
の
要
件
を
満
た

さ
な
け
れ
ば
貸
付
対
象
の
事
業
と
は
な
ら
な
い
。
貸
付
額

は
事
業
費
の
一
五
%
か
ら
五
0
%

(N
T
T
ー
A
型
事
業

の
場
合
四
五
%
、
五
0
%
、
五
二
･
五
%
)
の
範
囲
と
な

っ
て
い
る
。
償
還
期
間
は
二
〇
年
間

(う
ち
据
置
五
年
)

で
あ
る
。

2

地
方
公
共
団
体
出
資
金

指
定
都
市
高
速
道
路
公
社
の
出
資
金
と
性
格
は
同
じ
で

あ
る
。

七

地
方
公
共
団
体

一
般
自
動
車
道
の
事
業
主
体
は
大
部
分
が
民
間
企
業
で

あ
る
か
ら
、
建
設
資
金
は
、
第
一
に
、
当
該
会
社
の
資
本

金
か
ら
な
る
自
己
資
金
、
第
二
に
、
一
般
市
中
銀
行
を
中

心
と
す
る
金
融
機
関
か
ら
の
長
期
借
入
金
、
第
三
に
、
系

列
会
社
か
ら
の
融
資
金
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ

か
、
特
殊
な
も
の
と
し
て
日
本
開
発
銀
行
に
よ
る
融
資
が

あ
り
、
昭
和
三
四
年
度
以
降
昭
和
四
七
年
度
ま
で
行
わ
れ

た
。
開
発
融
資
の
対
象
と
な
る
自
動
車
道
は
、
道
路
交
通

網
の
整
備
、
国
際
観
光
開
発
、
地
域
開
発
に
寄
与
す
る
道

路
で
、
特
に
公
共
道
路
の
補
完
的
機
能
を
果
す
も
の
で
あ

る
o都

道
府
県
な
ど
の
公
共
団
体
が
一
般
自
動
車
道
を
建
設

す
る
場
合
は
道
路
管
理
者
の
行
う
公
共
有
料
道
路
と
同
じ

く
地
方
債
に
よ
っ
て
資
金
を
調
達
し
て
い
る
。

穴

地
方
道
路
公
社

ー

政
府
貸
付
金

地
方
道
路
公
社
の
項
で
述
べ
た
も
の
と
同
じ
く
、
道
路

指
定
都
市
高
速
道
路
公
社
以
外
の
一
般
有
料
道
路
事
業

整
備
特
別
会
計
か
ら
の
支
出
に
係
る
無
利
子
貸
付
金
で
あ

(駐
車
場
整
備
事
業
を
含
む
)
を
行
う
地
方
道
路
公
社
の

る
。

平
成
一
六
年
度
に
お
け
る
総
事
業
費
は
三
八
〇
億
円

(N

T
T
-
A
型
事
業
を
含
む
)
で
あ
る

(五
箇
年
計
画
対
象

2

地
方
債

額
)。
財
源
の
約
四
七
%
に
当
た
る
一
七
九
億
円
は
国
か

国
か
ら
の
無
利
子
貸
付
金
以
外
の
資
金
は
地
方
債
の
形



　　　　

呼戚17年度道路関係予算の概要
道路局総務課

道路関係予算総括表

(単位 :百万円)

事 項

前年度予算額

〔A )

平成t7年度決定額

(B )

対前年度

倍 率

(B / A )

備 考

一 般 会 計 繰 入

道 路 整 備

道路環境整備

N T T 一 A 型

揮 発 油 税 直 入 額

貸 付金 償 還 金 等

2,331,650

1-774,825

556,825

69,634

707,200

69-715

2,218,683

1,671,858

646,825

63,432

740,800

60-157

0.95

0.94

0.98

0･77

1.05

0,86

T . 道路整備特別会計国費とし

て、この他に河川等関連公共施

設整備促進事業26,600百万円

(前年度28,000百万円) があ

る。

2 . 道路環境整備には、住宅市街

地総合整備促進事業53,662百万

円 (前年度60,104百万円)、都市

再生推進事業3,000百万円 (前

年度3,000百万円) がある。

3 . 本妻のほかに、改革推進公共

投資事業償還金43,763百万円が

ある。

合 計 3計78,19g 3,073-072 0.97

(丙 計)

一 般 道 路

有 料 道 路

3,002,542

175-657

2-915-921

157,151

0.97

0.89

平
成
一
七
年
度
の
道
路
関
係
予
算
の
概
要
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

一
道
路
関
係
予
算
総
括
蓑

(参 考)

(単位 ;百万円)

事 項
平成 1 6 年度当初

(A )

平成 1 7 年度当初

(B )

対前年度倍率
(B / A )

一般会計繰入
道路整備

交通円滑化
E 大都市圏環状道路の整備
lその他一般改築等

地域連携推進
維持修繕等
有料道路

道路環境整備
1交通安全
lその他道路環境

2-331,650 2,2 18,683 0.95

道路整備
交通円滑化

E 大都市圏環状道路の整備
lその他一般改築等

地域連携推進
維持修繕等
有料道路

1-774,825 1,671-858 0,94

交通円滑化
E 大都市圏環状道路の整備
lその他一般改築等

356,534 346,60 1 0.97

172-080 196,072 1.f4

184,454 150,529 0.82

地域連携推進 1,087,870 1,020,498 0,94

維持修繕等 224 ,398 201,040 0.90

有料道路 106,023 103,719 0,98

道路環境整備
1交通安全
lその他道路環境

556,825 546,825 0,98

167-092 172,254 1.03

389,733 374,571 0.96

(注 1) 道路環境整備には、住宅市街地総合整備促進事業及び都市再生推進事業を含む。
(注2 ) この他に河川等関連公共施設整備促進事業がある。

20 道イテセ 2005,1



平成17年度道路関係予算

(単位 :億円)

l平成16年度 l l平成17年度 l
3 0 , 6 6 9

2 9 , 8 6 1

地方道路整備臨時交付金

7 , 0 7 2 地方道路整備臨時交付金
7 ,4 0 8

(1.048)

道路環境
5 , 5 6 8 道路環境

5 ,4 6 8

(0,982)

一般会計繰入

一般会計繰入

2 3 , 5 9 7

匡回 2 2 , 4 5 3
(0.952)道路整備

18 ,0 2 8 道路整備
1 6 , 9 8 5
(0.942)

3 0 , 8 0 3

公共
まちづくり交付金等 3 2 7

非公共
DPF支援
無電柱化支援
料金施策
地箱調査 20 2

蓼づくり交付金
道整備交付金
道州制北海道 6 7 7

(2070)

非公共
ETC普及促進
情報システム活用交通円滑化
自律的移動支援
無電柱化支援
料金施策 2 6 6
地箱調査 範317)

本四債務処理
3 , 0 4 9

3 , 5 7 8 本四債務処理
4, 829

5, 77 2

(注) 1 . 貸付金償還金等及びN T T - A 型事業を除く。
2 , 道路整備には河川関公 (H 16 :28,000百万円、 H 17 :26,600百万円) を含む。
3 , 四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。

道行セ 2005,1 れ

道
路
整
備
特
別
会
計

一
般
会
計



二

主
要
事
項

1

成
果
志
向
の
道
路
行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
践

成
果
目
標
の
達
成
度
や
取
組
み
の
評
価
を
、
平
成
一
七

年
度
重
点
施
策
や
予
算
に
初
め
て
反
映
し
、
道
路
行
政
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
を
確
実
に
実
践
し
ま
す
。
対
策
の
必
要
性
を

示
す
客
観
的
デ
ー
タ
を
、
課
題
の
高
い
順
に
並
べ
て
優
先

的
に
対
策
す
べ
き
箇
所
を
抽
出
し
、
効
果
的
･
効
率
的
な

事
業
実
施
の
た
め
の
予
算
配
分
を
行
い
ま
す
。

2

補
助
金
の
改
革

=

責
任
裁
量
型
へ
の
補
助
金
制
度
の
転
換

補
助
事
業
に
お
け
る
地
方
の
裁
量
性
を
高
め
る
た

め
、
採
択
基
準
の
見
直
し
、
構
造
協
議
の
廃
止
等
の
事

前
審
査
の
簡
素
化
を
図
る
一
方
、
事
業
効
果
の
発
現
状

況
等
に
つ
い
て
事
後
審
査
を
行
う

｢責
任
裁
量
型
｣
へ

補
助
金
制
度
を
転
換
し
ま
す
。

①

地
方
道
に
対
す
る
補
助
事
業
は
、
国
家
的
見
地

か
ら
支
援
が
必
要
な
事
業
等
に
限
定
す
る
旨
を
採

択
基
準
に
明
記

②

交
通
量
、
橋
長
等
の
外
形
的
な
採
択
基
準
の
見

直
し

③

特
殊
改
良
事
業
の
事
業
区
分
の
統
合

②

地
方
道
路
整
備
臨
時
交
付
金
の
更
な
る
運
用
改
善

地
域
再
生
に
資
す
る
事
業
の
重
点
的
な
支
援
や
、
市

町
村
と
国
の
間
で
要
望
や
内
示
手
続
き
を
直
接
行
え
る

仕
組
み
の
導
入
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
と

創
意
工
夫
の
も
と
、
重
点
的
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
な

道
路
整
備
を
推
進
し
ま
す
。

①

地
域
再
生
を
目
標
と
す
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
対
す

る
重
点
支
援

②

市
町
村
に
対
す
る
直
接
要
望
･
内
示
手
続
き
の

導
入

③

事
業
あ
た
り
単
年
度
事
業
費
の
上
限
の
見
直
し

五
億
円

(や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
五
倍
の
額
)
↓
二
五
億
円

(や
む
を
得
な
い
と

認
め
ら
れ
る
場
合
は
五
倍
の
額
)

等

㈱

農
道
等
と
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
し
て
整
備
す
る
道
整
備
交

付
金
の
創
設

地
域
再
生
を
支
援
す
る
た
め
、
農
林
業
等
の
振
興
や

都
市

･
物
流
拠
点
等
と
の
交
流
促
進
を
目
的
と
し
て
、

地
方
公
共
団
体
が
策
定
す
る
地
方
道
･
農
道
･
林
道
を

パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
し
た
計
画
に
対
し
て
、
関
係
府
省
が
連

携
し
て
助
成
す
る
制
度
を
創
設
し
ま
す
。
(内
閣
府
に

予
算
を
一
括
計
上
)

【国
費

一
〇
〇
億
円
】

3

よ
り

｢使
え
る
｣
ハ
イ
ウ
ェ
イ
政
策
へ
の
転
換

の

ス
マ
ー
ト
-
C
の
本
格
導
入
に
向
け
た
取
組
み

今
後
の
追
加
I
C
整
備
に
お
け
る
ス
マ
ー
ト
I
C

(E
T
C
専
用
I
C
)
の
本
格
導
入
に
向
け
て
、
S

A
･
P
A
に
接
続
す
る
ス
マ
ー
ト
I
C
の
社
会
実
験
に

加
え
、
本
線
に
直
接
接
続
す
る
ス
マ
ー
ト
I
C
の
社
会

実
験
を
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、
社
会
実
験
に
お
け
る
E

T
C
路
側
機
器
の
レ
ン
タ
ル
制
度
を
創
設
し
ま
す
。

【国
費

一
九
億
円
】

2

E
T
C
の
普
及
促
進

E
T
C
へ
の
利
用
転
換
を
促
進
す
る
た
め
、
E
T
C

車
載
器
リ
ー
ス
制
度
等
を
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、
車
載

器
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
数
の
急
増
に
対
応
す
る
た
め
、
E
T

C
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
を
拡
充
整
備
し
ま
す
。

【国
費

五
六
億
円
】



道路局総務課課長補佐 勝又 正秀

圓

薹

圓

圓

イギリス @ ス ペイ ン ･ フラ ンス の

有料道路事業会社における会計基準、
官民のリスク分離等について

は
じ
め
に

道
路
関
係
四
公
団
の
民
営
化
に
つ
い
て
は
、
昨
年

(二

〇
〇
四
年
)六
月
に
成
立
し
た
民
営
化
関
連
法
に
基
づ
き
、

本
年

(二
0
0
五
年
)
-
0
月
の
新
会
社
発
足
を
目
標
に

所
要
の
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

昨
年
一
〇
月
一
九
日
か
ら
二
八
日
ま
で
の
日
程
で
、
我

が
国
に
お
け
る
道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
の
参
考
と
す
る

た
め
、
国
土
交
通
省
道
路
局
を
中
心
と
し
て
、
既
に
民
間

企
業
が
有
料
道
路
事
業
を
運
営
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
、
ス

ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
を
対
象
に
訪
問
調
査
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
こ
の
調
査
は
、
有
料
道
路
事
業
会
社
の
会
計
基
準
や

官
民
の
リ
ス
ク
分
担
等
を
主
要
な
テ
ー
マ
と
す
る
も
の

で
、
国
土
交
通
省
道
路
局
の
日
原
路
政
課
長
を
代
表
者
と

し
て
、
道
路
関
係
四
公
団
及
び
関
係
法
人
の
役
員
･
職
員

の
ほ
か
、
我
が
国
を
代
表
す
る
監
査
法
人
の
公
認
会
計
士

の
先
生
方
に
も
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

筆
者
も
国
土
交
通
省
道
路
局
の
職
員
と
し
て
調
査
に
参

加
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
の
で
、
調
査
結
果
の
概
要
を

報
告
し
ま
す
。

I

調
査
対
象
国
の
有
料
道
路
制
度
の
概
要

本
調
査
の
対
象
と
し
た
イ
ギ
リ
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ

ン
ス
の
国
勢
概
況
及
び
有
料
道
路
等
の
現
況
は
表
1
の
と

お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
各
国

(イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
区
域
の
み
)
の
高
速
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

は
、
図
1
5
図
3
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
以
下
で
は
、

今
回
の
調
査
の
主
要
テ
ー
マ
で
あ
る
有
料
道
路
事
業
会
社

に
お
け
る
会
計
基
準
、
官
民
の
リ
ス
ク
分
担
等
に
つ
い
て

述
べ
る
前
提
と
し
て
各
国
の
有
料
道
路
制
度
等
に
つ
い
て

概
説
す
る
。

1

イ
ギ
リ
ス

イ
ギ
リ
ス
の
高
速
道
路
は
、
原
則
と
し
て
無
料
の
道
路

と
し
て
整
備
さ
れ
て
お
り
、
ご
く
一
部
の
橋

･
ト
ン
ネ
ル

に
お
い
て
例
外
的
に
有
料
道
路
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い

る
。
今
回
調
査
対
象
と
し
た
｢M
6
有
料
道
路
(K
G
B
巳
｣

は
、
橋
･
ト
ン
ネ
ル
以
外
の
初
め
て
の
本
格
的
な
有
料
道

路
で
、
一
〇
〇
%
民
間
出
資
の
有
料
道
路
事
業
会
社

(ミ

ッ
ド
ラ
ン
ド
高
速
道
路
有
限
会
社
)を
実
施
主
体
と
し
て
、

二
〇
〇
三
年
一
二
月
に
開
通
し
た
。

道
路
行
政
を
所
管
す
る
行
政
機
関
は
交
通
省

(□
8
目
日
g
[
汐
｢
炉
営
琶
oニ
…
D
f
T
)
で
あ
り
、
交
通

省
の
外
庁

(
□
×
①
o
□
□
く
の
>
鱒
g
oも

で
あ
る
道
路
庁

(国
語
け‘
"
>
的g
oも

が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
高
速
道
路
及

び
幹
線
道
路

(い
ず
れ
も
原
則
と
し
て
無
料

"
合
計
八
、

三
五
五
蝋
)
の
管
理

･
維
持

･
改
良
を
担
当
し
て
い
る

(
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

は
別
組
織
が
担
当
。)。
道
路
庁
は
、
政
府
全
体
に
お
け
る

事
業
部
門
の
外
庁
化
の
流
れ
の
中
で
、
一
九
九
四
年
に
交

通
省
か
ら
分
離
さ
れ
る
形
で
設
立
さ
れ
た
比
較
的
新
し
い

組
織
で
あ
り
、
毎
年
度
、
渋
滞
緩
和
、
交
通
安
全
、
環
境



表 1 調査対象国の国勢概況及び有料道路

イギリス スペイ ン フラ ンス (参考) 日本

国土面積 243万k話 50.6万k讃 55 .2万 k話 37.8万k讃

人 口 (･o2) 5,903万人 (-o1) 4,o50万人 ぐ99) 5,919万人 (-02) 12,733万人

自動車保有台数
(四輪車)

(-ol) 2,578万台
(･01) 2,406万台

※二輪車を含む
(-o1) 2,900万台 (↑o2) 7,307万台

高速道路延長
(-o l) 3,472km

※ M otorw ayのみ
ぐoo) lo,443km (-o 1) 10,125km

(-o3 ) 7 ,34 3kn1

※高速自動車国道のみ

うち有料高速

道路延長

(-01) 数 km

※橋 ･トンネル等のみ
(-o 1) 2 ,20 2km (-o 1) 7,583km (↑o3) 8,540km

高速道路に

関する

行政機関

交通省
(D ep artm en tfor

T ransp ort : D 經)

※イングランドの高

速道路 ･幹線道路の
建設管理は、 D fT の

外庁である道路庁
(H ig h w ay s A gen cy )

が実施。

振興省
( M inisterio de

F o m ento )

設備 ･交通 ･住宅 ･
観光 ･海洋省

【略 :設備省】
(m inistere de

1E quipe m ent

d e s T ran sp o rts d u

L oge m ent du

T o u ris m e e t d e la

M ar)

国土交通省

道路関係四公団

有料道路
事業会社

※政府 (地方公共

団体を含む。)

出資の有無

2社 (十 の

※政府出資なし。

24社

※政府出資なし。

11社

※うち 8 社に直接

又は間接の政府

出資あり。
3 社 (C ofirou te

社等) には政府
出資なし。

【民営化後】
6社
※政府出資あり。

【出典】
イギリス ;Transpo直statistics 2001 (自動車、高速道路)、 N ationalstatistics2002 (人口)

スペイン ;在スペイン日本大使館資料 (高速道路、 有料道路)、 A SE C A Pホームページ (人口、 自動車)

フランス ;フランス設備 .交通 ･住宅省資料 (自動車、 高速道路、 有料道路)、 国勢調査IN SEE B E姐正 (人口)

日 本 ;陸運統計要覧 (自動車)、総務省統計局 (人口)



たで夜だらふも佐立ち、 い

/きもし全一筏多彩孫孝広罷そぐ ＼＼ こごず へ¥、ノ

図 1 イングランド高速道路 ･幹線道路ネットワーク図
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無料高速遺路(自治体管理)

、ムム
ト

褒澁罨総隧饗鞠 有料高速道路(自治体管理)

(出典)スペイン振興省資料-20餅年-2月末時点

図 2 スペイン高速道路ネットワーク
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200出典 A S F A (フランス高速道路事業者協会) 資料 :2003年 4月時点

有
料
道
路
事
業
で
は
な
い

も
の
の
、
民
間
事
業
者
が
道

路
の
建
設

･
管
理
を
行
う
仕

組
み
と
し
て
、
P
F
I
の

一

類
型

で
あ
る
D

B

F

0

　　
　
　
　　
　
　
　
　
　　
　
　

o
せR
巴
也
道
路
事
業
が
導
入

さ
れ
て
い
る
。
D
B
F
O
道

路
事
業
に
お
い
て
は
、
民
間

事
業
者
が
政
府

(道
路
庁
)

と
の
契
約
に
基
づ
き
、
自
ら

資
金
調
達
し
て
道
路
の
設

計

･
建
設
を
行
い
、
併
せ
て

図 3 フラン 麗

開
通
後
の
管
理
運
営
を
行
っ

槁

穰
準
的
な
契
約
期
間
二
二
0

路ネットワーク図

年
)。
道
路
開
通
後
、
事
業
者

は
、
政
府
か
ら
交
通
量
等
に

応

じ

た

｢
影

の
料
金

(豊
DQO鶏
8
-●
｣
の
支
払
い

て
は
、
｢影
の
料
金
｣
に
代
え
て

｢混
雑
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

(8
口鞠
韓
o□
B
営
諸
oB
の巳
)
方
式
｣
が
採
用
さ
れ
た
。

こ
の
方
式
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
一
定
の
走
行
速
度

(例
…

時
速
六
〇
マ
イ
ル
)
を
設
定
し
、
こ
の
走
行
速
度
が
達
成

さ
れ
な
か
っ
た
時
間
数
や
事
故
処
理
の
ス
ピ
ー
ド
に
応
じ

て
支
払
い
金
額
を
減
額
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
お
り
、

｢影
の
料
金
｣
方
式
で
は
交
通
量
が
増
加
す
れ
ば
渋
滞
が

発
生
し
て
い
て
も
支
払
い
金
額
が
増
え
て
し
ま
う
と
い
っ

た
反
省
を
踏
ま
え
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
｢M
O
O
｣
と
表
記

さ
れ
る
自
動
車
専
用
道
路

(B
OS
H"
""

を

｢高
速
道

路
｣
と
し
て
取
り
扱
う
場
合
が
多
い
が
、
｢A
O
O
｣
と

表
記
さ
れ
る
幹
線
道
路

([日
臭

Ho
pe

の
相
当
部
分
に

お
い
て
、
日
本
の
高
速
道
路
並
み
の
サ
ー
ビ
ス
水
準

(片

側
二
車
線
、
高
速
走
行
可
能
な
ど
)
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。

2

ス
ペ
イ
ン

ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
は
、
高
速
道
路
総
延
長
約
一
○
、

四
〇
O
m

(二
〇
〇
〇
年
時
点
)
の
う
ち
約
二
、
二
0
0

如
が
有
料
道
路
方
式
に
よ
り
整
備
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま

で
、
有
料
道
路
方
式
は
バ
ル
セ
ロ
ナ
な
ど
地
方
の
大
都
市

周
辺
で
導
入
さ
れ
、
首
都
マ
ド
リ
ッ
ド
周
辺
の
高
速
道
路

は
無
料
の
道
路
と
し
て
整
備
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
最

近
で
は
、
マ
ド
リ
ッ
ド
周
辺
で
も
有
料
道
路
方
式
が
採
用

さ
れ
て
い
る
。

有
料
道
路
方
式
に
関
し
て
は
、
政
府
が
、
一
定
の
区
間

26 猶矛〒セ 20051

無料高速道路

な
ど
の
分
野
ご
と
に
達
成
す
べ
き
目
標
を
記
載
し
た

｢事

業
計
画
書

(切
に
の日
①
のめ
せ
.営
)
｣
を
公
表
し
、
こ
れ
に
基

づ
い
て
事
業
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
年
度
終
了
後
、

｢年
次
報
告
書

(吟
巨
に巴
力
g
oコ
符
き
8
自
己
｣
で
目
標

の
達
成
度
を
報
告
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
年
次
報
告
書

に
は
、
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
は
じ
め
と
す
る
道
路
庁
の
財

務
関
係
書
類
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。

を
受
け
る
。
事
業
者
は
入
札
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
が
、
入

札
に
お
い
て
は
、
リ
ス
ク
分
担
や

｢影
の
料
金
｣
の
設
定

方
式
等
が
総
合
的
に
勘
案
さ
れ
る
。
道
路
庁
の
事
業
に
関

し
て
は
、
一
九
九
四
年
の
道
路
庁
発
足
か
ら
現
在
ま
で
一

〇
件
の
D
B
F
O
契
約
が
締
結
さ
れ
て
お
り
、
総
延
長
は

六
五

一
如
と
な
っ
て
い
る
。

最
近
契
約
締
結
さ
れ
た
二
件
の
D
B
F
O
契
約
に
お
い



ご
と
に
、
高
速
道
路
の
建
設
･
管
理
を
行
う
事
業
会
社
を

入
札
に
よ
り
決
定
し
、
契
約
期
間
が
終
了
し
た
時
点
で
当

該
道
路
を
政
府
に
無
償
で
移
管
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い

る
。
二
〇
〇
三
年
に
最
後
の
政
府
出
資
会
社
が
完
全
民
営

化
さ
れ
た
た
め
、
現
在
は
す
べ
て
の
有
料
道
路
事
業
会
社

が
一
0
0
%
民
間
出
資
の
会
社
で
あ
る
。
無
料
高
速
道
路

に
関
し
て
も
、
政
府
が
交
通
量
に
応
じ
た

｢影
の
料
金

(等
温
oそ
げ
巴
｣
を
支
払
う
こ
と
に
よ
り
、
民
間
会
社
が

建
設
･
管
理
を
行
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る

(マ
ド
リ
ッ
ド

周
辺
の
二
路
線
な
ど
)。

高
速
道
路
の
料
金
は
、
｢車
軸
の
数
｣
と

｢走
行
距
離
｣

に
よ
っ
て
決
ま
る
が
、
利
用
時
間
帯
、
一
定
期
間
内

(通

常
は
一
ヵ
月
間
)
の
通
行
回
数
、
道
路
利
用
者
の
居
住
地
、

料
金
の
支
払
い
方
法
な
ど
に
よ
り
、
異
な
っ
た
料
金
設
定

を
行
う
例
も
あ
る
。

マ
ド
リ
ッ
ド
周
辺
な
ど
の
い
く
つ
か
の
有
料
道
路
事
業

会
社
で
は
、
政
府
と
の
契
約
に
お
い
て
、
有
料
高
速
道
路

と
建
設
と
併
せ
て
無
料
高
速
道
路
の
建
設
を
行
い
、
有
料

高
速
道
路
の
料
金
収
入
で
無
料
高
速
道
路
の
建
設
資
金
を

調
達
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

(最
近
採
用
さ

れ
た
手
法
)。

3

フ
ラ
ン
ス

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
高
速
道
路
総
延
長
約
一
○
、

一
0
O
如

(二
〇
〇
一
年
時
点
)
の
う
ち
約
七
、
六
〇
〇

如
が
有
料
道
路
方
式
に
よ
り
整
備
さ
れ
て
い
る
。
有
料
道

路
事
業
会
社
が
管
理
す
る
道
路
延
長
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国

の
中
で
最
も
長
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
約
四
0
%
を
占

め
る

(
二
位
は
イ
タ
リ
ア
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
約
三

三
%
)。

供
用
中
の
高
速
道
路
を
運
営
し
て
い
る
一
一
社
の
う

ち
、
民
間
会
社
は
コ
フ
ィ
ル
ー
ト
社
な
ど
三
社
で
、
三
社

は
政
府
が
出
資
す
る

｢混
合
経
済
会
社
｣
、
三
社
は
混
合

経
済
会
社
の
子
会
社

(混
合
経
済
会
社
三
社
が
そ
れ
ぞ
れ

一
社
ず
つ
子
会
社
を
保
有
し
て
い
る
。)、
二
社
は
国
境
の

ト
ン
ネ
ル
を
運
営
す
る
政
府
出
資
の
特
殊
会
社
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
有
料
道
路
方
式
に
よ
る
高
速
道
路
が
発
達

し
た
要
因
と
し
て
は
、
①
政
府
が
有
料
道
路
事
業
会
社
に

対
し
て
、
補
助
金
、
貸
付
金
な
ど
の
手
厚
い
援
助
を
し
て

き
た
こ
と
、
②

｢
ア
ド
ー
ス
メ
ン
ト
制
度

(英
訳

…

05
のの-②こ
び
我
国
巴
-o
已
｣
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
独
自
の
制
度

を
採
用
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ア
ド
ー
ス
メ
ン
ト
制

度
は
、
新
た
な
高
速
道
路
の
建
設
計
画
が
持
ち
上
が
っ
た

際
に
、
入
札
を
行
わ
ず
、
地
理
的
に
近
接
す
る
既
存
の
有

料
道
路
事
業
会
社
に
無
条
件
で
事
業
運
営
権
を
付
与
し
、

既
存
の
高
速
道
路
の
料
金
引
き
上
げ
や
料
金
徴
収
期
間
の

延
長
を
認
め
る
代
わ
り
に
、
採
算
が
厳
し
い
新
規
の
高
速

道
路
の
建
設
を
行
わ
せ
る
仕
組
み
で
あ
る
。
有
料
道
路
事

業
会
社
内
部
で
の

｢料
金
プ
ー
ル
制
｣
と
で
も
い
う
べ
き

仕
組
み
で
あ
る
が
、
こ
の
制
度
は
、
五
億
ユ
ー
ロ
超
の
高

速
道
路
事
業

(建
設
、
管
理
)
に
つ
い
て
入
札
の
実
施
を

義
務
づ
け
た
一
九
九
三
年
の
E
C
指
令
を
受
け
て
一
九
九

四
年
に
廃
止
さ
れ
た
。

混
合
経
済
会
社
に
関
し
て
は
、
一
時
期
、
国
有
企
業
民

営
化
政
策
の
中
で
、
政
府
保
有
株
式
の
売
却
に
よ
り

｢民

営
化
｣
す
る
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
、
三
社
あ
る
混
合
経
済

会
社
の
う
ち
A
S
F
社
に
つ
い
て
は
、
他
の
二
社
に
先
行

し
て
二
〇
〇
二
年
三
月
に
政
府
保
有
株
式
の
一
部
売
却

金
元
却
代
金
…
約
一
八
億
ユ
ー
ロ
)
と
株
式
公
開
が
実
施

さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
A
S
F
社
の
政
府
保
有
株
の
比
率

は
五
一
%
ま
で
低
下
し
た
が
、
こ
の

｢民
営
化
｣
は
二
0

0
三
年
一
二
月
に
凍
結
さ
れ
、
残
る
サ
ー
ネ
フ
社

(S
a

n

e
f
社
)
及
び
s
A
P
R
R
社
の
政
府
保
有
株
式
の
売

却
は
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
｢民
営
化
｣

凍
結
を
め
ぐ
る
議
論
の
過
程
で
混
合
経
済
会
社
の
財
務
体

質
を
強
化
す
る
た
め
に
は
増
資
が
必
要
で
あ
る
と
財
務
省

が
強
く
主
張
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
サ
ー
ネ
フ
社
及
び
s

A
P
R
R
社
に
つ
い
て
は
、
新
規
発
行
株
式
の
第
三
者
割

当

(増
資
)
の
形
で
民
間
資
本
を
注
入
し
、
併
せ
て
、
株

式
を
公
開
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
民
間

資
本
比
率
三
0
%
を
上
限
と
し
て
、
S
A
P
R
R
社
は
二

〇
〇
四
年
末
ま
で
に
、
サ
ー
ネ
フ
社
は
二
〇
〇
五
年
中
に

増
資

,
株
式
公
開
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

は

訪
問
先
の
行
政
機
関
、
民
間
会
社
等
の
概
要

今
回
の
調
査
で
は
、
調
査
対
象
と
し
た
三
ヵ
国
に
お
い

て
、
道
路
行
政
を
担
当
す
る
行
政
機
関
、
有
料
道
路
事
業

を
実
際
に
営
ん
で
い
る
民
間
会
社
、
及
び
こ
れ
ら
の
民
間



会
社
で
構
成
す
る
事
業
者
協
会
を
訪
問
し
た
。
訪
問
先
は

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス

(行
政
機
関
)

①
道
路
庁

(国
沼
け"
潴
の
>
鳴
き
も

(民
間
会
社
)

②
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
高
速
道
路
有
限
会
社

(M
E
L

社

員
客
]国
営
Q
覇
者
摘
のの増
潴
せ
日
日
[進

･
二
〇
〇
三
年
三

月
に
開
通
し
た
イ
ギ
リ
ス
初
の

本
格
的
な
有
料
道
路
｢M
6
有
料
道
路
(区
Q
B
糾迄

を
運
営
す
る
一
〇
0
%
民
間
出
資
の
会
社

(政
府

出
資
な
し
)。

･
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
央
部
を
意
味

す
る
地
名
で
、
中
心
都
市
は
人
口
約
九
人
万
人
の

バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
。

･
M
6
有
料
道
路
は
、
既
存
の
M
6

(高
速
道
路
)

の
混
雑
解
消
の
た
め
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
北
東
に
新

設
さ
れ
た
バ
イ
パ
ス
高
速
道
路
。

･
M
E
L
社
の
本
社
は
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
近
郊
の
M

6
有
料
道
路
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
近
く
に
立
地
。

③
バ
ル
フ
ォ
ア

,
ビ
ー
テ
ィ
ー
社

(切
芝
ぎ
日
量
のp冴

社
)

･
道
路
庁
が
発
注
し
た
D
B
F
O
道
路
事
業
を
運
営

す
る
民
間
建
設
会
社

(イ
ギ
リ
ス
を
代
表
す
る
大

手
ゼ
ネ
コ
ン
)。

D
B
F
O
道
路
事
業
は
、
業
種
の
異
な
る
複
数
の

民
間
会
社

(金
融
機
関
、
ゼ
ネ
コ
ン
、
設
計
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
等
)
が
出
資
す
る
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
バ
ル
フ

ォ
ア
･
ビ
ー
テ
ィ
ー
社
は
、
こ
れ
ま
で
に
道
路
庁

が
発
注
し
た
一
○
件
の
D
B
F
O
道
路
事
業
の
う

ち
、
二
件
に
つ
い
て
一
〇
0
%
出
資

(バ
ル
フ
ォ

ア
･
ビ
ー
テ
ィ
ー
社
が
単
独
で
事
業
運
営
)、
一

件
に
つ
い
て
五
0
%
出
資
と
い
う
形
で
事
業
参
加

し
て
い
る
。

ス
ペ
イ
ン

(行
政
機
関
)

④
振
興
省

(罵
日
給
ロ
o
e
燭
oB
g
E

(民
間
会
社
)

⑤
ア
ベ
ル
テ
ィ
ス

("
①a
也
グ
ル
ー
プ

･
バ
ル
セ
ロ
ナ
に
本
拠
を
置
く
有
料
道
路
事
業
会
社

グ
ル
ー
プ

(ア
ベ
ル
テ
ィ
ス
社
は
持
ち
株
会
社
)。

一
〇
0
%
民
間
出
資
の
会
社
で
あ
り
、
政
府
の
出

資
は
な
い
。

･
ア
ベ
ル
テ
ィ
ス
社
の
出
資
比
率
五
0
%
以
上
の
子

会
社

(有
料
道
路
事
業
会
社
)
が
七
社
あ
り
、
こ

れ
ら
子
会
社
が
運
営
す
る
有
料
道
路
の
総
延
長
は

約
一
、
五
〇
〇
如

(ス
ペ
イ
ン
の
有
料
道
路
総
延

長
の
約
七
割
)。

･
グ
ル
ー
プ
営
業
収
入
の
八
四
%
を
有
料
道
路
事
業

が
占
め
る
が
、
駐
車
場

(グ
ル
ー
プ
営
業
収
入
の

六
%
)、
通
信
(同
五
%
)、
空
港
管
理
(同
三
%
)、

物
流

(同
一
%
)
の
事
業
も
実
施
し
て
い
る
。

･
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
チ
リ
、
プ
エ
ル

ト
リ
コ
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
イ
タ
リ
ア
の
有
料
道
路

事
業
会
社
に
も
出
資
し
て
お
り

(出
資
比
率

…七

五
%
~
七
%
)
、
イ
タ
リ
ア
の
ア
ウ
ト
ス
ト
ラ
ー

デ
社

(営
業
延
長
約
三
、
四
0
0
蹴
)
の
株
式
の

七
%
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
ブ
リ
ザ
社

(営
業
延
長
約

一
、
一
〇
〇
蹴
)
の
株
式
の
一
0
%
を
保
有
し
て

い
る
。

(協
会
)

⑥
A
S
E
T
A

(
◇
の
o
o
-8
5
ロ
ニ
①
⑦
O
臼
①
合
号
の

覇
あ
せ
鴎
訓
o
榊D
の
▲0
o
□
○
の
め糾o
ロ
P
H鰊D
の
Q
の
ヘア
に
[o
□
-の[D
の
U

H
"台
のけ
孕
皆
の巳
のめ
て
く
踏
め
号̂
℃
①"

"
ス
ペ
イ
ン
有

料
高
速
道
路

･
ト
ン
ネ
ル
･
橋
梁
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ

ン
会
社
協
会
)

･
有
料
道
路
事
業
会
社

(二
四
社
)
と
そ
の
持
ち

株
会
社

(四
社
…
ア
ベ
ル
テ
ィ
ス
社
を
含
む
。
)

を
構
成
員
と
す
る
事
業
者
協
会
。

3

フ
ラ
ン
ス

(行
政
機
関
)

⑦
設
備
,
交
通
.
住
宅
.
観
光
･
海
洋
省

【略
称
"

設
備
省
】
(B
B
扇
3
門o
A
①
｣国
唾
言
①
日
目
[
号
の

弓
[③■】のせ
o
コ
の
Q
こ
炉
o
m
o
員
邪
b
[
Q
口
弓
0
白
山
田
口
の
g
A
O
]D



　
　

(民
間
会
社
)

⑧
サ
ー
ネ
フ

(
s

a
n
e
f
)
社

(
の
o
o
窓
窓
Q
霧

へPE
[O
HO
□
[の
い
Q
□
]乙
O
HQ
{g[
Q
の
せ
□
控
0
の
一心
量
[鰻]□○
①
…

フ
ラ
ン
ス
北
部
･
東
部
高
速
道
路
会
社
)

.
パ
リ
~
リ
ー
ル
間
、
パ
リ
~
ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
グ
間

を
は
じ
め
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
北
東
部
の
有
料
高

速
道
路

(約
｢

三
〇
〇
如
)
を
運
営
す
る
政
府

出
資
の
混
合
経
済
会
社
。

･
現
在
の
政
府
出
資
比
率

(公
的
機
関
を
通
じ
た
間

接
出
資
を
含
む
。)
は
九
九

･
九
%
だ
が
、
政
府

の
方
針
に
よ
り
二
〇
〇
五
年
に
増
資

･
株
式
公
開

が
実
施
さ
れ
る
予
定
。

(協
会
)

⑨
A
S
F
A

(◇
琴
臼
鷁
8
8
の
汐
R
礬
合
導
き
軋
め◎の

角
>
□
[O
HO
に
け
り
の
[
Q
-○

こ
く
HD鱒
の
の
野
勺
飲
D
m
の
"
フ
ラ
ン

ス
高
速
道
路
会
社
協
会
)

･
有
料
道
路
事
業
会
社

(サ
ー
ネ
フ
社
な
ど
政
府
出

資
出
資
の
あ
る
混
合
経
済
会
社
、
コ
フ
ィ
ル
ー
ト

社
な
ど
一
〇
0
%
民
間
出
資
の
会
社
の
双
方
を
含

む
。)
を
構
成
員
と
す
る
事
業
者
協
会
。

･
正
会
員
は
一
一
社

(現
時
点
で
有
料
高
速
道
路
を

管
理
し
て
い
る
会
社
)。
こ
の
ほ
か
、
有
料
高
速

道
路
を
建
設
中
の
会
社
二
社
と
下
請
け
会
社
二
社

の
合
計
四
社
が
副
会
員
と
な
っ
て
い
る
。

m

有
料
道
路
事
業
会
社
の
会
計
基
準

現
在
、
道
路
関
係
四
公
団
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

根
拠
法

(例
…
日
本
道
路
公
団
法
)
及
び
施
行
規
則

(例
…
日
本
道
路
公
団
法
施
行
規
則
)
に
基
づ
き
、
公
企

業
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る

｢償
還
準
備
金
方
式
｣
に
よ
る
財

務
諸
表
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
方
式
は
、
毎
年
度
の

損
益
計
算
書

(P
/
L
)
に
お
い
て
、
有
料
道
路
事
業
の

通
行
料
金
収
入
な
ど
の
収
益
か
ら
管
理
費
、
金
利
な
ど
の

費
用
を
差
し
引
い
た
金
額

(民
間
企
業
で
あ
れ
ば
利
益
に

相
当
す
る
金
額
)
を

｢償
還
準
備
金
繰
入
｣
と
し
て
取
り

扱
い
、
こ
の
金
額
を
年
度
末
に
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部

に
計
上
す
る
も
の
で
あ
り
、
損
益
計
算
書

(P
/
L
)
に

は
減
価
償
却
費
の
計
上
が
な
く
、
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
上
の

道
路
資
産
に
つ
い
て
は
減
価
償
却
処
理
が
行
わ
れ
な
い
。

道
路
関
係
四
公
団
の
民
営
化
に
よ
っ
て
本
年

(二
〇
〇

五
年
)
一
〇
月
を
目
標
に
新
設
さ
れ
る
六
つ
の
高
速
道
路

株
式
会
社

(高
速
道
路
の
建
設
･
管
理
･
料
金
徴
収
を
実

施
。
以
下

｢会
社
｣
と
い
う
。)
は
、
株
式
会
社
と
し
て

設
立
さ
れ
る
以
上
、
｢償
還
準
備
金
方
式
｣
を
廃
止
し
、

通
常
の
民
間
会
社
と
同
様
、
企
業
会
計
原
則
に
従
っ
て
財

務
諸
表
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
同
時
に
設
立

さ
れ
る
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
･債
務
返
済

機
構

(高
速
道
路
の
保
有

･
債
務
償
還
を
実
施
。
以
下

｢機
構
｣
と
い
う
。)
に
お
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
会
計

基
準
に
従
っ
て
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。そ

の
際
、
会
社
及
び
機
構
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
点
で

通
常
の
民
間
会
社
と
異
な
る
た
め
、
道
路
資
産
の
評
価
方

法
を
中
心
に
取
り
扱
い
を
明
確
化
し
て
お
く
必
要
が
あ

り
、
現
在
、
国
土
交
通
省
に
設
置
さ
れ
た

｢道
路
資
産
評

価
･会
計
基
準
検
討
会

(委
員
長
…黒
川
行
治
慶
応
義
塾

大
学
教
授
)｣
に
お
い
て
、
会
計
基
準
の
策
定
に
向
け
た

検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

①
機
構
が
保
有
す
る
資
産
の
大
半
が
道
路

(公
物
)
で

あ
る
こ
と

②
機
構
に
お
け
る
債
務
返
済
期
間

(=
会
社
に
よ
る
料

金
徴
収
期
間
)
は
民
営
化
後
四
五
年
間
と
さ
れ
て
お

り
、
債
務
返
済
後
、
機
構
は
解
散
す
る
こ
と

(高
速

道
路
は
無
料
開
放
さ
れ
、
道
路
資
産
は
無
償
で
政
府

に
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
)

③
道
路
資
産
の
保
有
者

(機
構
)
と
使
用
者

(会
社
)

が
異
な
る
こ
と

今
回
調
査
対
象
と
し
た
三
カ
国
に
お
い
て
は
、
我
が
国

の
よ
う
に
、
道
路
資
産
の
保
有
者

(機
構
)
と
使
用
者

容
云社
)
を
分
離
す
る
仕
組
み
が
採
用
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
上
記
①
及
び
②
に
関
し
て
は
、
各
国
の
有

料
道
路
事
業
会
社
も
我
が
国
の
機
構
･会
社
と
同
様
の
条

件
の
下
に
あ
る
o

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
我
が
国
の
道
路
関
係
四
公
団

民
営
化
の
参
考
と
す
る
た
め
、
各
国
の
有
料
道
路
事
業
会



社
の
会
計
基
準
に
関
し
て
、
以
下
の
点
を
中
心
に
調
査
を

行 社

. @ (3)
年

(2)
(

(L) っ の
た 会

が 切 に 涌 井 、
そ 箔 。 計

①
道
路
資
産
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
上
の
位
置
づ
け

(そ
の
前
提
と
し
て
、
所
有
権
の
所
在
)

②

道
路
資
産
の
減
価
償
却
手
法

(特
に
耐
用
年
数
、

年
度
ご
と
の
償
却
額
の
決
定
方
法
)

③
開
業
当
初
の
赤
字
回
避
方
策

(注
)

(注
)
具
体
的
な
質
問
内
容

･
通
常
の
減
価
償
却
方
法

(資
産
ご
と
の
耐
用
年
数

に
基
づ
く
定
額
法
)
を
採
用
し
た
場
合
、
開
業
当

初
は
、
金
利
と
減
価
償
却
費
の
負
担
に
よ
り
赤
字

が
継
続
す
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

れ
を
回
避
す
る
た
め
の
方
策
は
あ
る
の
か
。

･
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
開
業
当
初
の
財
務
状
況
に
つ

い
て
投
資
家
は
ど
う
評
価
す
る
の
か
。

調
査
結
果
は
表
2
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
我
が
国
に
お
い
て
、
政
府

(地
方
公
共
団
体
を

含
む
。)
は
、
会
社
設
立
時
に
は
す
べ
て
の
株
式
を
保
有

し
、
そ
の
後
も
、
法
律
の
規
定
に
よ
り
常
時
三
分
の
一
以

上
の
株
式
を
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
及
び
ス
ペ
イ
ン
の
有
料

道
路
事
業
会
社
は
、
政
府
出
資
の
な
い
一
〇
0
%
民
間
出

資
の
会
社
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る

(｢N

官
民
の
リ
ス
ク
分
担
｣
｢V

有
料
道
路
事
業
会
社
と
政

府
の
利
害
が
対
立
し
た
事
例
｣
に
お
い
て
も
同
様
。)。

表 2 有料道路事業会社の会計基準
表 2 ー 1 道路資産のバランスシート上の位置づけ (その前提として、所有権の所在)

イ
ギ
リ
ス

契約期間中の道路資産について、政府と事業会社のいずれが所有権を有するのか、契約書上は

明示されていない。
事業会社のバランスシート上は、 建設期間中に生じたすべての費用を資産計上 (capitalize) し、

｢固定資産｣ の項目に計上している。

ス
ペ
イ
ン

道路資産については政府が所有権を持つ。
事業会社のバランスシート上は、道路資産に相当するものとして、 ｢料金を徴収する権利｣ が

｢固定資産｣ の項目に計上されている。
｢料金を徴収する権利｣ の価額 (供用開始時) は、土地取得費、建設中の金利を含む建設費用

の合計額である。

フ
ラ
ン
ス

道路資産については政府が所有権を持つ。
事業会社のバランスシート上は、道路資産に相当するものとして、有料道路事業の ｢事業運営

権｣ が ｢固定資産｣ の項目に計上されている。
｢事業運営権｣ の価額 (供用開始時) は、土地取得費、建設中の金利を含む建設費用の合計額

である。

(注) フランスについては、 今回の調査において、 政府及び有料道路事業会社の財務担当者から直接ヒアリングを行うことが出

来なかったため、 A S F 社及びS A P R R 社 (いずれも混合経済会社) のホームページに掲載された両社のバランスシート

の記述等に基づいて適宜補足を行っている。 表2-2及び表2‐3においても同様。



表 2 ー 2 道路資産 (道路資産に相当する ｢権利｣ を含む。) の減価償却手法

イ
ギ
リ
ス

【D B F O 道路事業を運営するバルフォア ･ビーティー社】

耐用年数が政府との契約期間 (D B F O 道路事業は30年) より長い資産 (橋梁など) は契約期
間で、耐用年数が契約期間より短い資産 (道路情報提供装置など) は耐用年数で、定額法による
減価償却を行う。
つ契約期間終了時点において、 会社の資産はゼロになる。
【M 6有料道路を運営するM E L社】

契約期間 (約50年) で償却を行う資産について、 ｢定額法｣ に代えて ｢利用可能年数を通じた
交通量比例法 (vehicle u sage over usefu n 籤)｣ を採用している。 これは、 道路は交通量に応じて減
耗するという考え方に基づき、交通量 (予測) に応じて償却率を決定する手法である。供用開始
当初は交通量 (予測) が少ないため償却率は低く設定されるが、交通量 (予測) が増加するに従
い償却率が高くなる。

ス
ペ
イ
ン

【現在の取り扱い】
資産の耐用年数 (トンネル :100年など) で定額法による減価償却を行うが、 政府との契約期･

間終了時において償却しきれない部分 (契約期間終了時における資産の残存価額見込み額) につ
いて、 別途、 ｢逆基金 (英訳 :reversion魚nd)｣ の積み立てを行う。
ご契約期間終了時における資産の残存価額については ｢逆基金｣ により償却を行うため、契約期
間終了時点で会社の資産はゼロになる。

【2005年以降の取り扱い】

上場会社 (その連結子会社を含む。) については、国際会計基準に準拠した取り扱いが導入さ
れる。この結果、 ｢逆基金｣ 方式は廃止され、政府との契約期間 (事業会社ごとに異なる。 今後
新たに契約締結する場合は最長で40年。) を上限として、 定額法による減価償却が行われる。土
地 (の取得費) についても、政府との契約期間で定額法による償却が行われる。
ご契約期間終了時点において、 会社の資産はゼロになる。
新たな取り扱いの対象は上場会社のみであるが、 アベルティス社などの持ち株会社は上場会社で
あるため、 ほとんどの有料道路事業会社が対象となる。 また、 2007年以降はすべての会社が対象
となる。

フ
ーフ
ン
ス

耐用年数が政府との契約期間 (事業会社ごとに異なる。) より長い資産 (構造物など) 及び土
地 (の取得費) は契約期間で、耐用年数が契約期間より短い資産 (料金徴収施設など) は耐用年
数で、定額法による減価償却を行う。
う契約期間終了時点において、 会社の資産はゼロになる。

[追
補
]
イ
ギ
リ
ス
道
路
庁
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
に
お

け
る
道
路
資
産
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

今
回
の
調
査
で
は
、
民
間
の
有
料
道
路
事
業
会
社

に
お
け
る
道
路
資
産
の
取
り
扱
い
を
中
心
に
ヒ
ア
リ

ン
グ
を
行
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
財
政

状
況
の
開
示
及
び
行
政
活
動
の
効
率
化

･
適
正
化
等

の
観
点
か
ら
、
政
府
機
関
に
つ
い
て
も
バ
ラ
ン
ス
シ

ー
ト
等
の
財
務
関
係
書
類
の
作
成
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
る
。
今
回
聴
取
し
た
道
路
庁
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー

ト
に
お
け
る
道
路
資
産
の
取
り
扱
い
は
以
下
の
と
お

り 卜 て 1 の 状 ン に
で に い ト 観 況 グ お
あ お る 等 点 の を け
る け o の か 開 行 る
0 る 今 示 つ 箔

時
の
完
全
な
状
態
の
ま
ま
で
維
持
管
理
さ
れ
て
い

･
道
路
資
産
は

｢減
価
再
取
得
コ
ス
ト

(Q
①℃
局
臼
*
①Q

招
翌
き
①日
g
[
8
の●
｣
で
評
価
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、

評
価
時
点
に
お
け
る
道
路
建
設
コ
ス
ト

(供
用
中

の
道
路
を
評
価
時
点
で
建
設
す
る
と
仮
定
し
た
場

･
道
路
庁
の
管
理
す
る
道
路
資
産
は
、
橋
梁
、
ト
ン

ネ
ル
等
の
構
造
物
や
道
路
情
報
提
供
装
置
等
を
除

い
て
、
全
体
が
一
つ
の
資
産

(の目
mす
Nのめ巴

と

し
て
取
り
扱
わ
れ
る
o

(注
)
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
全
土
に
わ
た
っ
て
平
坦
な

地
形
が
連
続
し
て
お
り
、
大
き
な
河
川
も
少
な
い

た
め
、
道
路
庁
の
管
理
す
る
道
路
の
う
ち
構
造
物

の
占
め
る
割
合
は
、
我
が
国
の
道
路
と
比
較
し
て

　　　　　　　　　　△ の の o る -

低　 　 　 　 　 　
　　　　　

　　

べ 点 る ｣) 覊
　　　　　
1 で 道
ス 建 路
に 設 建
す す 設
る る コ

が と ス
、 仮 ト
供 み



表 2ー 3 開業当初の赤字対策

イ
ギ
リ
ス

【D B F O 道路事業を運営するバルフオア ･ビーティー社】

開業当初は赤字が生じるが、 契約期間を通じてみれば十分なキャッシュリターンが見込

まれる優良事業であり、 キャッシュフロー上は問題ないため、 会計上、 特段の対策を講じ

ていない。 投資家も、 会計年度ごとの利益や損失ではなく、 契約期間全体を通じたキャッ
シュリターンを重視している。
【M 6有料道路を運営するM E L社】

バルフオア ･ビーティー社と同様の見解。
なお、 M E L 社が減価償却手法として採用している ｢利用可能年数を通じた交通量比例

法｣ は、開業当初の減価償却費負担を軽減する効果があると考えられる。

ス
ペ
イ
ン

現在のところは、開業当初の ｢逆基金｣ への繰入額を少なく設定し、契約期間終了時に
向けて逓増させていく手法を採用することにより、赤字発生を極力回避している。
2005年以降は、国際会計基準の導入に伴って ｢逆基金｣ 方式が順次廃止されるが、 A S

E T A (スペインの有料道路事業会社協会) では、 新規プロジェクト実施の足かせになる

のではないかと危惧しており、 新基準導入を先送りするよう働きかけを行っている。

フ
ラ
ン
ス

かつては、開業当初の赤字を回避するため減価償却費等の経費を後年度に繰り延べる制
度 (｢繰延構造費用制度｣) が認められていたが、 この制度は2000年から廃止された。 廃止

に当たっては、料金徴収期間の延長により有料道路事業会社の利益が確保されるよう調整
が行われた。

亨

官
民
の
リ
ス
ク
分
担

一

こ
れ
ま
で
我
が
国
で
は
、
高
速
道
路
の
建
設
及
び
管
理

に
伴
っ
て
生
じ
る
リ
ス
ク

(注
)
に
つ
い
て
、
政
府

(地

方
公
共
団
体
を
含
む
。)
と
政
府
が
全
額
出
資
す
る
特
殊

法
人
と
で
対
処
し
て
お
り
、
最
終
的
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
り

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
全
体
を
三
一
･
五
%
減

価
処
理
し
た
金
額
で
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。

.
ベ
ー
ス
と
な
る
道
路
建
設
コ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、

五
年
に
一
度
、
全
般
的
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
に

な
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
年
は
、
建
設
物
価
の

イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
用
い
て
修
正
を
行
う
。

･
構
造
物
等
を
除
く
一
般
的
な
道
路
資
産
に
つ
い
て

減
価
償
却
は
行
わ
れ
な
い
。

･
他
方
、
橋
梁
、
ト
ン
ネ
ル
、
ア
ン
ダ
ー
パ
ス
等
の

構
造
物
の
耐
用
年
数
は
個
々
の
資
産
の
状
況
に
応

じ
て
二
〇
年
か
ら
三
一〇
年
、
道
路
情
報
提
供
装

置
の
耐
用
年
数
は
一
五
年
と
設
定
さ
れ
、
定
額
法

に
よ
る
減
価
償
却
が
行
わ
れ
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
は
、
道
路
庁
が
、

行
政
機
関
と
し
て
将
来
に
わ
た
り
半
永
久
的
に
道
路

資
産
の
管
理
を
行
っ
て
い
く
こ
と
を
前
提
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
民
間
の
有
料
道
路
事
業
会
社
の
バ
ラ
ン

ス
シ
ー
ト
に
お
け
る
道
路
資
産
の
取
り
扱
い
と
は
前

提
条
件
が
根
本
的
に
異
な
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要

っ れ が 提 ス の 資 行

　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
o が ト リ 管 関 、 る 耐 二 物 、 償 物 デ て に ス

根 に 、 理 と こ 減 用 ○ の 橋 却 等 ッ お ー と
" を し 、 初･ は を ク た



民
間
会
社
と
し
て
の
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
手
法
と
し
て
は
、

引
当
金

･
積
立
金
(例

…
大
規
模
修
繕
に
備
え
た
積
立
金

　　 　 　 　 　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
金間も自国艦顔逡長女入登 ÷ 上 喜 ,套 炙 高 考 2 すき府の ｣ を

･為宗け溌多＼釜窺譲蠣碗遼秀錬爺乏維裟道 、　　　　　

ス
ク
を
政
府

(=
官
)
が
負
担
す
る
形
に
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
道
路
関
係
四
公
団
の
民
営
化
に
際
し
て
は
、
こ

れ
ら
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
機
構

(独
立
行
政
法
人
と
し

て
政
府
の
権
限
を
代
行
す
る
者
=
官
)
と
会
社

(民
)
が

ど
の
よ
う
に
分
担
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
機
構
と
会
社
が

締
結
す
る
協
定
の
中
で
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
官
民
の
リ
ス
ク
分
担
に
関
す
る
各

国
の
考
え
方
に
つ
い
て
調
査
し
た
。

(注
)
高
速
道
路
の
建
設
･
管
理
に
伴
っ
て
生
じ
る
リ
ス

環
境
問
題
等
に
起
因
す
る
事
業
遅
延

建
設
コ
ス
ト
の
増
嵩

大
規
模
自
然
災
害

交
通
量
変
動
に
よ
る
料
金
収
入
の
減
少

併
せ
て
、
民
間
会
社
が
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
場
合
の
リ

ス
ク
ヘ
ッ
ジ
手
法

(例

…
引
当
金

･
積
立
金
、
保
険
)
に

官
民
の
リ
ス
ク
分
担
の
考
え
方
に
つ
い
て
の
調
査
結
果

は
表
3
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

概
観
す
る
と
、
各
国
と
も
、
ひ
と
た
び
契
約
が
締
結
さ

れ
る
と
、
原
則
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
リ
ス
ク
を
事
業
会
社

(=
民
)
が
負
担
す
る
と
い
う
考
え
方
が
採
ら
れ
て
い
る

が
、
自
然
災
害
や
不
可
抗
力
に
つ
い
て
は
例
外
的
な
取
り

も ッ て 交 大 建 環
調 ジ 、 通 規 設 境
査 手 民 量 模 コ 問
を 法 間 変 自 ス 題
行 ( 会 動 然 ト 等
っ 例 社 に 災 の に

お 分 行 ( 会 動 然 ト 等　　　　　　　嵩 因

　　 　　　　 　 　

積 し な て 業 締 薹 簇立 て 取 い 会 結 結 )
金 は

　 　 　 　　　　　　　
　　 　 　 　　 　 　 　　
に リ ス こ が が し こ ね

表 3 官民のリスク分担の考え方

イ
ギ
リ
ス

リスク分担は契約締結時の交渉によって決まるが、 原則として、 設計、 建設、 維持、 管

理、資金調達に関するあらゆるリスクを事業会社が負う。政府が負担するリスク (下記①
~ ⑥参照) は契約書に限定的に列挙され、それ以外のリスクは事業会社が負う。契約締結
時に想定されていなかったリスクも事業会社が負う。

① 用地取得
② 開始指示及び完了確認の遅れ
③ 政府の指示による変更及び追加工事
④ 政治的スタンスの変化

⑤ プロジェクトに関係する法律の改正

⑥ 発掘調査
なお、 自然災害のリスク、 環境問題等による反対運動のリスクに関しては、 想定

の範囲を超える場合には別途協議という契約条項が設けられている。

ス
ペ
イ
ン

環境問題については、 事前に解決された上で契約が締結される。
契約締結後のリスク (交通量リスク、 オペレーション ･リスク、 財務リスク) は、 基本

的に事業会社が負うが、 自然災害のリスクは政府が負担することになっている。 政府の方

針に起因するリスク ("g :制度改正、並行する区間に無料の高速道路が建設された場合)
に関しては、 別途協議が行われる。

フ
ラ
ン
ス

設計、建設、資金調達、運営に関しては、事業会社があらゆるリスクを負担する。
用地取得のリスクも事業会社の負担となる。不可抗力など特別な事情によるリスクにつ

いては、 政府と事業会社で分担する。



が
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
国
際
会
計
基
準
で
は
費
用

処
理
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
税
引
き
後

利
益
の
中
か
ら
積
み
立
て
を
行
っ
て
い
る

(｢任
意
積
み

立
て
｣
の
形
)。

ま
た
、
保
険
に
関
し
て
は
、
施
設
損
壊
に
対
す
る
保
険
、

第
三
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
た
め
の
保
険
が
活
用
さ
れ

て
い
る
が
、
建
設
コ
ス
ト
の
増
嵩
や
交
通
量
変
動
に
よ
る

料
金
収
入
の
減
少
を
補
填
す
る
よ
う
な
保
険
は
な
い
。
な

お
、
A
S
E
T
A

(ス
ペ
イ
ン
の
有
料
道
路
事
業
会
社
協

会
)
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
9
･
=
テ
ロ
以
降
保
険
料
が
高

騰
し
て
い
る
と
の
コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
。

今
回
の
調
査
で
は
、
民
間
企
業
と
し
て
の
経
営
判
断
を

行
う
有
料
道
路
事
業
会
社
と
政
府
の
利
害
が
対
立
し
た
事

例
が
あ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
場
合
、
ど
の
よ
う
に
調
整

が
行
わ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
ヒ
ア
リ
ン
グ
を

行

っ
た
。

調
査
対
象
と
し
た
三
カ
国
で
は
、
政
府
と
事
業
会
社
が

締
結
す
る
契
約
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
明
確
か
つ
詳
細

な
取
り
決
め
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
利
害
対

立
に
起
因
し
て
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す
る
余
地
は
少
な
い
模

様
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
混
合
経
済
会
社

(サ

ー
ネ
フ
社
)
に
お
い
て
は
、
｢政
府
は
株
主
で
あ
る
た
め
、

政
府
の
意
向
は
実
質
的
な
義
務
づ
け
で
あ
る
。｣
と
の
コ

メ
ン
ト
も
あ
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が

｢契
約
社
会
｣
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て

実
感
さ
れ
た
が
、
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
通
行
料
金
の
引
き
上

げ
を
め
ぐ
り
政
府
と
有
料
道
路
事
業
会
社
が
裁
判
で
争
っ

た
事
例
が
紹
介
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
｢有
料
道
路
事
業
会

社
は
、
前
年
度
末
時
点
の
物
価
上
昇
率
の
九
五
%
の
料
金

引
き
上
げ
が
で
き
る
。｣
と
の
契
約
条
項
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
政
府
が
二
0
0
一
年
の
料
金
引
き
上
げ
を
凍

結
し
た
も
の

(政
府
と
し
て
は
、
イ
ン
フ
レ
を
抑
制
す
る

た
め
政
治
的
判
断
で
凍
結
を
行
っ
た
。)
で
、
最
高
裁
判

所
ま
で
争
わ
れ
、
政
府
の
敗
訴
が
確
定
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
政
府
と
有
料
道
路
事
業
会
社
と
の
関
係

も
契
約
上
の
関
係
で
あ
る
以
上
、
あ
ら
か
じ
め
出
来
る
だ

け
明
確
か
つ
詳
細
な
取
り
決
め
を
行
っ
た
上
で
、
ト
ラ
ブ

ル
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
他
の
契
約
関
係
と
同
様
、
裁
判

手
続
に
よ
り
解
決
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

今
回
の
調
査
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
有
料
道
路
事

業
会
社
に
関
す
る
諸
制
度
に

｢国
際

容
云計
)
基
準
｣
や

｢E
U
指
令
｣
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
て

い
る
こ
と
が
実
感
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社

会
は
文
字
通
り

｢契
約
社
会
｣
で
あ
り
、
各
国
に
お
い
て
、

政
府
と
有
料
道
路
事
業
会
社
の
関
係
が
、
契
約
関
係
と
し

て
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
感
じ
ら
れ
ま

し
た
。

こ
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
有
料
道
路
事
業
会
社
を
取

り
巻
く
状
況
は
、
我
が
国
の
高
速
道
路
事
業
を
取
り
巻
く

状
況
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、

道
路
関
係
四
公
団
の
民
営
化
に
伴
っ
て
新
た
に
枠
組
み
が

構
築
さ
れ
る
諸
制
度
に
関
し
て
、
今
回
の
調
査
対
象
国
で

採
用
さ
れ
て
い
る
仕
組
み
を
も
と
に
制
度
を
構
築
す
る
に

せ
よ
、
あ
る
い
は
、
我
が
国
独
自
の
制
度
を
構
築
す
る
に

せ
よ
、
こ
の
調
査
結
果
が
少
し
で
も
参
考
に
な
れ
ば
幸
い

で
す
。

最
後
に
、
各
国
の
訪
問
先
の
担
当
者
の
皆
様
、
各
国
駐

在
の
日
本
大
使
館
一
等
書
記
官
の
皆
様
に
お
か
れ
て
は
、

お
忙
し
い
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
今
回
の
調
査
に
ご
協
力
い

た
だ
い
こ
と
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
心
よ
り
御
礼
申
し
上

げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

V

有
料
道
路
事
業
会
社
と
政
府
の
利
害
が
対

立
し
た
事
例
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テ
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実
証
実
験

中
国
地
方
整
備
局
浜
田
河
川
国
道
事
務
所

貞
任

俊
典

蠣

隊
じ
め
に

中
国
地
方
は
、
過
疎
化
や
高
齢
化
が
全
国
を
上
回
る
速

さ
で
進
展
し
、
特
に
中
山
間
地
域
で
は
深
刻
な
社
会
問
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。
国
土
交
通
省
で
は
、
こ
の
よ
う
な
課

題
に
対
応
す
る
施
策
の
一
つ
と
し
て
、
地
域
I
T
S

(甘
言
=
矯
g
[
弓
逐
口
者
目

の
溶
け
日
也

を
展
開
し
て
お
り
、

地
域
の
実
情
に
即
し
た
道
路
環
境
の
実
現
を
図
る
と
と
も

に
、
地
域
振
興
へ
の
波
及
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

こ
こ
で
は
、
当
河
川
国
道
事
務
所
が
平
成
一
三
年
度
よ

り
手
掛
け
て
い
る

｢ゆ
き
な
み
ネ
ッ
ト
｣
の
実
証
実
験
の

概
要
を
紹
介
し
ま
す
。

二

実
験
目
的

｢
ゆ
き
な
み
ネ
ッ
ト
｣
は
、
中
国
地
方
を
対
象
と
し
た

道
路
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
で
す
。
実
証
実
験
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
サ
イ
ト

(図
1
)
は
、
利
用
者
が
覚
え
や
す
い
ア
ド

レ
ス

(耳
君
"
[o
pa
N
上
芝

を
取
得
し
て
い
ま
す
。
ま
た

平
成
一
四
年
度
か
ら
は
、
情
報
提
供
者
で
構
成
す
る

｢ゆ

き
な
み
ク
ラ
ブ
｣
を
設
立
し
、
地
域
と
協
働
体
制
で
取
り

組
む
こ
と
で
、
地
域
へ
の
定
着
を
目
差
し
て
い
ま
す
。

こ
の
実
証
実
験
は
、
季
節
に
応
じ
た
道
路
情
報
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で
道
路
利
用
者
に
提
供
し
、
冬
期
の
チ

ェ
ー
ン
着
脱
に
よ
る
渋
滞
や
交
通
事
故
の
削
減
に
よ
り
、

自
動
車
交
通
の
安
全
性
や
円
滑
性
を
高
め
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。
合
わ
せ
て
各
種
の
地
域
情
報
を
提
供
す

る
こ
と
で
、
地
域
の
観
光
産
業
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
指
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し
て
い
ま
す
。

三

実
証
実
験
の
経
緯

｢ゆ
き
な
み
ネ
ッ
ト
｣
は
、
島
根
県
西
部
石
見
地
域
の

地
域
I
T
S
の
一
環
と
し
て
取
り
組
む
道
路
情
報
提
供
シ

ス
テ
ム
で
す
。

平
成
一
三
年
三
一月
~
翌
年
三
月
の
間
、
ス
キ
ー
客
で

賑
わ
う
芸
北
エ
リ
ア

(島
根
県
･
広
島
県
境
付
近
)
を
対

象
と
し
て
、
道
路
情
報
を
パ
ソ
コ
ン
と
携
帯
電
話
に
よ
り

提
供
す
る

｢冬
期
ゆ
き
な
み
ネ
ッ
ト
｣
実
証
実
験
を
行
い

ま
し
た
。

芸
北
エ
リ
ア
で
は
、
雪
道
に
不
慣
れ
な
九
州
方
面
や
山

陽
方
面
か
ら
の
ス
キ
ー
ヤ
ー
が
多
く
、
積
雪
･
凍
結
な
ど

交
通
障
害
が
原
因
の
交
通
事
故
や
交
通
渋
滞
が
発
生
し
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ド
ラ
イ
バ
ー
に
事
前
情
報
を
提
供

す
る
こ
と
で
冬
期
交
通
の
安
全
性
を
確
保
し
、
合
わ
せ
て

地
域
の
主
要
産
業
の

｢観
光
｣
を
支
援
し
ま
す
。

ま
た
平
成
一
四
年
七
月
~
八
月
に
は

｢夏
期
ゆ
き
な
み

ネ
ッ
ト
｣
、
九
月
か
ら
は

｢秋
期
ゆ
き
な
み
ネ
ッ
ト
｣
と

し
て
地
域
の
観
光
地
情
報
な
ど
を
提
供
す
る
実
証
実
験
を

行
い
ま
し
た
。
平
成
一
四
年
一
二
月
か
ら
翌
年
三
月
、
及

び
平
成
一
五
年
一
二
月
か
ら
翌
年
三
月
に
は
、
情
報
収
集

エ
リ
ア
を
鳥
取
県
･
岡
山
県
方
面
に
も
拡
大
し
、
第
二
次

｢冬
期
ゆ
き
な
み
ネ
ッ
ト
｣
実
証
実
験
を
行
い
ま
し
た
。

今
回
も
、
平
成
一
六
年
一
二
月
か
ら
平
成
一
七
年
三
月

の
予
定
で
、
｢冬
期
ゆ
き
な
み
ネ
ッ
ト
｣
実
証
実
験
を
行

っ
て
い
ま
す
。

四

シ
ス
テ
ム
イ
メ
ー
ジ

実
証
実
験
で
は
、
道
路
管
理
者
が
保
有
す
る
道
路
情
報

と
、
沿
道
の
民
間
施
設
か
ら
提
供
さ
れ
る
道
路
情
報
を
収

集
提
供
し
て
い
ま
す
。
合
わ
せ
て
、
道
路
利
用
者
が
必
要

と
す
る
病
院
、商
店
な
ど
地
域
情
報
も
提
供
し
て
い
ま
す
。
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＼
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ソ
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ガ
レ

収
集
し
た
各
種
の
情
報
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
を

介
し
て
一
般
の
道
路
利
用
者
に
提
供
さ
れ
ま
す
。
情
報
提

供
の
主
な
媒
体
は
近
年
急
速
に
普
及
し
て
い
る
携
帯
電
話

と
パ
ソ
コ
ン
で
す
。
道
路
利
用
者
は
、
こ
れ
ら
の
メ
デ
ィ

ア
を
利
用
す
る
こ
と
で
様
々
な
シ
ー
ン
で
情
報
を
簡
単
に

入
手
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す

(図
2
)。

五

シ
ス
テ
ム
の
特
徴

1

地
域
と
の
協
働

こ
の
シ
ス
テ
ム
の
最
大
の
特
徴
は
、
道
路
管
理
者
か
ら

--̂~-- --- -- -- -】-′】k′̂｢髭□甘努
　 　
　　　　
　　　　　
　　　　　

　　　　　　 　 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図 3 道路情報画面



の
情
報
に
加
え
て
、
沿
道
の
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
、
レ
ン

タ
ル
ス
キ
ー
シ
ョ
ッ
プ
、
民
宿
な
ど
地
域
の
情
報
提
供
者

の
協
力
を
得
て
道
路
情
報
を
収
集
し
て
い
る
こ
と
で
す

(図
3
)。

民
間
施
設
は
携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ
ン
の
利
用
や
、
電
話

に
よ
る
自
動
応
答
で
、
一
日
二
回
程
度
の
道
路
情
報
を
提

供
し
ま
す
。
情
報
提
供
者
に
は
、
営
業
費
目
、
営
業
時
間
、

電
話
番
号
な
ど
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
を
掲
載
で
き
る
と
い
う
イ

彊広綺
車くめトラブ｣し潴趨講Tさい。R寺醒刻が有ろ‘方出張司賞毎

　 　
　　

広告

表 1 情報収集の項目と内容

聯 別種 鑽 項 目 内 容

蠅
道路情報 的動 交通規制情報 規制内容

、
箇所

地域情報 的静 公共施設 市町村情報

夏

道路情報 的動 交通交通情報 混雑状況

地域情報 的動 海水浴場情報 駐車場利用状況

的静 識錫加海 樒設施

秋
地域情報 的静 鰍蹴 幣設施

嵌場プンヤキ 趾

久
、

道路情報 的動 臟麺鷁 濶気薙纖緬
地域情報 的動 識場ーキス 況状用利場車駐

的静 報情場ーキス 椿設施

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
あ
り
、
道
路
管
理
者
と
民
間
の
情
報
提

供
者
が
相
互
に
利
益
の
あ
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
ま

す

(図
4
)。

シ
ス
テ
ム
を
地
域
と
協
働
で
運
営
し
て
い
く
こ
と
は
、

今
後
、
地
域
I
T
S
を
展
開
し
て
い
く
上
で
、
最
優
先
す

べ
き
課
題
で
あ
り
、
沿
道
の
民
間
情
報
提
供
者
の
協
力
を

得
て
無
償
で
道
路
情
報
を
収
集
し
て
い
く
こ
と
は
、
持
続

可
能
な
地
域
I
T
S
を
構
築
し
て
い
く
た
め
の
今
後
の
大

き
な
方
向
性
を
示
す
仕
組
み
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
道
路
情
報
に
合
わ
せ
て
、
季
節
に
応
じ
た
各
種
の

地
域
情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す

(表
1
)。
冬
期
の
ス
キ

ー
場
や
、
夏
期
の
海
水
浴
場
な
ど
観
光
地
に
は
、
観
光
地

"

情
報
を
携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ
ン
か
ら
入
力
を
依
頼
す
る
な

1道イテセ 2005,1

ど
、
地
域
と
協
働
で
シ
ス
テ
ム
を
運
営
し
て
い
ま
す
。

2

2

身
近
な
地
域
ー
T
S

｢ゆ
き
な
み
ネ
ッ
ト
｣
の
も
う
一
つ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、

身
近
で
親
し
み
や
す
い
地
域
I
T
S
で
す
。
｢ゆ
き
な
み

ネ
ッ
ト
｣
の
呼
称
は
タ
ウ
ン
情
報
誌
で
公
募
し
た
中
か
ら

選
定
し
、
利
用
者
に
わ
か
り
や
す
く
覚
え
や
す
い
ア
ド
レ

ス

(耳
言
"
[o私
N
上
芝

を
取
得
し
て
い
ま
す
。
ま
た
新

聞
広
告
を
は
じ
め
若
者
向
け
の
タ
ウ
ン
誌
や
メ
ー
ル
マ
ガ
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図5 チラシによる広報活動



ジ
ン
な
ど
各
種
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
広
報
し
、
利
用
者
層

の
拡
大
を
図
っ
て
い
ま
す

(図
5
)。

ま
た
情
報
提
供
者
で
構
成
す
る

｢ゆ
き
な
み
ク
ラ
ブ
｣

を
設
立
し
、
情
報
提
供
者
間
の
交
流
の
場
と
し
て
地
域
へ

の
定
着
を
目
差
し
て
い
ま
す
。

穴

実
証
実
験
の
評
価

昨
年
度
の

｢冬
期
ゆ
き
な
み
ネ
ッ
ト
｣
で
は
、
一
二
月

~
三
月
の
約
四
ヵ
月
で
一
〇
万
件
を
越
え
る
ア
ク
セ
ス
が

あ
り
、
利
用
者
の
皆
様
か
ら
実
験
の
継
続
を
望
む
多
く
の

声
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

ア
ク
セ
ス
ロ
グ
を
新
雪
深
の
推
移
と
比
較
し
た
結
果
、

そ
の
関
係
に
相
関
が
見
ら
れ
、
積
雪
時
の
道
路
情
報
に
対

す
る
利
用
者
ニ
ー
ズ
が
高
い
こ
と
が
伺
え
ま
す

(図
6
)。

｢ゆ
き
な
み
ネ
ッ
ト
｣
実
証
実
験
で
は
、
サ
イ
ト
内
に

設
置
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
や
、
ス
キ
ー
場
等
各
種
施
設
で
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
J
調
査
、
情
報
提
供
者
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー

新
雪
深
(
凹
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図 9 情報提供に対する協力意向



ト
調
査
を
行
い
、
利
用
者
及
び
情
報
提
供
者
の
意
向
を
調

査
し
て
い
ま
す
。
平
成
一
五
年
度
実
施
の
結
果
か
ら
は
、

シ
ス
テ
ム
の
取
組
み
に
対
し
て
九
割
程
度
の
利
用
者
の
方

か
ら
賛
同
を
い
た
だ
い
て
お
り
、
ほ
ぼ
全
員
の
方
が
今
後

の
シ
ス
テ
ム
継
続
を
希
望
さ
れ
て
い
ま
す

(図
7
･
8
)。

一
方
課
題
と
し
て
は
、
情
報
量
の
充
実
や
情
報
の
リ
ア
ル

タ
イ
ム
性
の
向
上
を
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
情
報
提
供
者
で
あ
る

｢ゆ
き
な
み
ク
ラ
ブ
｣
会

員
の
方
か
ら
は
、
ほ
ぼ
全
員
か
ら
今
後
の
情
報
提
供
に
対

す
る
協
力
意
向
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
｢ゆ
き

な
み
ネ
ッ
ト
｣
が
地
域
振
興
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
が
伺

え
ま
す

(図
9
)。

七
一
お
わ
り
に

地
域
I
T
S
は
、
既
に
全
国
各
地
で
様
々
な
取
組
み
が

実
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
シ
ス
テ
ム

を
継
続
的
な
も
の
と
し
て
ど
の
よ
う
に
運
営
し
て
い
く
の

か
が
共
通
の
課
題
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
実
証
実
験
で
は
、

利
用
者
と
情
報
提
供
者
が
互
い
に
メ
リ
ッ
ト
あ
る
仕
組
み

を
提
供
し
、
そ
の
結
果
利
用
者
よ
り
高
い
評
価
を
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
今
年
度
は
、
画
面
の
見
易
さ
と
保
守
性
の

向
上
と
共
に
、
利
用
者
と
情
報
提
供
者
の
関
係
を
活
か
し

た
継
続
的
運
営
方
法
を
考
え
て
い
く
予
定
で
す

(図

態
。

本
稿
で
紹
介
し
た
内
容
は
、
｢
ゆ
き
な
み
ネ
ッ
ト
｣

(耳
ぎ
"
5
乱
N
ご
芝

で
ア
ク
セ
ス
可
能
で
す
の
で
、
是
非

　

　

　

　　
　

　

　

!̂

ゆゞ
き
な
み
ネ
ッ
ト
利
用
者

一

般

会

員

i

圓

運
営
主
体
m

ゆ
き
な
み
ク
ラ
ブ

(事
務
局
)

圓

圓

、
道
路
管
理
者

民
間
事
業
者
、

(国
◇
県
橇
J
H
)

^

人
物
流
、
交
通
、
観
光
、

"
沿
道
施
設
等
)

　
　

　
　

　　

一
度
ご
覧
い
た
だ
き
、
サ
イ
ト
内
に
設
置
し
て
い
る
ア
ン

ケ
ー
ト
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
ご
意
見
を
お
寄
せ
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。

な
お
、
皆
様
か
ら
い
た
だ
い
た
ご
意
見
に
つ
い
て
は
、

今
後
の

｢ゆ
き
な
み
ネ
ッ
ト
｣
の
シ
ス
テ
ム
や
運
営
体
制

構
築
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。

図10 推進体系 ･運営体系のイメージ



遭
灘
関
係
国
公
園
民
営
化
関
係
法
そ
の
5

“

圓
暮
邁
嚢
篝
鬮
篭
◎
糜
鬮
電
幅
鰹
う

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
臣
官
房
道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
関
係
組
織
設
立
準
備
室

清
水

奈
緒
美

今
回
は
、道
路
整
備
特
別
措
置
法
の
後
半
の
解
説
の
他
、

日
本
道
路
公
団
等
の
民
営
化
に
伴
う
道
路
関
係
法
律
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律

(平
成
一
六
年
法
律
第
一
〇
一
号
)

に
お
い
て
改
正
さ
れ
た
道
路
法
に
つ
い
て
主
要
な
改
正
点

を
説
明
し
た
い
。

誉̂
き
道
路
整
備
時
刻
譜
置
皺
ま
後
鑑
賞
＼
"

…

負
担
金
等
の
強
制
徴
収

第
四
十
五
条
は
会
社
、
機
構
又
は
地
方
道
路
公
社

(以

下

｢公
社
｣
と
い
う
。)
が
徴
収
す
る
料
金
、
割
増
金
、

占
用
料
、
連
結
料
及
び
負
担
金

(以
下

｢負
担
金
等
｣
と

い
う
。)
の
強
制
徴
収
に
つ
い
て
定
め
る
。

1

機
構
又
は
公
社
の
収
入
と
な
る
負
担
金
等
の
強
制
徴

収機
構
又
は
公
社
の
収
入
と
な
る
負
担
金
等
に
つ
い
て

は
、
確
実
な
徴
収
を
期
す
る
た
め
、
強
制
徴
収
に
つ
い
て

定
め
た
道
路
法
第
七
十
三
条
を
準
用
又
は
読
み
替
え
て
適

用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
対
象
と
な
る
の
は
、
第
十
条

第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
社
が
徴
収
す
る
料
金

並
び
に
当
該
料
金
に
係
る
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く

割
増
金
で
あ
る
。
ま
た
、
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
機
構
等

(機
構
又
は
公
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
第

二
条
第
七
項
)
の
収
入
と
さ
れ
た
占
用
料
、
連
結
料
及
び

負
担
金
に
つ
い
て
も
強
制
徴
収
の
対
象
と
な
る
。

機
構
等
は
、
準
用
又
は
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
道
路

法
第
七
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
負
担
金
等
を
納
付
し

な
い
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
督
促
状
に
よ
っ
て
納
付

す
べ
き
期
限
を
指
定
し
て
督
促
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
機
構
等
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
手
数
料
及
び
延
滞
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き

る
。機

構
等
か
ら
督
促
を
受
け
た
者
が
そ
の
指
定
す
る
期
限

ま
で
に
そ
の
納
付
す
べ
き
金
額
を
納
付
し
な
い
場
合
に
お

い
て
は
、
機
構
等
は
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
、
当
該

督
促
に
係
る
負
担
金
並
び
に
手
数
料
及
び
延
滞
金
を
徴
収

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

会
社
の
収
入
と
な
る
負
担
金
の
強
制
徴
収

会
社
は
第
四
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
会
社
の
収

入
と
な
る
負
担
金
を
徴
収
し
な
い
者
が
あ
る
場
合
、
督
促

状
を
発
し
て
督
促
し
、
そ
の
者
が
督
促
状
に
お
い
て
指
定



し
た
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
い
と
き
は
、
機
構
に
対
し
、

有
す
る
機
構
が
こ
れ
を
会
社
に
貸
し
付
け
、
会
社
は
料
金

そ
の
徴
収
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

又

を

露

と

る
･
寸
斗
を
幾
溝
と

ム
う
>

薫

強
制
徴
収
の
執
行
は
公
権
力
の
行
使
に
該
当
し
、
株
式

会
社
た
る
会
社
に
強
制
徴
収
を
行
わ
せ
る
こ
と
は
適
当
で

は
な
い
た
め
、
公
共
的
な
機
関
で
あ
る
機
構
に
そ
の
徴
収

を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
機
構
を
通
じ
て

負
担
金
の
確
実
な
徴
収
を
図
る
仕
組
み
と
し
た
。

機
構
は
会
社
に
代
わ
っ
て
強
制
徴
収
を
行
う
も
の
で
あ

る
か
ら
、
道
路
法
第
七
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
手
数

料
は
機
構
の
収
入
と
す
る
。
ま
た
、
会
社
は
本
来
自
ら
行

う
べ
き
で
あ
る
負
担
金
の
徴
収
を
機
構
に
代
行
し
て
も
ら

う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
機
構
が
徴
収
し
た
金
額

(上
記
の

同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
手
数
料
に
相
当
す
る
金
額
を
除

く
。)
の
一
〇
0
分
の
四
に
相
当
す
る
金
額
を
機
構
に
納

付
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二

道
路
資
産
の
帰
属

第
五
十
一
条
は
道
路
資
産
の
帰
属
関
係
に
つ
い
て
規
定

し
て
い
る
。
旧
特
措
法
上
は
、
公
団
が
道
路
の
新
設
又
は

改
築
の
た
め
に
取
得
し
た
道
路
資
産
は
当
該
公
団
に
帰
属

す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
今
般
の
改
正
に
よ
り
会
社

管
理
高
速
道
路
に
係
る
道
路
資
産
を
保
有
し
、
債
務
を
返

済
す
る
組
織
と
し
て
機
構
を
新
設
し
た
こ
と
か
ら
、
新
規

建
設
に
係
る
道
路
資
産
に
つ
い
て
は
機
構
に
帰
属
す
る
こ

と
と
し
、
こ
の
旨
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

今
般
の
民
営
化
ス
キ
ー
ム
に
お
い
て
は
道
路
資
産
を
保

収
入
を
原
資
と
す
る
貸
付
料
を
機
構
に
支
払
う
こ
と
を
通

じ
て
債
務
を
返
済
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

新
規
建
設
に
係
る
道
路
資
産
に
つ
い
て
も
工
事
完
了
後
は

機
構
に
帰
属
さ
せ
、
こ
れ
を
会
社
に
貸
し
付
け
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う

｢道
路
資
産
｣
と
は
機
構
法
第
二
条
第
二

項
に
定
義
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
高
速
道
路
を
構
成

す
る
敷
地
又
は
支
壁
そ
の
他
の
物
件
を
指
す
。
道
路
資
産

に
は
道
路
の
附
属
物
も
含
ま
れ
る
が
、
料
金
の
徴
収
施
設

等
会
社
に
帰
属
す
る
も
の
は
除
か
れ
る
。
｢帰
属
す
る
｣

と
は
所
有
者
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
会
社
が
取
得

し
た
道
路
資
産
の
所
有
権
が
機
構
に
移
管
さ
れ
る
と
い
う

意
味
で
あ
る
。

①
会
社
が
高
速
道
路
の
新
設
又
は
改
築
の
た
め
に
取

得
し
た
道
路
資
産
は
、
工
事
完
了
の
日
以
前
に
お
い

て
は
会
社
に
帰
属
し
、
工
事
完
了
の
日
の
翌
日
以
後

は
機
構
に
帰
属
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

工
事
完
了
の
日
と
は
、
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規

定

(※
1
)
に
よ
り
機
構
に
公
告
す
る
工
事
完
了
の

日
を
指
し
、
そ
の
日
ま
で
は
会
社
に
、
そ
の
日
の
翌

日
以
後
は
会
社
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

(第
五
十
一条
第
一
項
及
び
第
二
項
)

※
1
･!
第
二
十
二
条
第

一
項
に
お
い
て
は
、
会
社
等
が
高
速
道
路
の
新

設
･
改
築
に
関
す
る
工
事
等
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
当
該
道
路
の
路
線
名
、
工
事
の
区
間
、
工
事
の
種
類
、
工
事

の
開
始
の
日
に
つ
い
て
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
る
。

ま
た
、
第
二
項
に
お
い
て
は
、
上
記
の
工
事
の
全
部
若
し
く
は

一
部
を
完
了
し
、
又
は
工
事
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
等
は
、

第
一
項
に
準
じ
て
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め

て
い
る
。

②
同
条
第
二
項
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
会
社
及
び
機

構
が
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
道
路
資
産
帰

属
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
機

構
に
帰
属
す
る
日
前
に
お
い
て
も
当
該
計
画
に
従
っ

て
道
路
資
産
を
機
構
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
は
、
会
社
が
行
う
高
速
道
路
の
新
設
･
改

築
の
工
事
の
中
に
は
長
期
に
わ
た
る
も
の
も
含
ま
れ

て
お
り
、
工
事
完
了
前
に
お
い
て
も
、
そ
の
一
部
を

機
構
に
移
管
す
る
こ
と
が
十
分
可
能
な
状
態
と
な
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
部
分
に
つ

い
て
は
、
工
事
完
了
の
日
以
前
で
あ
っ
て
も
道
路
資

産
及
び
当
該
道
路
に
資
産
に
係
る
債
務
の
一
部
を
信

用
力
の
高
い
機
構
に
帰
属
さ
せ
、
債
務
の
借
換
え
等

に
よ
る
資
金
コ
ス
ト
を
縮
減
し
、
国
民
負
担
の
軽
減

を
図
る
た
め
で
あ
る
。

道
路
資
産
帰
属
計
画
に
は
、
機
構
に
帰
属
す
る
道

路
資
産
の
内
容
及
び
道
路
資
産
が
機
構
に
帰
属
す
る

予
定
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
(同

条
第
三
項
)

③
会
社
の
行
う
高
速
道
路
の
修
繕
及
び
災
害
復
旧
に

関
す
る
工
事
に
よ
っ
て
も
道
路
資
産
が
増
加
す
る
こ



と
が
考
え
ら
れ
る
た
め
、当
該
道
路
資
産
に
つ
い
て
、

工
事
完
了
の
日
の
翌
日
に
機
構
に
帰
属
す
る
も
の
と

し
て
い
る
。
修
繕
及
び
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
に

つ
い
て
は
第
二
十
二
条
第
二
項
の
公
告
の
対
象
と
さ

れ
て
い
な
い
た
め
、
機
構
に
帰
属
す
る
時
期
は
現
に

工
事
が
完
了
し
た
日
の
翌
日
で
あ
る
。
(同
条
第
四

項
)

④
ま
た
、
第
五
十
二
条
に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
の

規
定
に
よ
り
機
構
に
帰
属
し
た
道
路
資
産
等
が
料
金

の
徴
収
期
間
の
満
了
日
の
翌
日
に
道
路
管
理
者
に
帰

属
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
道
路
は
本

来
無
料
で
公
開
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
料
金
の

徴
収
期
間
満
了
後
の
道
路
資
産
は
当
然
に
道
路
管
理

者
に
帰
属
す
る
こ
と
か
ら
旧
特
措
法
に
は
徴
収
期
間

満
了
後
の
道
路
資
産
の
帰
属
に
つ
い
て
の
規
定
が
な

い
が
、
今
般
の
民
営
化
に
よ
り
料
金
の
徴
収
期
間
中

の
道
路
資
産
は
機
構
が
保
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た

め
、
確
認
的
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
道
路
法
の
改
正
内
容
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
。

主
な
改
正
点
は
自
動
車
専
用
道
路
へ
の
連
結
の
制
限
対
象

の
変
更
等
連
結
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

一

連
結
許
可
等

道
路
法

(以
下
、
特
に
断
り
が
な
い
場
合
の
規
定
は
道

路
法
の
規
定
を
指
す
。)
第
四
十
八
条
の
四
か
ら
第
四
十

八
条
の
十
は
自
動
車
専
用
道
路
と
の
連
結
に
つ
い
て
の
規

定
を
定
め
て
い
る
。
第
四
十
八
条
の
四
の
改
正
は
、
公
団

の
民
営
化
に
伴
い
、
自
動
車
専
用
道
路
と
の
連
結
に
つ
い

て
、
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア

･
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア

(以
下

｢S
A
･
P
A
｣
と
い
う
。)
を
連
結
対
象
と
し
て
追
加
す

る
等
、
必
要
な
措
置
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

1

自
動
車
専
用
道
路
と
の
連
結
の
制
限

道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
推
進
委
員
会
の
意
見
書
に
お

い
て
、
会
社
は
S
A
･
P
A
の
う
ち
休
憩
所

･
給
油
所
等

の
利
便
施
設
に
係
る
資
産
を
承
継
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
会

社
は
こ
れ
ら
の
施
設
を
経
営
す
る
事
業
を
行
っ
て
、
利
潤

を
追
求
す
る
こ
と
と
な
る
。

会
社
が
利
潤
を
追
求
す
る
た
め
の
施
設
は
、
こ
れ
を
一

般
通
行
の
用
に
供
す
る
た
め
の
道
路
の
区
域
と
し
て
と
ど

め
て
お
く
こ
と
は
適
切
で
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
道

路
区
域
内
に
あ
っ
た
s
A
･
P
A
の
利
便
施
設
部
分
は
、

道
路
区
域
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
結
果
、

こ
れ
ら
の
施
設
が
新
た
に
自
動
車
専
用
道
路
に
連
結
す
る

こ
と
と
な
る
た
め
、
自
動
車
専
用
道
路
に
連
結
す
る
こ
と

が
で
き
る
施
設
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
必
要
と
な

り
、
本
条
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。

従
来
、
自
動
車
専
用
道
路
と
の
連
結
に
つ
い
て
は
、
旧

第
四
十
八
条
の
四
に
お
い
て
、
道
路
等

(道
路
法
上
の
道

路
、
一
般
自
動
車
道
又
は
交
通
の
用
に
供
す
る
通
路
そ
の

他
の
施
設
)
の
管
理
者
は
自
動
車
専
用
道
路
と
の
連
結
に

当
た
っ
て
予
め
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
る
の
み
で

(※
2
)、
自
動
車
専
用
道
路
に
連
結
す

る
施
設
が
制
限
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
自

動
車
専
用
道
路
に
連
結
す
る
施
設
と
し
て
道
路
等
以
外
に

は
想
定
さ
れ
る
も
の
が
な
か
っ
た
た
め
、
連
結
対
象
施
設

を
限
定
す
る
規
定
を
特
に
設
け
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ

る
。
今
般
の
改
正
に
よ
り
連
結
対
象
施
設
と
し
て
s
A
･

P
A
の
利
便
施
設
部
分
が
新
た
に
加
わ
る
た
め
、
自
動
車

専
用
道
路
に
連
結
で
き
る
施
設
の
範
囲
を
明
確
化
す
る
た

め
、
高
速
自
動
車
国
道
法
第
十
一
条
の
規
定
振
り
に
合
わ

せ
、
自
動
車
専
用
道
路
と
の
連
結
の
制
限
に
関
す
る
規
定

を
置
く
こ
と
と
な
っ
た
。

※
2
ー
道
路
等
の
管
理
者
が
道
路
管
理
者
の
場
合
は
協
議
。

2

連
結
対
象
施
設

第
四
十
八
条
の
四
は
、
そ
の
各
号
に
お
い
て
、
自
動
車

専
用
道
路
に
連
結
で
き
る
施
設
の
範
囲
に
つ
い
て
定
め

る
o

①
第
1
号
関
係

旧
第
四
十
八
条
の
四
に
お
い
て
自
動
車
専
用
道
路
に
連

結
す
る
対
象
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
道
路
等
に
つ
い
て

は
、
引
き
続
き
連
結
対
象
と
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
た



め
、
本
号
に
残
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う

｢道
路
等
｣
と

は
、
道
路
、
一
般
自
動
車
道
、
交
通
の
用
に
供
す
る
通
路

そ
の
他
の
施
設
で
あ
り

(第
四
十
八
条
の
三
)、
交
通
の

用
に
供
す
る
通
路
そ
の
他
の
施
設
と
は
、
都
市
計
画
街
路

で
道
路
法
に
よ
ら
な
い
も
の
、
農
道
、
林
道
、
私
道
、
里

道
等
が
考
え
ら
れ
る
。

②
第
2
号
関
係

｢当
該
自
動
車
専
用
道
路
の
通
行
者
の
利
便
に
供
す
る

た
め
の
休
憩
所
、
給
油
所
そ
の
他
の
施
設
｣
と
は
、
先
述

し
た
s
A
･
P
A
の
利
便
施
設
部
分
を
意
味
す
る
。
｢そ

の
他
の
施
設
｣
と
し
て
は
、
自
動
車
専
用
道
路
の
通
行
者

の
た
め
の
食
堂
･
売
店
や
自
動
車
修
理
場
な
ど
が
考
え
ら

れ
る
。

｢利
用
者
の
う
ち
相
当
数
の
者
が
当
該
自
動
車
専
用
道

路
を
通
行
す
る
と
見
込
ま
れ
る
商
業
施
設
、
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
施
設
そ
の
他
の
施
設
｣
と
は
、
平
成
一
〇
年
の
高

速
自
動
車
国
道
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
高
速
自
動
車
国
道

の
連
結
対
象
施
設
と
し
て
追
加
さ
れ
た
、
高
速
自
動
車
国

道
活
用
施
設
に
相
当
す
る
も
の
を
指
し
、
具
体
的
に
は
シ

ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
、
テ
ー
マ
パ
ー
ク
、
遊
園
地
、
物

流
施
設
等
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
施
設
は
高
速
自

動
車
国
道
の
み
な
ら
ず
、
自
動
車
専
用
道
路
に
連
結
す
る

こ
と
も
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
今
般
の
改
正
に
よ
り
連

結
対
象
施
設
と
し
て
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
。

③
第
3
号
関
係

第
三
号
は
、
第
二
号
の
施
設

(以
下

｢利
便
施
設
等
｣

と
い
う
。)
と
自
動
車
専
用
道
路
と
を
連
絡
す
る
通
路
そ

の
他
の
施
設
を
連
結
対
象
と
し
て
規
定
し
た
も
の
で
あ

る
。

3

連
結
基
準

第
四
十
八
条
の
五
は
、
自
動
車
専
用
道
路
に
連
結
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
施
設
に
つ
き
、
道
路
管
理
者
の

許
可
等
を
必
要
と
す
る
こ
と
、
及
び
そ
の
基
準
に
つ
い
て

定
め
る
。

道
路
等
に
つ
き
、自
動
車
専
用
道
路
の
道
路
管
理
者
は
、

連
結
の
場
合
に
は
そ
れ
が
自
動
車
専
用
道
路
の
効
用
を
妨

げ
な
い
場
合
に
限
り
、
平
面
交
差
の
場
合
に
は
第
四
十
八

条
の
三
た
だ
し
書
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場

合
に
限
っ
て
、
協
議
に
応
じ
又
は
許
可
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
は
従
来
の
道
路
等
の
連
結
協
議

･
許
可
の

基
準
と
同
様
で
あ
る
o

第
四
十
八
条
の
四
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設

に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
連
結
位
置
に
関
す
る
基
準

及
び
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
施
設
の
構
造
に
関
す
る
技

術
的
基
準
に
適
合
す
る
場
合
に
限
り
、
協
議
に
応
じ
、
又

は
連
結
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

高
速
自
動
車
国
道
に
対
す
る
連
結
施
設
に
つ
い
て
は
、

施
設
が
他
の
道
路
な
ど
他
の
者
が
管
理
す
る
他
の
通
路
そ

の
他
の
施
設
に
連
結
す
る
い
わ
ゆ
る

｢開
放
型
｣
と
連
結

し
な
い

｢閉
鎖
型
｣
の
二
種
類
が
あ
り
、
連
結
許
可
の
基

準
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
高
速
自
動
車
国
道
に
つ

い
て
は
、
連
結
位
置
及
び
連
結
予
定
施
設
が
高
速
自
動
車

国
道
法
第
五
条
に
基
づ
く
整
備
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ

て
い
る
た
め
、
｢開
放
型
｣
に
つ
い
て
は
こ
れ
に
適
合
す

る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
自
動
車
専
用

道
路
に
つ
い
て
は
法
定
の
整
備
計
画
が
存
在
し
な
い
た

め
、
こ
の
よ
う
な
区
別
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
た
め
、

｢閉
鎖
型
｣
の
連
結
基
準
と
同
様
の
基
準
を
設
け
た
も
の

で
あ
る

(高
速
自
動
車
国
道
法
第
一
条
の
二
第
二
項
第
三

号
参
詔
･
。

同
一
の
場
所
に
お
い
て
、
基
準
を
満
た
す
複
数
の
連
結

許
可
の
申
請
が
競
合
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
の

申
請
に
対
し
て
許
可
を
与
え
る
か
、
或
い
は
い
ず
れ
の
申

請
に
も
許
可
を
与
え
な
い
か
は
道
路
管
理
者
の
広
範
な
裁

量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
道
路
管
理
者
と
し
て
は
、
利
便

施
設
等
と
し
て
の
適
合
性
、
連
結
通
路
等
の
構
造

(線
形

や
幅
員
等
)
、
事
業
の
安
定
性
等
に
つ
い
て
審
査
の
上
、

判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。

三

連
結
料
の
徴
収
･
帰
属
篝

1

連
結
料
の
徴
収

第
四
十
八
条
の
七
は
連
結
許
可
を
受
け
た
施
設
に
つ
い

て
連
結
料
の
徴
収
を
定
め
る
規
定
で
あ
り
、
高
速
自
動
車

国
道
法
第
十
一
条
の
四
と
同
様
の
規
定
を
設
け
た
も
の
で

あ
る
。

今
般
の
改
正
に
よ
り
、
高
速
自
動
車
国
道

･
自
動
車
専

用
道
路
の
連
結
許
可
対
象
と
な
る
利
便
施
設
等
は
、
道
路



つ
い
て
追
加
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

連
結
料
は
道
路
管
理
者
の
収
入
と
な
る
。
た
だ
し
、
新

特
措
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
よ
り
、
有
料
道
路
に
お
い

て
は
、
当
該
連
結
料
の
徴
収
権
者
と
な
る
機
構
･
公
社
の

収
入
と
な
る

(新
特
措
法
第
四
十
二
条
第
三
項
)。

等
の
公
共
公
益
的
な
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
と
異
な

り
、
道
路
と
い
う
イ
ン
フ
ラ
を
用
い
て
私
的
な
収
益
目
的

の
事
業
を
行
う
た
め
の
施
設
で
あ
る
。
連
結
許
可
等
を
受

け
た
者
は
、
連
結
に
よ
り
独
占
的
･
排
他
的
か
つ
継
続
的

に
利
便
施
設
等
の
運
営
と
い
う
収
益
事
業
が
可
能
と
な
る

と
と
も
に
、
そ
の
施
設
の
用
地
に
つ
い
て
地
価
上
昇
等
の

特
別
の
利
益
が
発
生
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
利
益
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
相
応
し
た
対
価
を
徴
収

す
る
こ
と
が
社
会
的
公
平
の
観
点
か
ら
も
妥
当
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
連
結
を
受
け
る
道
路
を
管
理
す
る
側
は
、
連
結

に
よ
り
当
該
道
路
部
分
の
パ
ト
ロ
ー
ル
･
清
掃
等
の
管
理

に
要
す
る
費
用
が
増
加
し
、
負
担
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
追
加
的
な
管
理
費
用
に
つ
い
て
は
、

道
路
を
管
理
す
る
側
が
負
担
す
る
こ
と
と
し
て
公
的
な
負

担
や
料
金
に
転
嫁
さ
れ
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
り
、
す
べ

て
連
結
許
可
等
を
受
け
た
者
が
負
担
と
す
べ
き
で
あ
る
。

連
結
料
は
、
こ
の
よ
う
な
利
益
に
つ
い
て
の
受
益
者
負

担
的
な
性
格
と
、
追
加
的
な
管
理
費
用
を
償
う
負
担
金
の

性
格
を
併
せ
持
つ
公
用
負
担
と
し
て
、
道
路
管
理
者
が
徴

収
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

2

連
結
料
の
帰
属

第
六
十
四
条
に
お
い
て
は
道
路
に
関
す
る
各
種
収
入
の

帰
属
に
関
す
る
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
が
、
今
般
の
改
正

に
よ
り
、
自
動
車
専
用
道
路
に
連
結
す
る
施
設
に
係
る
連

次
回
か
ら
は
、
日
本
道
路
公
団
等
民
営
化
関
係
法
施
行

法
の
解
説
を
行
う
。



国
道
四
三
号
特
車
基
地
設
置
工
事

損
害
賠
償
請
求
事
件

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

千
木
良

敦
之

認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
以
下
概
要
を

紹
介
す
る
。事

実
及
び
理
由

御

請
求

約
一
億
一
、
五
〇
〇
万
円
等
の
支
払
い
。

②
提
訴
日

一
審
判
決
日

平
成
一
四
年
四
月
二
七
日

(請
求
棄
却
)

二
審
判
決
日

平
成
一
六
年
一
〇
月
一
五
日
奢
藺
求
棄
却
)

③
原
告

法
人

被
告

国
、
工
事
施
工
業
者

二

争
点

本
件
工
事

(特
に
掘
削
工
事
に
伴
い
土
留
め
用
H
型
鋼

を
バ
イ
プ
ロ
ハ
ン
マ
ー
で
地
面
に
打
設
す
る
工
事

(以
下

｢本
件
工
事
｣
と
い
う
。)
に
よ
る
振
動
の
発
生
と
当
該
建

物
等
の
亀
裂
の
発
生
と
の
間
に
因
果
関
係
は
あ
る
か
。

三

争
点
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断

1

大
阪
地
裁

翁
硝求
棄
却
)

本
件
土
留
め
工
事
後
の
本
件
給
油
所
施
設
に
ク
ラ
ッ
ク
が

は
じ
め
に

本
件
は
、
一
般
国
道
四
三
号

金
ハ庫
県
尼
崎
市
内
)
の

沿
道
に
お
い
て
給
油
所
を
経
営
し
て
い
た
原
告
が
、
当
該

店
舗
の
隣
接
地
に
お
い
て
施
工
し
た
特
車
取
締
基
地
の
設

置
工
事

((工
事
期
間
…平
成
一
三
年
三

月
二
二
日
~

平
成
一
四
年
三
月
二
七
日
)
以
下
｢本
件
工
事
｣
と
い
う
。)

に
起
因
す
る
振
動
に
よ
り
、
当
該
店
舗
の
建
物
等
に
亀
裂

(ク
ラ
ッ
ク
)
が
入
る
損
害
を
被
っ
た
と
し
て
、
国
及
び

本
件
工
事
の
施
工
業
者
に
対
し
民
法
第
七
〇
九
条
又
は
第

七
一
六
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
例
で
あ
り
、

国
の
責
任
と
し
て
、
道
路
の
設
置
管
理
責
任
で
は
な
く
、

本
件
工
事
の
施
工
に
当
た
り
、
建
設
技
術
等
に
つ
き
専
門

的
知
識
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
施
工
業
者
に
対
す

る
発
注
責
任
を
問
う
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

争
点
は
、
本
件
工
事
に
よ
る
振
動
の
発
生
と
当
該
建
物

等
の
亀
裂
の
発
生
と
の
間
に
因
果
関
係
の
存
否
で
あ
る

が
、
一
審
、
二
審
と
も
に
、
本
件
工
事
に
起
因
す
る
振
動

に
よ
り
亀
裂
が
発
生
し
た
と
す
る
控
訴
人
の
主
張
は
こ
れ

を
裏
付
け
る
客
観
的
証
拠
が
な
い
こ
と
等
か
ら
採
用
で
き

ず
、
振
動
の
発
生
と
亀
裂
の
発
生
と
の
間
の
因
果
関
係
を

存
在
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
以
下
、
こ
の
ク
ラ
ッ
ク

が
本
件
土
留
め
工
事
に
よ
り
発
生
し
た
か
否
か
を
検
討
す

る
。①

原
告
の
供
述

本
件
土
留
め
工
事
に
よ
っ
て
ク
ラ
ッ
ク
が
生
じ
た

こ
と
を
直
接
体
験
と
し
て
供
述
す
る
原
告
の
本
人
尋

問
の
結
果
要
旨
は

｢給
油
所
の
土
間
に
ク
ラ
ッ
ク
が
発
生

す
れ
ば
、
雨
水
の
浸
透
等
に
よ
り
地
下
の
配
管
、
ガ

ソ
リ
ン
タ
ン
ク
の
腐
食
、
ひ
い
て
は
ガ
ソ
リ
ン
の
漏

洩
と
い
う
危
険
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
普
段
か
ら
、
土

間
の
オ
イ
ル
を
拭
き
取
る
際
、
静
電
気
の
発
生
防
止

の
た
め
に
水
を
ま
く
際
、
ク
ラ
ッ
ク
の
有
無
に
は
十

分
な
注
意
を
払
っ
て
き
た
。
阪
神
大
震
災
で
給
油
所

建
物
に
多
少
生
じ
た
ク
ラ
ッ
ク
は
、
パ
テ
で
埋
め
て

塗
料
を
塗
っ
て
修
繕
し
た
か
ら

(土
間
に
は
ク
ラ
ッ

ク
は
入
ら
な
か
っ
た
。)、
本
件
土
留
め
工
事
の
前
に
は
、

土
間
に
も
給
油
所
建
物
等
に
も
ク
ラ
ッ
ク
は
一
切
な
か

っ
た
。
毎
日
、
朝
六
時
か
ら
夜

一
〇
時
ま
で
本
件
給

油
所
に
詰
め
て
い
る
が
、
本
件
土
留
め
工
事

曾
宍体
的

な
日
は
供
述
し
て
い
な
い
。)
に
よ
る
振
動
は
、
そ
れ

以
前
か
ら
の
整
地
工
事
よ
る
重
機
の
稼
動
に
よ
る
も

の
と
異
な
る
振
動
で
、
午
後

一
時
こ
ろ
、
給
油
所
建

物
二
階
に
い
た
ら
、
下
か
ら
ど
ん
と
い
う
感
じ
で
突

き
上
げ
て
く
る
よ
う
な
縦
揺
れ
が
あ
り
、
ま
る
で
阪

神
大
震
災
と
同
程
度
の
地
震
が
あ
っ
た
と
感
じ
ら
れ

る
ほ
ど
で
、
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
が
飛
び
上
が

っ
た
の



で
驚
き
、
慌
て
て
一
階
に
降
り
て
本
件
特
車
基
地
工
事

現
場
の
方
を
見
る
と
、
本
件
土
留
め
工
事
を
行
っ
て
い

た
。
そ
こ
で
、
本
件
土
留
め
工
事
現
場
に
い
た
高
山
に

苦
情
を
言
う
と
、
一
旦
は
振
動
が
収
ま
る
も
の
の
、
し

ば
ら
く
す
る
と
同
様
の
振
動
が
発
生
し
、
再
度
注
意
に

行
っ
て
一
時
止
ま
る
が
ま
た
再
開
す
る
と
い
う
状
況
で

あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
繰
り
返
し
が
、
四
、
五
回
あ
り
、

一
回
当
た
り
の
揺
れ
は
一
二
分
程
度
継
続
し
た
。
同
日

の
工
事
は
午
後
四
時
く
ら
い
ま
で
続
い
た
の
で
、
被
告

国
の
小
林
に
直
接
電
話
で
苦
情
を
述
べ
た
。
夕
方
に
な

っ
て
給
油
所
建
物
一
階
作
業
室
の
六
組
の
蛍
光
灯
の
う

ち
一
組
が
点
か
な
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
際
に
作
業
所

壁
面
に
ク
ラ
ッ
ク
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、
不
審
に
思

っ
て
本
件
給
油
所
内
を
す
べ
て
点
検
す
る
と
、
土
間
等

に
も
ク
ラ
ッ
ク
が
入

っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
｣

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

②

原
告
側
証
人
の
証
言

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
施
工
、
管
理
、
検
査
を
行
う

会
社
の
代
表
者
で
あ
り
、
本
件
給
油
所
に
つ
い
て
も
同

社
及
び
同
人
が
施
工
の
段
階
か
ら
関
与
し
、
三
年
ご
と

の
検
査
に
も
携
わ
っ
て
い
る
証
人
は
、
原
告
の
供
述
を

裏
付
け
る
証
言
と
し
て
、
要
旨

｢阪
神
大
震
災
の
直
後

に
本
件
給
油
所
の
建
物
と
土
間
を
目
視
点
検
し
た
が
、

特
に
目
立
っ
た
ク
ラ
ッ
ク
は
な
く
、
そ
の
後
、
平
成
一

二
年
に
本
件
給
油
所
南
側
を
増
設
し
た
際
に
も
、
壁
や

土
間
に
は
ク
ラ
ッ
ク
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
本
件

土
留
め
工
事
前
に
は
本
件
給
油
所
に
ク
ラ
ッ
ク
は
な
か

っ
た
。
そ
し
て
、
本
件
特
車
基
地
工
事
の
三
、
四
カ
月

前
に
検
知
管
の
キ
ャ
ッ
プ
の
交
換
を
す
る
た
め
に
赴
い

た
際
に
も
、
詳
し
く
見
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
現
場
を

ぐ
る
り
と
み
た
と
き
に
は
現
存
す
る
よ
う
な
ク
ラ
ッ
ク

は
な
か
っ
た
。
原
告
か
ら
建
物
に
ひ
び
が
入
っ
た
と
い

わ
れ
て
現
場
に
出
向
い
た
と
き
、
本
件
土
留
め
工
事
現

場
北
側
歩
道
の
花
壇
の
煉
瓦
が
割
れ
、
歩
道
の
部
分
に

も

一
m
く
ら
い
ず

っ
と
ひ
び
が
入
っ
て
い
た
の
で
、
現

場
の
ガ
ー
ド
マ
ン
と
も
え
ら
い
振
動
が
出
た
の
や
な
、

と
話
し
合

っ
た
｣
と
述
べ
て
い
る
。

③
し
か
し
、
上
記
供
述
、
証
言
部
分
の
う
ち
、
本
件
給

油
所
に
本
件
土
留
め
工
事
に
よ
る
振
動
が
伝
播
し
た
と

の
点
は
採
用
で
き
て
も
、
そ
れ
が
ク
ラ
ッ
ク
の
原
因
と

な
っ
た
と
述
べ
る
部
分
は
、
そ
の
ま
ま
採
用
す
る
こ
と

は
困
難
と
い
う
ほ
か
な
い
。

第
一
に

原
告
ら
指
摘
の
ク
ラ
ッ
ク
は
、
給
油
所
土

間
、
塀
の
い
ず
れ
も
平
成
一
二
年
増
設
の
南
側
部
分
に

集
中
し
、
給
油
所
建
物
で
は
北
側

(二
階
建
て
)
部
分

に
集
中
し
て
い
る
が
、
原
告
ら
か
ら
苦
情
が
あ
っ
て

(平
成
一
三
年
一
二
月
一
三
日
)
後
に
証
拠
保
全
の
趣

旨
で
、
関
係
者
に
よ
り
撮
影
さ
れ
た
写
真
を
吟
味
検
討

し
て
も
、
ク
ラ
ッ
ク
発
生
日
時
が
原
告
ら
主
張
の
こ
ろ

で
あ
る
と
の
確
証
を
掴
む
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
上
記

の
と
お
り
、
給
油
所
施
設
の
通
じ
る
証
人
、
本
件
給
油

所
で
四
六
時
中
勤
務
す
る
原
告
は
、
本
件
土
留
め
工
事

ま
で
こ
の
よ
う
な
ク
ラ
ッ
ク
が
な
か
っ
た
と
断
言
す
る

の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
給
油
所
建
物
北
西
端
の
か
な

り
大
き
な
内
部
壁
面
ク
ラ
ッ
ク
を
撮
影
し
た
写
真
に
よ

れ
ば
、
ク
ラ
ッ
ク
の
中
に
埃
様
の
も
の
が
詰
ま
っ
て
い

た
り
、

一
本
の
ク
ラ
ッ
ク
の
場
所
に
よ
っ
て
は
ク
ラ
ッ

ク
の
開
口
部
が
塗
料
で
架
橋
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
部

分
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
ク
ラ
ッ
ク
の
関
口
緑
端
が
丸
く

な
っ
て
い
る
な
ど
の
部
分
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
ク
ラ
ッ

ク
そ
の
も
の
が
撮
影
前
か
ら
発
生
し
て
い
た
と
の
推
定

を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
し

て
本
件
土
留
め
工
事
に
よ
り
生
じ
た
と
の
認
識
を
有
す

る
原
告
の
認
識
か
ら
し
て
、
他
の
ク
ラ
ッ
ク
に
つ
い
て

供
述
す
る
部
分
も
採
用
す
る
こ
と
を
鑄
陪
さ
せ
る
も
の

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
本
件
土
留
め
工
事
に
使
用
さ
れ
た
パ
イ
プ

ロ
ハ
ン
マ
ー
に
よ
る
振
動
が
、
本
件
給
油
所
敷
地
に
大

き
な
振
動
と
し
て
伝
播
す
る
と
い
う
事
態
は
例
外
的
と

考
え
ら
れ
る
の
に
、
そ
の
例
外
を
十
分
に
肯
定
さ
せ
る

だ
け
の
具
体
的
資
料
に
欠
け
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
本
件
土
留
め
工
事
に
用
い
た
バ
イ
プ
ロ
ハ
ン
マ
ー

工
法
は
、
振
動
に
H
型
鋼
を
地
面
に
直
打
ち
す
る
方
法

だ
け
に
、
オ
ー
ガ
併
用
圧
入
工
法
や
油
圧
圧
入
機
を
用

い
る
工
法
よ
り
高
振
動
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、

当
該
バ
イ
プ
ロ
ハ
ン
マ
ー
が
公
害
対
策
を
念
頭
に
置
い

た
微
震
動
型
で
あ
る
こ
と
や
、
建
設
工
事
に
よ
る
振
動

は
一
般
論
と
し
て
震
動
源
か
ら
離
れ
る
ほ
ど
減
衰
を
受



け
る
と
こ
ろ
、
本
件
土
留
め
工
事
現
場
と
本
件
給
油
所

は
最
短
距
離
四
四
m
離
れ
て
い
る
こ
と
は
認
定
の
と
お

り
で
あ
る
。
バ
イ
プ
ロ
ハ
ン
マ
ー
に
よ
る
振
動
レ
ベ
ル

は
、
旧
建
設
省
の
資
料
に
よ
る
と
、
四
0
m
地
点
で
六

七
踞
で
あ
り
、
本
件
土
留
め
工
事
で
用
い
ら
れ
た
バ
イ

プ
ロ
ハ
ン
マ
ー
の
メ
ー
カ
ー
説
明
文
書
で
は
、
平
均
N

値
二
〇
の
砂
質
土
へ
の
地
山
直
打
を
前
提
と
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
二
0
m
地
点
で
五
人
沸
程
度
と
さ
れ
て
お

り
、
過
去
に
環
境
庁
が
行
っ
た
調
査
結
果
を
前
提
と
す

る
、
物
理
的
な
被
害
を
感
じ
な
い
限
界
で
あ
る
七
○
踞

を
下
回
っ
て
い
る
こ
と
は
客
観
的
事
実
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
証
拠
に
よ
れ
ば
、
証
人
が
指
摘
す
る
と
お
り
、

本
件
土
留
め
工
事
現
場
直
近
北
側
の
歩
道
で
は
敷
設
さ

れ
た
平
板
ブ
ロ
ッ
ク
の
目
地
が
浮
き
上
が
っ
て
い
る
箇

所
の
存
在
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
先
の
証
言
に
よ
れ

ば
、
さ
ら
に
、
花
壇
の
煉
瓦
に
割
れ
た
箇
所
が
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
は
本
件
土
留
め
工
事
に

よ
る
一
定
程
度
の
振
動
の
発
生

(平
板
ブ
ロ
ッ
ク
の
目

地
が
浮
き
上
が
る
と
い
う
歩
行
者
に
危
険
を
感
じ
さ
せ

る
事
態
が
生
じ
て
い
る
の
に
、
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
れ

ば
、
被
告
ら
は
本
件
土
留
め
工
事
に
際
し
て
歩
道
の
歩

行
規
制
を
し
て
い
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ

ば
、
被
告
ら
の
担
当
者
が
予
想
し
た
以
上
の
大
き
な
振

動
が
、
本
件
土
留
め
工
事
現
場
北
側
に
発
生
し
た
可
能

性
が
強
い
。)
と
本
件
給
油
所
へ
の
伝
播
を
裏
付
け
る

だ
け
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
本
件
給
油
所
の
ク
ラ
ッ
ク
が
本

件
土
留
め
工
事
に
よ
る
も
の
と
い
う
だ
け
の
資
料
に
は

な
り
得
な
い
。
む
し
ろ
、
前
記
認
定
の
よ
う
に
、
歩
道

の
平
板
ブ
ロ
ッ
ク
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
基
礎
な
ど
が
敷

か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
加
え
、
歩
道
部
分
も
本
件
土
留

め
工
事
現
場
か
ら
本
件
給
油
所
の
あ
る
東
に
向
け
て
は

平
板
ブ
ロ
ッ
ク
目
地
が
浮
き
上
が
っ
た
よ
う
な
箇
所
は

必
ず
し
も
認
め
難
く
、
こ
の
事
実
は
距
離
に
よ
る
振
動

の
減
衰
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
件
特
車

基
地
工
事
現
場
と
北
側
歩
道
を
画
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の

基
礎
に
つ
い
て
も
、
本
件
土
留
め
工
事
時
に
は
土
留
め

工
事
現
場
で
は
撤
去
さ
れ
、
わ
ず
か
に
給
油
所
敷
地
の

西
側
に
一
･
二
m
残
置
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
、
パ
イ
プ

ロ
ハ
ン
マ
ー
の
振
動
が
直
に
伝
わ
る
伝
導
体
に
成
り
得

て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
に
、
中
心
と
な
る
原
告
の
供
述
自
体
の
曖
昧
さ

で
あ
る
。
原
告
が
、
振
動
に
驚
い
て
、
被
告
国
に
電
話

し
た
と
す
る
の
は
、
そ
の
前
後
の
事
情
か
ら
し
て
一
二

月
一
三
日
夕
刻
の
こ
と
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る

が
、
同
原
告
の

｢振
動
の
態
様
も
下
か
ら
突
き
上
げ
る

よ
う
な
ど
ん
と
い
う
大
き
な
縦
揺
れ
｣
と
い
う
の
は
ハ

ン
マ
ー
に
よ
る
打
撃
打
ち
込
み
工
法
に
合
致
す
る
も
の

で
あ
っ
て
も
、
バ
イ
プ
ロ
ハ
ン
マ
ー
工
法
で
生
じ
得
る

振
動
の
態
様
に
は
そ
ぐ
わ
ず
、不
自
然
さ
を
免
れ
な
い
。

し
か
も
、
本
件
土
留
め
工
事
が
始
ま
っ
た
三

日
か
ら

一
三
日
に
原
告
が
申
入
れ
を
す
る
ま
で
の
間
に
は
三
六

ヵ
所
の
H
型
鋼
が
打
ち
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
工

法
に
よ
り
原
告
ら
主
張
の
よ
う
な
振
動
が
生
ず
る
な
ら

ば
、
三

日
か
ら
一
三
日
の
夕
刻
に
か
け
て
前
後
三
六

回
の
大
き
な
振
動
継
続
時
間
帯
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ

る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
原
告
が
一
二
分
程
度
の
揺

れ
を
わ
ず
か
四
、
五
回
程
度
感
じ
た
だ
け
で
、
工
事
三

日
目
に
初
め
て
苦
情
を
申
し
入
れ
た
と
い
う
の
も
、
蹄

に
落
ち
ぬ
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

④
他
に
、
本
件
工
事
、
こ
と
に
、
本
件
土
留
め
工
事
に

よ
る
振
動
が
本
件
給
油
所
に
被
害
を
与
え
る
程
度
の
大

き
な
も
の
で
、
か
つ
現
実
に
土
間
、
塀
、
建
物
壁
等
に
ク

ラ
ッ
ク
の
被
害
を
、
ま
た
、
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
に
被
害
を

与
え
た
と
認
め
る
に
足
る
証
拠
は
な
く
、
ま
た
、
原
告
の

精
神
的
な
苦
痛
に
つ
い
て
も
、
住
宅
等
と
異
な
り
国
道

に
隣
接
す
る
給
油
所
に
対
す
る
振
動
で
あ
る
こ
と
を
考

慮
す
れ
ば
、
受
忍
限
度
を
超
え
る
振
動
が
あ
っ
た
と
ま

で
は
い
い
が
た
い
。

以
上
の
次
第
で
、
原
告
ら
の
請
求
は
、
そ
の
余
の
点
に

つ
き
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
、
い
ず
れ
も
理
由
が
な
い
か

ら
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。

2

大
阪
高
裁

溌
嗣求
棄
却
)

当
裁
判
所
も
、
控
訴
人
ら
の
被
控
訴
人
ら
に
対
す
る
本

件
各
請
求
は
い
ず
れ
も
理
由
が
な
く
棄
却
す
べ
き
も
の
と

判
断
す
る
が
、
そ
の
理
由
は
次
に
附
加
す
る
ほ
か
、
原
判

決
の
説
示
と
同
一
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
引
用
す
る
。

控
訴
人
ら
は
、
前
記
の
と
お
り
、
｢専
門
家
で
あ
る
工
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事
施
工
者
ら

(被
控
訴
入
ら
)
に
因
果
関
係
の
不
存
在
の

と
見
る
ほ
か
な
い
。
ち
な
み
に
、
四
三
号
線
の
振
動
、
夕

立
証
を
負
担
さ
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
本
件
に
お
い
て
は
、

被
控
訴
人
ら
か
ら
工
事
前
の
写
真
の
提
出
が
な
く
、
事
前

の
調
査
状
況
や
工
法
選
定
の
根
拠
等
に
つ
い
て
立
証
が
さ

れ
て
い
な
い
か
ら
、
控
訴
入
ら
の
損
害
と
本
件
H
型
鋼
打

設
工
事
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
と
認
め
る
べ
き
で
あ

る
。｣
主
張
す
る
が
、
本
件
H
型
鋼
打
設
工
事

(本
件
土

留
め
工
事
の
振
動
)
に
よ
り
控
訴
入
ら
に
損
害
が
生
じ
た

こ
と
は
、控
訴
入
ら
に
お
い
て
立
証
す
べ
き
事
実
で
あ
り
、

ま
た
、
本
件
全
証
拠
に
よ
る
も
、
本
件
工
事
に
よ
る
振
動

被
害
が
通
常
想
定
さ
れ
る
範
囲
外
に
生
じ
た
と
認
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
か
ら
、
被
控
訴
人
ら
に
お
い
て
、
本
件
工

事
前
の
写
真
を
提
出
せ
ず
、
事
前
の
調
査
状
況
や
工
法
選

定
の
根
拠
等
に
つ
い
て
十
分
な
立
証
を
し
て
い
な
い
か
ら

と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
本
件
給
油
所
に

存
在
す
る
ク
ラ
ッ
ク
が
本
件
工
事

(本
件
土
留
め
工
事
等
)

の
振
動
に
よ
り
生
じ
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

(控
訴

人
ら
主
張
の
損
害
と
本
件
H
型
鋼
打
設
工
事
と
の
間
に
因

果
関
係
が
あ
る
と
認
め
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。)。
し

た
が
っ
て
、
控
訴
入
ら
の
上
記
主
張
は
、
そ
の
前
提
を
欠

き
、
独
自
の
見
解
に
基
づ
く
も
の
と
い
う
ほ
か
な
く
、
採

用
の
限
り
で
な
い
。

ま
た
、
控
訴
入
ら
は

｢原
審
に
お
け
る
控
訴
人
の
供
述

及
び
証
人
の
証
言
は
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
他

の
原
因
に
よ
る
ク
ラ
ッ
ク
が
考
え
ら
れ
な
い
以
上
、
本
件

給
油
所
の
ク
ラ
ッ
ク
は
、
H
型
鋼
打
設
工
事
に
よ
る
も
の

ン
ク
ロ
ー
リ
ー
の
給
油
所
へ
の
導
入
は
ク
ラ
ッ
ク
発
生
の

原
因
で
は
な
い
。｣
旨
主
張
し
、
控
訴
人
本
人

(兼
控
訴

人
会
社
代
表
者
)
は
、
原
審
に
お
け
る
尋
問
に
お
い
て
、

上
記
主
張
に
そ
う
供
述
を
し
、
証
人
は
そ
れ
に
符
合
す
る

証
言
を
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
①
ク
ラ
ッ
ク
発
生
の
日
時

が
控
訴
人
ら
主
張
の
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
客
観

的
な
証
拠
が
な
い
こ
と
、
②
控
訴
人
は
、
本
件
土
留
め
工

事
の
三
日
目
に
初
め
て
苦
情
を
申
し
入
れ
て
い
る
こ
と
、

③
本
件
土
留
め
工
事
の
振
動
に
つ
き
、控
訴
人
に
お
い
て
、

被
控
訴
人
ら
関
係
者
に
対
し
て
そ
の
現
認
な
い
し
振
動
状

況
の
見
分
を
求
め
た
形
跡
が
う
か
が
わ
れ
な
い
こ
と

(ち

な
み
に
、
控
訴
人
本
人
は
、
三
一分
程
度
の
揺
れ
を
四
、

五
回
感
じ
た
と
供
述
し
て
い
る

(陳
述
書
で
は
、
机
の
上

に
あ
っ
た
パ
ソ
コ
ン
を
跳
ね
上
げ
る
ほ
ど
の
強
度
で
約
一

五
分
間
続
く
と
い
う
振
動
が
四
、
五
回
あ
っ
た
旨
記
載
さ

れ
て
い
る
。)。
仮
に
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
そ
の
状
況
の
現
認
な
い
し
見
分
を
求
め
る
機
会
が
十

分
あ
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。)、
④
証
拠
に
よ

っ
て
も
、
本
件
工
事

(本
件
H
型
鋼
打
設
工
事
等
)
に
よ

っ
て
ク
ラ
ッ
ク
が
生
じ
た
と
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

こ
と
等
に
照
ら
す
と
、
前
期
引
用
の
原
判
決
認
定
説
示
の

と
お
り
、
控
訴
人
本
人
の
上
記
供
述
部
分
及
び
証
人
の
証

言
部
分
は
、
い
ず
れ
も
た
や
す
く
採
用
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
な
お
、
控
訴
入
ら
は
、
｢本
件
土
留
め
工
事
以
外

の
他
の
原
因
に
よ
る
ク
ラ
ッ
ク
が
考
え
ら
れ
な
い
。｣
と

も
主
張
す
る
が
、
前
記
引
用
の
原
判
決
認
定
の
事
実
関
係

の
下
に
お
い
て
は
、
原
判
決
説
示
の
と
お
り
、
仮
に
ク
ラ

ッ
ク
が
生
じ
た
原
因
が
外
力
の
作
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る

と
し
て
も
、
本
件
国
道
四
三
号
を
通
行
す
る
車
両
に
よ
る

振
動
や
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
車
の
進
入
に
よ
る
振
動
も
、
ク

ラ
ッ
ク
を
生
じ
さ
せ
る
外
力
の
一
つ
と
し
て
想
定
し
う
る

も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
控
訴
人
ら
主
張
の
よ
う
に
、

本
件
土
留
め
工
事
以
外
の
他
の
原
因
に
よ
る
ク
ラ
ッ
ク
が

考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
本
件
給
油

所
の
ク
ラ
ッ
ク
が
本
件
土
留
め
工
事

(本
件
H
型
銅
打
設

工
事
)
等
の
振
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
実
は
本
件
全
証
拠

に
よ
る
も
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
控
訴
入
ら
の
上
記
主
張
は
採
用
す
る
に
由
な
い
も
の

で
あ
る
。



監れ鬱◎贓鱗

『麒
父
往
還
物
語
』

み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
埼
玉

県
東
京
事
務
所
の
加
藤
と
申
し
ま

す
。お

か
げ
さ
ま
で
、
埼
玉
と
山
梨
を

結
ぶ
雁
坂
ト
ン
ネ
ル
が
で
き
、
六
年

が
経
ち
ま
し
た
。
古
来
よ
り
行
き
来

の
あ
っ
た
こ
の
ル
ー
ト
｢秩
父
往
還
｣

を
紹
介
を
い
た
し
ま
す
。

秩
父
往
還
と
は
、
埼
玉
県
の
北
の

回
廊
で
あ
る
国
道
一
四
〇
号
線
の
こ

と
で
、
埼
玉
県
秩
父
地
域
を
中
心
と

し
て
栄
え
た
古
道
で
す
。
諸
説
は
あ

り
ま
す
が
、
中
山
道
と
甲
丹
街
道
を

結
ぶ
道
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
埼
玉
県

内
は
、
熊
谷
市
か
ら
県
境
の
雁
坂
峠

ま
で
で
、
お
よ
そ
八
三
m
の
道
の
り

で
す
。

道
と
し
て
の
歴
史
は
古
く
、
日
本

埼
玉
県
東
京
事
務
所

加
藤

和
美

書
紀
で
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
、
蝦
夷

征
伐
の
後
、
信
濃
国
、
越
国
へ
向
か

う
た
め
に
、
甲
斐

･
酒
折
宮

(山
梨

県
甲
府
市
)
か
ら
北
上
し
、
武
蔵
、

上
野
を
経
て
碓
氷
峠
付
近
に
向
か
っ

た
と
の
記
述
が
あ
り
、
秩
父
往
還
を

通
り
雁
坂
峠
を
越
え
て
行
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
前
の
崇
神
天

皇
の
時
代
に
秩
父
地
域
に
知
知
父
国

造

(ち
ち
ぶ
く
に
の
み
や
っ
こ
)
が

任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
代

風
に
言
う
と
主
要
地
方
道
と
も
言
う

べ
き
形
態
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と

推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
秩
父
往
還
に
沿
っ
て

主
な
観
光
地
の
紹
介
を
交
え
な
が
ら

旅
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
o

ま
ず
出
発
点
は
熊
谷
市
。
こ
こ
が

秩
父
往
還
の
出
発
点
で
す
。
昨
秋
、

開
催
さ
れ
た
第
五
九
回
国
民
大
会
秋

季
大
会

｢彩
の
国
ま
ご
こ
ろ
国
体
｣

の
メ
イ
ン
会
場
で
、
全
国
か
ら
た
く

さ
ん
の
選
手
、
応
援
団
に
お
越
し
い

た
だ
き
、
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま
し

た

(写
真
-
)。

写真 1 彩の国まごころ国体

ま
た
、
熊
谷
は
さ
く
ら
の
名
所
と

し
て
、
古
く
か
ら
多
く
の
人
々
の
目

を
楽
し
ま
せ
て
い
ま
す
。
J
R
高
崎

線
熊
谷
駅
の
南
口
を
出
て
五
分
の
荒

川
堤
防
沿
い
に

｢
一
目
千
本
｣
と
言

わ
れ
る
ほ
ど
壮
観
な
熊
谷
桜
堤
が
あ

り
ま
す
。
春
に
な
る
と
約
二
如
に
渡

っ
て
作
ら
れ
る
約
五
〇
〇
本
の
桜
の

ト
ン
ネ
ル
は
、
誰
も
が
た
め
息
を
つ

く
ほ
ど
の
美
し
さ
で
す
。

熊
谷
市
は
平
野
の
中
心
に
あ
り
ま

す
が
、
埼
玉
県
の
最
終
地
点
で
あ
る

雁
坂
峠
は
標
高
二
〇
八
二
m
な
の

で
、
道
路
は
坂
道
を
登
る
よ
う
な
感

じ
で
山
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
き
ま

す
。そ

の
平
地
と
山
間
地
の
境
に
あ
る

の
が
寄
居
町
で
す
。
か
つ
て
戦
国
時

代
に
北
条
氏
の
城
、鉢
形
城
が
あ
り
、

今
で
も
鬱
蒼
と
し
た
樹
木
の
中
、
土

塁
や
空
堀
な
ど
の
遺
構
が
当
時
の
面

影
を
強
く
偲
ば
せ
、
広
大
な
国
指
定

史
跡
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
毎
年
四
月
の
第
二
日
曜
日

に
｢寄
居
北
條
ま
つ
り
｣
が
行
わ
れ
、

武
者
行
列
や
北
条
軍
と
豊
臣
軍
の
攻

西から東から
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写真 2 長溝の口ウバイ

防
戦
な
ど
満
開
の
桜
を
背
景
に
武
者

絵
巻
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
す
。ま
た
、

八
月
の
第
一
土
曜
日
に
は
、
水
難
よ

け
や
安
産
、
子
育
て
な
ど
を
祈
願
し

た
寄
居
玉
淀
水
天
宮
祭
が
行
わ
れ
ま

す
。
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
夜
で
、
そ

の
際
荒
川
の
大
き
な
淀
で
あ
る
玉
淀

に
ぼ
ん
ぼ
り
提
灯
を
付
け
た
五
艘
の

舟
山
車
と
花
火
大
会
の
競
演
は

｢関

東
一
の
水
祭
り
｣
と
呼
ば
れ
て
、
川

面
に
揺
れ
漂
う
灯
篭
と
こ
れ
に
呼
応

す
る
花
火
は
圧
巻
で
す
。

寄
居
を
過
ぎ
て
車
で
走
る
こ
と
約

一
五
分
、
本
県
の
観
光
地
の
メ
ッ
カ

の
一
つ
で
も
あ
る
長
瀞
に
至
り
ま

す
。
長
瀞
は
、
一
二
月
末
に
は
ロ
ウ

バ
イ
が
い
ち
早
く
花
開
き
、
植
栽
地

で
あ
る
宝
登
山
は
山
全
体
が
甘
い
香

り
と
黄
色
い
花
に
包
ま
れ
ま
す

(写

真
2
)。
ま
た
春
に
は
桜
、
秋
に
は

紅
葉
と
年
間
を
通
じ
て
四
季
折
々
の

自
然
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

で
も
何
と
言
っ
て
も
長
瀞
を
一
躍
有

名
に
し
た
の
は

訂
石
畳
｣
で
す
。
岩

畳
と
呼
ば
れ
る
結
晶
片
岩
に
よ
る
河

岸
段
丘
は
、
太
古
の
大
規
模
な
地
殻

変
動
と
荒
川
の
浸
食
作
用
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
た
も
の
で
、
大
正
一
三
年

写真 3 岩畳

　　
　　
　

　　　　
響き
浮い

　　　

　　　　
　　
　　

　　
　
　
　　
　

　

　　　　　

れ
壤

　
　　　　

　　　　　
　

に
全
国
に
先
駆
け
て
国
の
名
勝
天
然

と
自
然
に
あ
ふ
れ
た
県
内
最
大
の
観

記
念
物
の
指
定
を
受
け
、
自
然
の
造

光
地
と
し
て
発
展
し
て
お
り
ま
す
の

形
美
で
訪
れ
る
人
を
楽
し
ま
せ
て
く

で
、
こ
こ
で
は
代
表
的
な
も
の
を
紹

れ
ま
す

(写
真
3
)。
こ
の
岩
畳
に

介
し
ま
す
。

沿
っ
て
流
れ
る
渓
流
を
水
し
ぶ
き
を

ま
ず
、
西
武
秩
父
線
の
終
着
駅
、

上
げ
て
豪
快
に
下
る
の
が

｢長
瀞
ラ

西
武
秩
父
駅
か
ら
徒
歩
約
二
〇
分
の

イ
ン
下
り
｣
で
す
。
自
然
の
美
し
さ

と
こ
ろ
に
秩
父
市
街
を
一
望
の
下
に

や
激
し
さ
を
体
感
で
き
る
長
瀞
随
一

見
渡
せ
る
羊
山
公
園
が
あ
り
ま
す
。

の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
で
す

(写
真
4
)。

公
園
内
の
斜
面
を
利
用
し
て
二
図

さ
て
、
長
瀞
を
過
ぎ
ま
す
と
い
よ

五
、
0
0
0
株
の
芝
桜
が
植
栽
さ
れ

い
よ
秩
父
往
還
最
大
の
拠
点
、
秩
父

て
い
ま
す
。
な
だ
ら
か
な
斜
面
一
面

盆
地
に
入
り
ま
す
。
現
在
で
は
歴
史

に
絨
毯
の
よ
う
に
咲
き
誇
る
芝
桜
、



背
景
は
秩
父
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
言
わ

と
も
に
日
本
三
大
曳
山
祭
の
一
つ
に

れ
る
武
甲
山
が
葺
え
、
さ
な
が
ら
天

数
え
ら
れ
て
お
り
、
三
〇
〇
年
余
の

上
の
世
界
に
舞
い
降
り
た
か
の
よ
う

歴
史
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
祭
は
、
勇

な
美
し
さ
で
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー

壮
な
屋
台
囃
子
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が

ク
に
は
必
見
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

ら
、
笠
鉾
二
基
と
屋
台
四
基
の
山
車

そ
し
て
秩
父
の
顔
、
秩
父
夜
祭
り

(国
有
形
民
俗
文
化
財
)
が
秩
父
市

が
三
一月
に
あ
り
ま
す
。
秩
父
夜
祭

内
を
練
り
歩
き
ま
す
。
秩
父
市
役
所

り
は
京
都
株
園
祭
、
飛
騨
高
山
祭
と

前
の
急
峻
な
団
子
坂
を
厳
寒
の
中
、

白
い
目
心を
吐
き
な
が
ら
澤
身
の
力
を

込
め
て
引
き
上
げ
る
と
き
、
夜
空
は

大
輪
の
花
火
で
彩
ら
れ
、
祭
は
ク
ラ

イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
ま
す

(写
真

5
)。
秩
父
に
は
他
に
も
自
然
、
歴

史
、
伝
統
行
事
な
ど
の
み
ど
こ
ろ
が

多
数
あ
り
、
こ
れ
ら
を
支
え
る
多
く

の
方
々
が
、
訪
れ
る
人
を
温
か
く
迎

え
ま
す
。

と
う
と
う
終
着
点
の
雁
坂
峠
に
着

き
ま
し
た
。
秩
父
往
還
は
埼
玉
県
と

山
梨
県
を
結
ん
で
お
り
、
か
つ
て
徒

歩
の
時
代
、
多
く
の
往
来
が
あ
り
ま

し
た
が
、
自
動
車
の
出
現
以
来
、

徐
々
に
な
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

し
か
し
平
成
一
〇
年
に
、
一
般
国
道

の
山
岳
ト
ン
ネ
ル
と
し
て
は
最
長
の

距
離
を
有
す
る
雁
坂
ト
ン
ネ
ル

(延

長
六
、
六
二
五
m
)
が
開
通
し
、
新

た
な
時
代
を
迎
え
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。
開
通
を
機
に
埼
玉
県
と
山
梨

県
を
始
め
と
す
る
近
隣
市
町
村
で
、

｢彩
甲
斐
地
域
観
光
振
興
協
議
会
｣

も
結
成
さ
れ
、
一
致
協
力
し
て
観
光

振
興
を
図
っ
て
い
ま
す
。
今
で
は
ト

ン
ネ
ル
を
挟
ん
で
埼
玉
県
と
山
梨
県

の
方
々
の
往
来
も
盛
ん
と
な
り
、

人
々
の
交
流
も
深
ま
り
、
新
た
な
秩

父
往
還
の
時
代
を
迎
え
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
、
一
度
お
越
し
く
だ
さ
い
ま

せ
。

(写
真
提
供
…徹
埼
玉
県
観
光
連
盟
)

蘇を滋
養
ぽ
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あ
ま

さ
き

『天
崎
鍾
乳
洞
』
を
公
開
中
!

◆
は
じ
め
に

読
者
の
皆
様
こ
ん
に
ち
は
。
高
知

県
の
里
讐
石
と
申
し
ま
す
。
と
ん
び
会

員
と
な
っ
て
二
年
目
に
な
り
ま
す
。

県
庁
職
員
と
し
て
は
、
一
月
一
日
で

高
知
県
東
京
事
務
所

里
出
石

章

三
一年
目
を
迎
え
ま
し
た
。
条
件
付

き
の
任
用
期
間
と
当
事
務
所
勤
務
を

除
け
ば
道
路
一
筋
一
〇
年
間
と
言
っ

た
と
こ
ろ
で
す
。
今
ま
で
に
携
わ
っ

た
業
務
の
中
で
、
お
も
し
ろ
い
と
言

う
か
、
珍
し
い
道
路
工
事
が
あ
り
ま

し
た
の
で
雑
感
を
含
め
な
が
ら
紹
介

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

、
＼

　
　
　
　

◆
鍾
乳
洞
発
見

平
成
一
三
年
一
一
月
、
私
が
高
速

道
路
推
進
課
で
勤
務
を
し
て
い
た
時

の
こ
と
で
す
。
高
知
県
土
佐
市
天
崎

(図
1
)
の
ト
ン
ネ
ル
工
事
現
場
で

鍾
乳
洞
が
見
つ
か
り
ま
し
た

(写
真

ー
)。
｢ト
ン
ネ
ル
の
工
事
現
場
で
鍾

乳
洞
?
L
と
思
わ
れ
る
方
が
い
る
か

も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
下
半
掘
削
中
に

下
面
に
小
さ
な
穴
が
開
き
、
覗
き
込

1噴々 〒セ 20051 .;-;

　減　天

天崎鍾乳洞の内部

西から東から



ん
で
み
る
と
鍾
乳
洞
が
広
が
っ
て
い

た
の
で
す
。

地
元
紙
で
は

｢記
念
物
級
の
鍾
乳

洞
｣、
｢石
筍
･
石
柱
が
林
立
｣
と
ト

ッ
プ
で
伝
え
て
い
ま
し
た
。
鍾
乳
洞

は
、
道
路
に
対
し
横
断
方
向
に
発
達

し
、
祝
認
で
き
る
範
囲
で
の
大
き
さ

は
、
高
さ
二
m
、
最
大
幅
五
m
、
奥

行
き
一
五
m
で
、
ち
ょ
う
ど
三
角
錐

を
横
に
し
た
形
に
な
っ
て
い
て
、
約

半
分
が
水
没
し
て
い
ま
す
。

◆
鍾
乳
洞
の
形
成

鍾
乳
洞
の
石
質
は
高
知
県
土
佐
山

田
町
に
あ
る
龍
河
洞

(高
知
県
で
は

名
所
の
一
つ
)
と
同
じ
頃
の
二
億
七

千
万
年
前
の
石
灰
石
で
、
数
十
万
年

か
ら
数
百
万
年
の
歳
月
を
経
て
形
成

さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
水

中
の
更
に
下
方
に
も

｢
つ
ら
ら
石
｣

や

｢石
筍
｣
が
発
達
し
て
い
る
空
洞

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
水
位
の
変
動

(海
面
変
動
)
が
何
度
か
あ
っ
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
｢
つ

ら
ら
石
｣
の
中
に
は
大
き
な
ひ
び
割

れ
が
あ
る
も
の
も
あ
り
、
セ
メ
ン
ト

化
が
進
み
成
長
し
て
い
る
こ
と
な
ど

か
ら
度
重
な
る
地
震
に
も
耐
え
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

◆
工
事
再
着
手

鍾
乳
洞
発
見
と
ほ
ぼ
同
時
に
工
事

は
一
時
中
止
と
な
り
、
学
識
経
験
者

や
文
化
財
保
護
関
係
者
、
地
元
代
表

な
ど
で
組
織
し
た
検
討
委
員
会
を
立

ち
上
げ
、
調
査

･
検
討
を
続
け
て
い

ま
し
た
。
ダ
イ
バ
ー
に
よ
る
水
中
調

査
や
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
、
排
水
試
験

を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
鍾
乳
洞
の

全
容
が
把
握
で
き
ず
、
｢年
度
内
の

完
成
の
目
途
は
立
た
な
い
だ
ろ
う
。｣

と
思
っ
て
い
た
矢
先
の
四
月
異
動
、

鍾
乳
洞
が
発
見
さ
れ
た
職
場
へ
の
転

勤
と
な
り
ま
し
た
。
気
が
付
く
と
何

故
か
ト
ン
ネ
ル
工
事
の
担
当
職
員
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。

着
任
し
た
時
に
は
、
工
事
費
約

四
･
五
億
円
は
繰
り
越
さ
れ

(う
ち

事
故
繰
費
約
九
千
万
円
)、
工
事
は

依
然
中
止
中
。
深
い
溜
息
し
か
こ
ぼ

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
県
庁
の
M
道
路

課
長
い
わ
く
、
｢
い
つ
ま
で
検
討
す

る
が
な
?
｣
、
｢は
よ
う
再
着
手
せ
ん

か
-
｣
と
叱
窿
叱
曜

金
日通
は
叱
曜

激
励
)
を
受
け
、
気
合
い
を
入
れ
直

し
、
努
力
は
し
ま
し
た
が
、
工
事
再

着
手
は
六
月
初
め
で
し
た
。

ト
ン
ネ
ル
の
上
部
、
ゆ
る
み
領
域

を
六
m
と
設
定
し
、
岩
塊
等
の
荷
重

を
考
慮
し
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
覆
工
厚

を
三
0
m
か
ら
九
〇
皿
に
変
更
。

②
鍾
乳
洞
の
上
部
は
橋
梁

(図
3
)

万
が
一
、
鍾
乳
洞
が
崩
壊
し
て
も

交
通
の
安
全
性
が
確
保
出
来
る
よ
う

に
鍾
乳
洞
の
上
部
は
約
二
0
m
の
橋

梁
と
す
る
。
ま
た
、
鍾
乳
洞
へ
の
振

動
対
策
と
し
て
、
｢
コ
ン
ク
リ
ー
ト

桁
｣
、
｢ゴ
ム
支
障
｣
、
｢埋
設
型
ジ
ョ

◆
工
法
の
決
定

検
討
委
員
会
で
の
提
言
を
受
け
、

鍾
乳
洞
へ
は
次
の
配
慮
を
行
う
こ
と

に
し
ま
し
た
。

①
ト
ン
ネ
ル
断
面
を
補
強

(図
2
)

起点側雌恰部

　

　
　
　
　
　

　
　

　
　　

‘//

…

　　　　　　　　

　　
　　　　

図 2 天崎鍾乳洞トンネルの断面図



　
　

三　　
　

図 3 天崎鍾乳洞トンネルの側面図

イ
ン
ト
｣
を
採
用
。

③
鍾
乳
洞
へ
の
管
理
用
通
路
を
確
保

(写
真
2
)

経
年
変
化
や
水
位
な
ど
を
観
測
す

る
た
め
の
管
理
用
通
路
を
施
工
。

④
公
開
方
法
を
検
討

⑤
工
事
記
録
を
作
成

写真2 管理用道路

◆
一般
公
開

こ
の
鍾
乳
洞
は
発
見
さ
れ
て
か
ら

一
般
の
皆
様
に
は
非
公
開
で
し
た

が
、
ト
ン
ネ
ル
に
関
す
る
工
事
が
完

成
し
、
十
分
な
安
全
性
が
確
保
さ
れ

た
こ
と
や
公
開
を
望
む
声
も
強
い
こ

と
な
ど
か
ら
昨
年
の
三

月
か
ら
管

理
用
通
路
を
利
用
し
一
般
公
開
を
行

っ
て
い
ま
す
。
本
年
二
月
末
の
道
路

開
通

(予
定
)
ま
で
に
計
三
三
回
の

公
開
を
行
い
ま
す
。
一
回
の
公
開
で

は
二
五
人
前
後
が
限
界
で
す
で
、
今

は
キ
ャ
ン
セ
ル
待
ち
の
状
態
と
聞
い

て
い
ま
す
が
、
高
知
県
へ
行
く
予
定

の
あ
る
方
は
是
非
ご
覧
に
な
っ
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
(事
前
の

申
し
込
み
が
必
要
で
す
。)
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
も
し
て
い
ま
す
の
で
幻
想
的

な
空
間
に
酔
い
し
れ
る
こ
と
が
出
来

る
と
思
い
ま
す
。

◆
お
わ
り
に

雑
感
が
多
く
、
読
み
に
く
い
も
の

と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
｢
ト

ン
ネ
ル
の
中
に
橋
梁
架
設
｣、
｢橋
梁

下
に
鍾
乳
洞
｣
、
こ
の
よ
う
な
珍
し

い
道
路
は
日
本
中
で
も
高
知
県
土
佐

市

(私
は
土
佐
市
出
身
で
す
。)
だ

け
だ
と
思
い
ま
す
。

ー トンネ′箱強区間:L 軋 500m

l



御
堂
筋
に
ぎ
わ
い
空
間
づ
く
り

(社
会
実
験
)

『御
堂
筋
寿
ー
ブ
ン
ヲ
ェ
ヌ
タ
2
0
0
4
』
に
つ
い
て

大
阪
市
ゆ
と
り
と
み
ど
り
振
興
局
文
化
集
客
都
築
客
推
進
担
当
課
長

天
野

伊
作

窒
御
堂
筋
の
再
生
の
必
襄
性

大
阪
市
の
中
心
部
は
、
企
業
の
本
店
な
ど
の
中
枢
機
能

や
、
新
技
術
の
開
発
と
い
っ
た
知
的
創
造
を
担
う
研
究
開

発
機
能
が
集
積
し
、
日
本
の
経
済
発
展
に
大
き
く
貢
献
し

て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
の
い
わ
ゆ
る
東
京
一
極
集
中

化
や
、
大
学
等
の
研
究
機
関
や
工
場
な
ど
生
産
拠
点
の
移

転
に
よ
り
、
経
済
機
能
が
低
下
し
、
産
業
構
造
の
変
化
へ

の
対
応
が
遅
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
情
況
の
中
、
大
阪

市
の
都
市
再
生
、
特
に
御
堂
筋
の
再
生
は
、
平
成
一
三
年

一
二
月
に
国
の
第
三
次
都
市
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
採
用

さ
れ
、
民
間
の
総
意
工
夫
を
活
か
し
つ
つ
、
社
会
実
験
を

活
用
し
、
道
路
の
多
面
的
な
利
活
用
に
積
極
的
に
取
り
組

む
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
大
阪
市
が
取
り
ま
と

め
た
都
市
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
も
、
｢御
堂
筋
の
に

ぎ
わ
い
創
出
｣
が
重
点
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
目
標
に
な
っ
て
い

る

(図
-

･
2
)
。

二

実
行
嚢
員
会
の
識
童
蒙
で
の
経
緯

1

御
堂
筋
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
会

地
元
町
会

･
商
店
会
、
沿
道
企
業
に
よ
り
設
立
。
平
成

一
二
年
度
か
ら
御
堂
筋
大
丸
･
そ
ご
う
前
の
側
道
に
オ
ー

プ
ン
テ
ラ
ス
を
開
催
。
平
成
最
年
度
に
は
国
の
社
会
実
験

に
採
択
さ
れ
る
。

2

新
し
い
時
代
の
御
堂
筋
協
議
会

経
済
界
、
地
元
ま
ち
づ
く
り
組
織
、
行
政
等
に
よ
り
、

平
成
一
二
年

三

月
設
立
。
｢御
堂
筋
活
性
化
ア
ク
シ
ョ

ン
ン
プ
ラ
ン
｣
が
ま
と
め
ら
れ
、
御
堂
筋
に
関
す
る
さ
ま

ざ
ま
な
提
言
が
な
さ
れ
る
。

3

｢御
堂
筋
に
ぎ
わ
い
空
間
づ
く
り
実
行
委
員
会
｣
の

設
立

平
成
一
五
年
四
月
二
五
日
、
国
、
府
、
市
、
経
済
団
体
、

地
元
町
会
･
商
店
会
か
ら
構
成
。
事
業
実
施
の
音
宙
心決
定

機
関
、
対
外
的
な
代
表
と
し
て
活
動
す
る
。

雲

昨
年
度
社
会
嚢
驗
の
纜
襲

昨
年
一
一
月
二
三
日
、
御
堂
筋
建
設
以
来
初
め
て
本
線

を
歩
行
者
に
開
放
し
、
社
会
実
験
を
実
施
し
た
。
十
分
な

広
報
が
出
来
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
来
街
者
が
約

二
一
万
人
に
達
す
る
な
ど
、
御
堂
筋
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の

高
さ
が
確
認
さ
れ
た
。

そ
の
一
方
で
、
に
ぎ
わ
い
の
面
的
な
広
が
り
や
効
果
の

持
続
性
、
告
知
不
足
に
伴
う
渋
滞
の
発
生
と
い
っ
た
点
で

課
題
を
残
し
た
。



実験実施エリア現況
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行政
ボランティア

道路組織
枠
組
整
備
、活
動

　
　
　
　
　
　
　

大
阪
府
警

大
阪
市

道対
案策
　　
ボ表
ラ 鰹
ン )

#池

　　
の

、規
制
緩
和
等

図 3 まちづくり活動イメージ

四

改
善
目
標

1

道
活
用
に
よ
る
地
域
の
活
性
化
の
面
的
広
が
り
と
持

す
る
こ
と
で
、
御
堂
筋
周
辺
地
域
へ
の
回
遊
の
促
進
を
図

る
。
一
〇
月
に
実
施
す
る
他
の
イ
ベ
ン
ト
と
連
携
す
る
こ

と
で
、
リ
ピ
ー
タ
ー
の
確
保
を
図
る
。

続
1

性 道
四協

賛
セ
ー
ル
等
周
辺
商
店
街

･
店
舗
･
企
業
等
と
連
携
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･道路使用区域 :本線十東西側道十歩道
･使用形態 : (道路内) 大規模なイベント、オープンテラス等

(道路外) 屋内イベント、商店街セールス等

難波交差点
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図 4 実験概要図

近
隣
の
道
路
(堺
筋
;
四
ツ
橋
、

長
堀
運
;
千
日
前
通
の
範
囲
内
)

ま
ち
の
活
性
化
、都
市
再
生



　
　　　

　　
　　　
　

;
き
壽きざ

　　
　
　　　

　
　
　
　

き
、

を
翳

　　　
　　
　

　　
　

　

な
ぞ
橇
"

　
　
　

封鎖中 (側道)

2

民
官
共
同
で
道
路
管
理
を
行
な
う
持
続
的
な
ま
ち
づ

く
り
組
織
の
形
成

単
に
イ
ベ
ン
ト
だ
け
に
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
ま
ち
づ

く
り
活
動
に
つ
な
げ
て
い
く
。

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1

実
施
日
時

①
ま
ち
づ
く
り
活
動

平
成
一
六
年
九
月
~

三
月

②
シ
ン
ボ
ル
イ
ベ
ン
ト

平
成
一
六
年
一
〇
月
一
七
日

(日
)

一
三
時
~
一
六
時

2

実
施
場
所

①
ま
ち
づ
く
り
活
動

御
堂
筋
ミ
ナ
ミ
周
辺

②
シ
ン
ボ
ル
イ
ベ
ン
ト

御
堂
筋
の
新
橋
交
差
点
南
詰
か
ら
難
波
交
差
点

北
詰

(長
堀
通
り
~
千
日
前
通
り
)
ま
で
の
約
八

五
O
m
の
区
間

3

事
業
内
容

①
ま
ち
づ
く
り
活
動

･
御
堂
筋
ミ
ナ
ミ
周
辺
の
商
店
街
や
事
業
所
に
対

し
、
従
業
員
に
対
す
る
不
法
駐
輪
禁
止
の
啓
発
を

依
頼

　
　鎖

き
封

写真 1 通行規制の様子 (新橋交差点)



長堀通 ん ‘ 千日前通
鰻谷 大丸そごう前 清水町 周防町 三津寺町 道頓堀!lI

　　
ランテイ ア= =

ぐフオ ーマンスノでレー ド
御堂筋を楽しむ人々

どう新 都島タクシ

用地 オープンテラス
乗り場

- オープンテラ オープンテラス

チャハピー踊り

相互タクシー

ラシ配り アジアンパレード
ジャズパレード 乗り場

図 5 イベント中の様子 (巾) (13:00 ~ 16:00)



長堀通′ 千日前通
て

鰻谷 大丸そごう前 , 清水町 周防町 三浬寺町 道頓堀川

=
オープンテラス

ジアンステージ ジャズライブ

オープンテラス 乗り場 オープンテラス オープンテラス

メチャハピー踊り

タクシー

アジア ス テージ / ファ ッ ショ ンパ レー ド
ライ ブステー ジ

“チ“'、ピ一 蹴

乗り場

図 6 イベント中の様子 (2) (13:00 ~ 16:00)



御堂筋にぎわい空間づくり(社会実験)

Q
　

べきノブ、"＼き

茅
!
ト
が
い
っ
ぱ
い
、

》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　℃)

◇ Q

爾概こゎ名物･いちびり庵 回状叛綬光コンベンション協会 (株)大阪市開発公社 大阪市信用金庫 大 阪地下街(株)
薹餓)大阪都市協会 (財)大阪21世紀協会 (株)スタニングルアー (株)りそな 銀 行 (株)ルシェルフルー

図 7 チラシ
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のお間ぃ合わせ慰oB‐6615067t h菴tp'′′www.硼d剱軋れi蛾“I.'p′もご覽(ださぃ. 富

@企面;｢碑堂筋にぎわい空間づくり｣運営委員会
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コニハーサル･久やシガ･シヤハフガら
ウソデr一･ワノトヘソカーと
イニ-′ワノトヘツカ一万や?てくるI

あまり良くない 0.5 %

良くない 0 .5 %

どちらとも
いえない
1 9 .9 %

まあ良い
3 4 .7 %

良い
4 4 .3 %

･
不
法
駐
輪
対
策
活
動
が
行
わ
れ
て
い
な
い
地
域
に

つ
い
て
、
地
元
に
対
す
る
活
動
の
呼
び
か
け

･
御
堂
筋
ミ
ナ
ミ
区
間
に
つ
い
て
、
御
堂
筋
パ
レ
ー

ド
終
了
後
翌
日

(
一
〇
月
=

日
)
か
ら
御
堂
筋

オ
ー
プ
ン
フ
ェ
ス
タ
前
日

(
一
0
月

一
六
日
)
ま

地
域
で
不
法
駐
輪
対
策
を
行
っ
て
い
る
団
体

(以

下

｢活
動
団
体
｣
と
い
う
。)
に
つ
い
て
、
一

キ下
ン ゾ

　　
　　
連 と
携 い

後れ
頼

に

　
て

斉図 8 オープンフェスタに対する評価 (実験日)



で
の
間
、
主
催
者
募
集
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る

集
中
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
実
施
。
主
催
者
作
成
の
エ
フ

付
け
に
よ
る
啓
発

不
法
駐
輪
に
対
す
る
警
告
、
及
び
撤
去
の
実
施

持
続
的
な
地
域
活
動
の
実
施
に
向
け
た
ま
ち
づ
く

り
組
織
の
形
成

5040

㈱
;ぎ

~
-
ね )-遼辯

蟄
霊
疵

ん ~-ミ 茄
鰓･

↑

八餅
盡歳を

翌
“も公-

"渋珍-薹
~

恰
訝
ろ

薹
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謝
疵

@

薹鐘瞳圏
壽

図9 御堂筋に望むもの

3020

④
シ
ン
ボ
ル
イ
ベ
ン
ト

A

御
堂
筋
体
感
企
画

テ
ー
マ

…御
堂
筋
を
通
じ
て
大
阪
の
魅
力
発
見
。
御
堂

筋
本
線
を
歩
行
者
に
開
放
す
る
こ
と
で
、
御

堂
筋
へ
の
新
た
な
視
点
を
提
示
す
る
と
と
も

に
ま
ち
づ
く
り
活
動
を
ア
ピ
ー
ル
。

B

イ
ベ
ン
ト

テ
ー
マ

…新
し
い
大
阪
文
化
の
創
造

･
ハ
イ
ク
オ
リ
テ
ィ
な
音
楽
、
演
劇
、
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
、
ダ
ン
ス
等
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
の
実
施

･
御
堂
筋
で
作
品
を
披
露
す
る
こ
と
が
、
出
演
者
の

ス
テ
ー
タ
ス
に
な
る
よ
う
な
、
ま
た
は
御
堂
筋
へ

の
出
演
が
メ
ジ
ャ
ー
へ
の
ス
テ
ッ
プ
と
な
る
よ
う

な
し
か
け
づ
く
り

･
ア
ジ
ア
文
化
の
導
入
、
あ
る
い
は
ア
ジ
ア
へ
の
文

化
情
報
発
信
の
窓
口
と
な
る
よ
う
な
活
動
の
促
進

.
御
堂
筋
の
魅
力
を
再
発
見
す
る
き
っ
か
け
づ
く
り

C

オ
ー
プ
ン
テ
ラ
ス

･
来
場
者
へ
憩
い
と
休
息
の
場
を
提
供

･
体
感
企
画
の
効
果
を
よ
り
促
進

4

来
街
者
数

二
二
万
人

穴

社
会
実
験
の
評
価

現
在
、
有
識
者
か
ら
な
る
御
堂
筋
に
ぎ
わ
い
空
間
づ
く

り
評
価
委
員
会
を
設
置
し
、
作
業
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
速
報
版
の
み
の
紹
介
に
止
め
る
こ
と
で
、
お
許

し
願
い
た
い
。
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